
第６５回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 ３ 号 平成２６年度（第１７期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

報 告 第 ４ 号 平成２６年度（第１９期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

報 告 第 ５ 号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

報 告 第 ６ 号 平成２６年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

の結果報告の件

第８２号議案 神河町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件

第８３号議案 神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例の一部を改正する条例制

定の件

第８４号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

第８５号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

第８６号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

第８７号議案 神河町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第８８号議案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

第８９号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

第９０号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件

第９１号議案 神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

第９２号議案 神河町医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件

第９３号議案 神河町看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件

第９４号議案 平成２７年度神河町一般会計補正予算（第４号）

第９５号議案 平成２７年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

第９６号議案 平成２７年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

第９７号議案 平成２７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

第９８号議案 平成２７年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

第９９号議案 平成２７年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

第１００号議案 平成２７年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）

第１０１号議案 平成２７年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）

第１０２号議案 平成２７年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）

第１０３号議案 平成２７年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

第１０４号議案 平成２６年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第１０５号議案 平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の件
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第１０６号議案 平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第１０７号議案 平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第１０８号議案 平成２６年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第１０９号議案 平成２６年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第１１０号議案 平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第１１１号議案 平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第１１２号議案 平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第１１３号議案 平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件

第１１４号議案 平成２６年度神河町水道事業会計決算認定の件

第１１５号議案 平成２６年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第１１６号議案 平成２６年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

第１１７号議案 神河町地域優良賃貸住宅中村団地建築工事請負契約の件

第１１８号議案 平成２７年度神河町一般会計補正予算（第５号）

○議会提出議案

発 議 第 ３ 号 神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件
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神河町告示第99号

第65回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成27年８月24日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成27年９月１日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

藤 原 裕 和 小 寺 俊 輔

藤 原 日 順 松 山 陽 子

山 下 皓 司 三 谷 克 巳

宮 永 肇 小 林 和 男

藤 原 資 広 藤 森 正 晴

廣 納 良 幸 安 部 重 助

○応招しなかった議員

な し
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平成27年 第65回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成27年９月１日（火曜日）

議事日程（第１号）

平成27年９月１日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第３号 平成26年度（第17期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

日程第５ 報告第４号 平成26年度（第19期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

日程第６ 報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

日程第７ 報告第６号 平成26年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果報告の件

日程第８ 第82号議案 神河町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第83号議案 神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例の一部を改正する条

例制定の件

日程第10 第84号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第85号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第86号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第87号議案 神河町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第14 第88号議案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第89号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第16 第90号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第17 第91号議案 神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第18 第92号議案 神河町医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件

日程第19 第93号議案 神河町看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件

日程第20 第94号議案 平成27年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第21 第95号議案 平成27年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

日程第22 第96号議案 平成27年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第23 第97号議案 平成27年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）
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日程第24 第98号議案 平成27年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第25 第99号議案 平成27年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 第 100号議案 平成27年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 第 101号議案 平成27年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第28 第 102号議案 平成27年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第

１号）

日程第29 第 103号議案 平成27年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第３号 平成26年度（第17期）株式会社神崎フード経営状況報告の件

日程第５ 報告第４号 平成26年度（第19期）株式会社グリーンエコー経営状況報告の件

日程第６ 報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件

日程第７ 報告第６号 平成26年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の結果報告の件

日程第８ 第82号議案 神河町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第83号議案 神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例の一部を改正する条

例制定の件

日程第10 第84号議案 神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第85号議案 神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第86号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第87号議案 神河町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第14 第88号議案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

日程第15 第89号議案 神河町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第16 第90号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第17 第91号議案 神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する条例

制定の件

日程第18 第92号議案 神河町医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件

日程第19 第93号議案 神河町看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例制定の件
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日程第20 第94号議案 平成27年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第21 第95号議案 平成27年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）

日程第22 第96号議案 平成27年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第23 第97号議案 平成27年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第24 第98号議案 平成27年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第25 第99号議案 平成27年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 第 100号議案 平成27年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 第 101号議案 平成27年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第28 第 102号議案 平成27年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第

１号）

日程第29 第 103号議案 平成27年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

出席議員（12名）

１番 藤 原 裕 和 ７番 小 寺 俊 輔

２番 藤 原 日 順 ８番 松 山 陽 子

３番 山 下 皓 司 ９番 三 谷 克 巳

４番 宮 永 肇 10番 小 林 和 男

５番 藤 原 資 広 11番 藤 森 正 晴

６番 廣 納 良 幸 12番 安 部 重 助

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 係長 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課長 石 堂 浩 一

副町長 細 岡 重 義 地域振興課参事兼観光振興特命参事

教育長 澤 田 博 行 山 下 和 久

会計管理者兼会計課長兼町参事 建設課長 真 弓 俊 英

谷 口 勝 則 地籍課長 児 島 則 行
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総務課長 前 田 義 人 上下水道課長 中 島 康 之

総務課参事兼財政特命参事 健康福祉課長兼地域局長

児 島 修 二 大 中 昌 幸

総務課副課長兼地域創生特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之

藤 原 登志幸 病院総務課長兼施設課長

情報センター所長 藤 原 秀 洋 藤 原 秀 明

税務課長 和 田 正 治 教育課長 松 田 隆 幸

住民生活課長 吉 岡 嘉 宏 教育課参事兼センター所長

住民生活課参事兼防災特命参事 坂 田 英 之

田 中 晋 平

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

定例会開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

暑さ厳しかった夏もようやく落ちつきまして、秋の兆しを感じるきょうこのごろにな

りました。稲穂も色づき始め、収穫の秋を迎える時期となっております。

本日、ここに第６５回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに執

行部におかれましては、定刻までに御参集を賜り、開会できますことは、町政のため、

まことに御同慶にたえません。

人口減少、迎える高齢化社会への対応による地域創生の取り組みが進められていると

ころであります。先日も、国の来年度予算が過去最大の１０２兆円規模になる見通しと

の報道がありました。高齢化で膨らむ社会保障費、特に医療費の伸びが大きな要因とな

っております。安全保障関連法案、経済の不透明感等、まだまだ多くの課題があります。

国民の安全⋞安心を第一に保障していただきたいものであります。

今次定例会に提案されます案件は、後ほど議会運営委員長より報告がありますが、報

告、条例改正、平成２７年度各会計補正予算、平成２６年度一般会計並びに特別⋞企業

会計歳入歳出決算認定等３９件であります。特に平成２６年度決算審査については、予

算化された事業が計画どおり適正に執行されたかを確認する等、いずれも町政にとって

重要な案件であります。

議員各位には格別の御精励を賜りまして、適正妥当な結論が得られ、結果として町民

の負託に応えられるよう望みまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

議会の開会に当たりまして、私のほうからも一言御挨拶を申し上げます。

ことしの夏は各地で記録的な猛暑日が続き、神河町も暑い日が続きましたが、ここに
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来て少ししのぎやすくなってきたのではないかというふうに思います。

今、国におきましては、安全保障関連法案を今国会で可決すべく審議が続いていると

ころでありますが、東京を初め主要都市ほか各地で法案に反対する集会やデモが拡大を

してきています。唯一の被爆国であり、戦争の悲惨さと平和のとうとさを身を持って体

験してきた日本が今ほど平和の歩みを先導していくべきときはありません。やられたら

やり返す的な対応をしてこなかったからこその７０年に及ぶ日本の平和と繁栄があり、

さらに申し上げるならば、さきの大戦で心ならずも命を落とされた多くの方々のとうと

い犠牲の上にあることを忘れてはなりません。

平和を望まない人など誰一人いないはずです。いま一度、日本国憲法の精神と平和に

ついて、そしてこれからの世界平和について日本の果たすべき役割について、一人一人

が考え合わなければなりません。また、大いに議論をすべきときだと考えるわけであり

ます。

８月１日開催の第１０回神河夏まつりにつきましては、多くの皆様の御協力により花

火基金８２２口という目標の５００口を大きく上回る協力を得て、見事に５００

発の花火とともに、１０周年にふさわしい、すばらしいイベントとなりました。町民の

心は一つ、神河町誕生以来、この一大イベントを支えていただきました皆様に心から感

謝を申し上げたいと思います。

８月２２日に行われました世界陸上北京大会の男子マラソンに出場いたしました藤原

正和選手は、オリンピックの出場権は持ち越しとなりましたが、持ち前の粘り強い走り

を見せてくれました。２１位という結果でありましたが、藤原選手の走り、ゴールした

後の表情を見ていて、たくさんの勇気と、とてもうれしい気持ちにさせていただきまし

た。町民の皆様とともに、藤原選手の力走をたたえ、応援する会を初め、御支援いただ

きました皆様に心から感謝申し上げたいと思います。

また、８月２０日から２３日にかけましては、公立神崎総合病院におきまして医学生

や高校生を対象にした地域医療体験研修プログラムが開催され、神崎高校、東京の広尾

学園高校、大阪医科大学から１２名の学生が参加、病院の現状や課題、地域医療のボラ

ンティアについて学んで、訪問看護や医療機器の操作体験も取り組みました。神河町で

は、２０２０年には高齢化の減少が始まるわけですが、現役世代に対する社会保障への

負担は今後大きな課題であり、いかに健康長寿のまちづくりを進めるかが大きな課題で

もあります。

そのほか、神戸学院大学生が神河町と連携をしていただき、神河町の活性化策の提案、

神河プロジェクトに取り組んでいただきました。シンガーソングライターが神河町を訪

問して、神河町のテーマソング「たからもの」の制作と、その楽曲にあわせて学生が映

像を編集したミュージックビデオも制作していただいています。このように多くの方が

神河町の魅力を発信してくださっているわけであります。改めて神河町の魅力を再確認

させていただいたところでございます。
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先日、中はりま森林組合の通常総代会に出席をさせていただきましたが、森林組合に

おきましては、森林施業集約化や森林経営計画において積極的に取り組んでいただいて

おり、２年連続の黒字決算となっているところであります。今後、一層行政も一緒にな

って、まずは間伐推進からの地域経済の活性化とその効果をさらに高める付加価値のあ

る施策展開をしてまいりながら、神河創生に取り組んでまいりたいというふうに考える

わけであります。

本日は、第６５回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様の御出席を

賜り、議会が開催されますこと、心からお礼を申し上げるところであります。

今定例会には、報告４件、条例制定⋞改正案件の１２件、平成２７年度補正予算１０

件、平成２６年度各会計の決算認定１３件の合わせて３９件でございます。

議員各位には慎重審議賜り、御承認、可決賜りますよう衷心よりお願いを申し上げま

して、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

午前９時０８分開会

○議長（安部 重助君） ただいまから第６５回神河町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。

日程に入る前にお知らせいたします。

浅田病院事務次長兼医事課長におかれましては、通院のため欠席届が出されておりま

す。なお、終了次第着席される予定になっておりますので、御了承願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

７番、小寺俊輔議員、８番、松山陽子議員、以上２名を指名いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について委員長から報告を受けます。

藤原日順議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（藤原 日順君） 議会運営委員長の藤原でございます。去る８

月２７日に議会運営委員会を開催し、今期定例会の議事運営等について協議し、決定し

た事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程ですが、本日から９月３０日までの３０日間と決しております。

町長から提出されます議案は、報告４件、条例の一部改正１２件、補正予算１０件、
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平成２６年度神河町一般会計⋞特別会計⋞企業会計の決算認定１３件、計３９件であり

ます。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

本日、第１日目とあすの第２日目は、提案説明の後に質疑を行い、報告第３号から報

告第６号については了承、第８２号議案、第８４号議案から第８７号議案、第８９号議

案、第９１号議案から第９３号議案については表決をお願いすることにしております。

第８３号議案、第８８号議案、第９０号議案の地域創生総合戦略事業に関連する条例

の一部改正並びに第９４号議案の一般会計補正予算については総務文教常任委員会に付

託し、審査をお願いすることになります。

第９５号議案から第１０３号議案の各特別会計及び企業会計の補正予算については、

最終日採決としております。

第１０４号議案から第１１６号議案の各会計決算認定については、一括して提案説明

を受けた後に、清瀬代表監査委員から平成２６年度各会計決算について審査の結果を報

告していただきます。決算認定に伴う質疑は、第３日目と第４日目に行い、設置します

決算特別委員会に審査を付託することにしております。

なお、決算特別委員会の委員には、議会運営基準第１２０条の規定により、議長を除

く１１人を選任することとしております。

一般質問については、事前に通知のとおり、通告締め切りを８月２４日の午後３時と

し、通告があった５名の議員により、本会議第５日目の１７日に行います。

３０日の最終日は、委員会に付託しました議案の審査報告の後、表決をお願いするこ

とにしております。また、発議第３号、神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定

の件を提出する予定になっております。

以上のとおり、今期定例会の会期日程及び議事日程等について決定し、議長にお願い

しております。

なお、閉会中に陳情書１件を受理しております。議会運営基準第１４０条及び１４２

条の規定により、その写しを配付しておりますので、御確認ください。

最後に、議案の審議に際しましては、質疑、答弁ともに簡潔明瞭に行うことを特にお

願いいたします。

また、付託されます議案の本会議での質疑については、できる限り本質的な部分にと

どめるとともに、資料請求につきましては、常任委員会等で既に配付されている資料も

御確認の上、必要最小限の範囲にとどめていただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

議員各位には格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で、議会運営委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

それでは、日程に戻ります。
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⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月３０日までの３０日間といた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月３０日までの３０日間と決定しました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元にその

写しを配付しておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付しております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員長からお願いいたします。

宮永総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） おはようございます。

総務文教常任委員長の宮永でございます。閉会中の調査⋞活動報告について御報告を

いたします。

まず、日時、場所等について、平成２７年８月１９日９時から１７時２５分まで、委

員会室において行いました。出席者は、委員７名と安部議長の出席で行いました。山下

委員より欠席の届け出がございました。

閉会中の課題として、各課に通告した調査事項の進捗状況について報告を受けたので、

各課ごとに報告をしました。各課の報告は、１つ、事務事業進捗管理シート、２つ、課

運営目標管理シート、３つ、重要事業目標管理シートに整理されたものでの報告でござ

いました。

主要な項目での質疑応答について、以下御報告をいたします。

まず、課題に対する報告と質疑応答でございますが、教育委員会の事務局に関しての

報告でございまして、閉会中の調査事項については、教育課、これは学校教育、社会教

育でございますが、その資料としてまとめた報告書での説明があり、あわせて教育長、

教育課長より、その要旨について補足説明を受けました。内容は、継続審査事項として

大項目で以下の４項があり、その他報告⋞懸案事項等の構成によるものであります。

その１、教育委員会の機能を生かした活動状況についての報告。

まず１つ目に、平成２７年度の教育委員会活動の報告で、教育委員会、総合教育会議、
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学校訪問、その他の会議、郡、県、中⋞西播磨市町村教育研修会への出席等の活動でご

ざいます。

２つ目に、教育委員会評価委員会の報告でございますが、外部評価委員５名による教

育委員会及び委員会事業の評価を実施いたしました。評価委員会は９月議会で報告する

予定ということでの報告でありました。

その２番目に、幼稚園⋞小学校⋞中学校施設整備事業の進捗状況についての報告。

まず１に、寺前小学校の大規模改修工事（第二期）工事分は、６月議会の承認で本契

約を締結したものでありますが、工事契約金額は２億５５６万０００円、管理契約

金額は１２９万０００円でございました。工期は、平成２７年６月１６日から９月２

５日まででございますが、学校の夏休み期間中に工事を実施し、順調に進捗が運び、８

月２７日、町の完了検査を受け、２学期、９月１日から使用開始の予定であるとの報告

を受けました。これにより、直ちに委員会で協議をいたしまして、８月２４日月曜日に

総務文教委員会での視察を行いました。別紙にまとめてあるものでございます。

その３でございますが、児童⋞生徒の食育推進レベルアップの取り組みについてとい

うことでありまして、朝食の欠食、偏食による肥満等の現状がある中で、豊かな人間性

を育み、生きる力を身につけていくための食育を推進することが喫緊の課題となってお

り、学校、家庭、地域が一体となって取り組むことが何よりも重要と、課題に対する強

い姿勢を見せています。特に学校給食は食育推進のベースとして安心⋞安全な給食の提

供が重要な要素であり、あわせて学校での組織的、計画的、継続的な食育教育の推進、

家庭内での食に関するルールづくりが支援できるよう、保健師さん等との連携による食

育情報の発信、地場産物の活用や食に関する体験を通して学ぶという、神河町のよさを

知る学習などに積極的に取り組んでいくとの報告を受けました。

その４番目に、重複施設の維持管理の検討状況についてであります。

１つ、社会体育施設等のあり方の検討でございます。総務課の神河町公共施設等総合

管理計画策定支援業務と連動をしていきますということでございまして、施設の老朽化

程度の状況把握だけではなく、利用状況、地域性、建設経緯等を総合的に判断し、重複

施設等の今後のあり方について検討をするとの報告を受けております。

２つ目には、粟賀小学校校舎等解体撤去工事、これは統合による廃校施設でございま

すが、平成２７年度に粟賀小学校の撤去、平成２８年度、大山小学校の撤去、これは予

定でございます。現在、粟賀小学校撤去工事の入札方法について入札審査会で協議、検

討中であるとの報告でございました。

なお、この件について、同席されておりました総務課長から、粟賀小学校校舎取り壊

しの入札について現況の説明を受けました。本件については、何とか町内の業者だけの

競争でできないかというようなことで前向きに検討をしようと、入札審査会で話を進め

てまいりましたとのことでありますが、結果として、Ｃランク以上の３社によりまして、

まずは見積もりをしていただいて、そこから設計をつくりまして、それで入札を行うと
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いう方法をとっていきたいと思っておりますとのことでございました。

従来のやり方と少し形が変わりますが、取り壊しというふうなことでございますから、

取り扱いということは何とか町内業者でこの仕事をやっていただきたいということで、

このようなやり方をやりたいということであります。現在、審査会で検討し、この方法

でいきたいというふうに思っておるとの報告でございます。

なお、落札業者が決まりましたら、予定どおりいきますと、およそ１億を超えるとい

うふうなことになりますので、議決案件ということになりますので、議会の議決を得る

手続を踏んでから決定ということにさせていただきたいと思いますとの報告でありまし

た。

続いて、質疑に入ります。質疑応答でございますが、平成２７年度当初予算において、

今年度の新規事業で神崎高校の地域連携活動の支援金事業があり、５０万円の予算でこ

の事業が設けられましたが、現況はいかがになっておるかという問いでございまして、

これに対して、神崎高校のほうで実行委員会を立ち上げられ、事業の内容については７

月中に検討されて、町のほうに補助金の申請がありましたということでございます。こ

れについては、総務課で審査を行って決定し、５０万円の支援をするという報告で決定

しておりますということでございます。

地域活動を中心に学力向上という部分も含めてトータルとして実施をするとの申請で

ございました。事業内容については、委員会のほうに資料配付がなされました。

また次に、教育の問題ということで問いがございまして、実は、ことしは神河教育創

造プランの前期の最終５年度ということもありまして、教育長の教育理念というところ

をお聞きしたいというふうなことも重ねて質問の中にありましたので、一応教育長にい

ろいろとお立場から考えておられることをお話しいただきましたので、できるだけ多く

それを拾い上げて御紹介したいと思います。

まず、問題を抱える子供らの自立支援事業について、適応教室利用の生徒は減ってい

るが、気になる生徒もいる状況とあるが、その実態はどうですかというふうな問いでご

ざいまして、これに対しては、適応教室利用の生徒について今年度は２名ということで、

昨年度より減っております。この２名の生徒も、先生方の指導もあって教室にも入れる

ような状況になっているとのことであります。また、気になる生徒については、４月か

らの欠席数が５日から１６日程度の者も五、六名いるということであります。全てでは

ありませんが、そういう生徒がいるとの報告を受けておりますとのことでございました。

学校のほうでも定期的に家庭を訪問し、また支援をする中で、母親と一緒に学校へ月に

何回か来れるように対応されているようでございます。また、生徒の安全確認について

は、しっかりと行った上で対応している状況でございます。

その次に、教育長の教育論の考え方について尋ねますということでございまして、現

在、神河町が進めている若者づくりの中で、神河町が誇れる人づくりというようなこと

があるんですが、そういうことを踏まえるまでに基本的な部分の教育が必要なのではな
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いかということで、先般お尋ねしていることですが、今回お聞かせくださいというふう

な質問でございました。教育長のほうから一応お話がございまして、まず神河町の子供

たちは、やはり人間としてしっかりとした子供を育てるということが一番の教育の目標

であります。人格の完成ということが目標ですから、それに向けての教育を行ってまい

ります。その根底にあるのは、命の教育だと思います。

人権的な課題もありますが、そういうものをしっかりと捉えた、命や人権を大切にす

る子供を根底に据えながら、やはり神河の子供たちにしっかりした学力をつけていくと

いうことで、学びあい、支えあい、育みあう教育で、３あい教育ということを今までは

言ってまいりました。学びあう確かな学力、支えあう豊かな心、育みあう健やかな体と

いう知育、徳育、体育の３つの領域を兼ね備えた子供たちを育てていきたいというよう

に思いますとのことでございます。

そのようなことを実践するために、神河の教育にそれぞれ位置づけて、毎年、教職員

に実行していただいております。これについては国からの指導、県からの指導それぞれ

を受けての神河の教育ということで、毎年つくっているものであります。そのもとにな

る神河の教育創造プランというのは、２３年度から２７年度までの５年間の前期の計画

がことし終了しますので、それを見直して、また２８年度からの第２期の創造プランを

神河町でつくって、そしてそれに基づいて実施していきたいというように思っておりま

す。目標については、大体自分たちの目標を持って、そして夢を持って、将来にたくま

しく育っていってくれるように願っているところですということでございます。

また２つ目は、基礎、基本をしっかりと学んで、どんな場合でも対応できる子供、最

低限の学力をつけて、そして町内にいても活躍をする、また町外に出て、国または世界

で活躍する子供を育てる、これは大きな目標です。それから３つ目は、かけがえのない

命を大切にし、ともに生きる力を養う。ともに生きて助け合って協力していくという力

を養う。それから４つ目は、多くの人と交わりながら、自然や歴史、文化に触れて、豊

かな心を育んでいく。それから５つ目としては、神河の一員としての地域にかかわり、

ふるさとを愛する心を育てるということで、目標として５つの大きなものを立てておる

のでありますというふうなことでございました。

それから、それを踏まえて、毎年ですけれども、固定はしておりませんが、現場での

具体的な実践目標とも言えるものとして３つ決めております。それを取り組んでいると

いうことでございます。それについて本年６月の町広報にも載せておりますが、ことし

の目標としております。

１つ目は、笑顔のある学校、挨拶から始めようということで、挨拶運動、昨年度もし

ましたが、ことしも挨拶運動は続けております。ちょっと最近では余り元気のない挨拶

になっているんではないかというような反省も聞いているので、学校でも挨拶を元気に

大きくしようというふうに言っているところであります。

２つ目の具体的な行動目標としては、確かな学力、目当て、見通し、振り返りを持っ
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て学習しようと、これは先生も目当てを持って、こういうことをこの時間に教えるんで

すよというふうなことで、黒板に一番最初に書いて指導するとか、子供たちも今何をし

ているのか、１時間の授業の最後に何を勉強したのかわからないということではなしに、

きょうはこんなことを勉強するんですよということを子供たちも自覚して参加するよう

な授業の形態をつくりましょうというのが２つ目の具体的な目標であります。

３つ目は、やる気は習慣からということで、家庭との連携を大切にしようというもの

であります。家庭には昨年、家庭学習の手引というのを小学校も中学校も全ての学校で、

それぞれの学校で取り組んでもらいました。それを保護者に配布して家庭との協力をし

て、学校だけでは時間が限られているので、家庭でも教育をしっかりしていただくとい

う、そういうふうな具体的な目標も立てていっているということであります。

そのようなことの取り組みで、神河町の子供たちはそれぞれ力もつけているし、素直

に育っていると私は思っています。そういう狙いを持ってやっておりますとのことでご

ざいました。

また、別の問いについて、現況で見ますと、大変家庭的には恵まれない子供たちがふ

えてきていることは事実でありまして、そのような子供の中には虐待的なことも起きた

りしていることもあるようでございます。そういうようなことについては、学校現場で

大変に目を光らせておりまして、子供の体の様子とか、そういうものを見ながら、私た

ちは細心の注意で子供たちと接しているということでございました。

そのようなことが起これば、すぐにセンターとか関連施設に相談しながら、いろんな

人たちと話し合いながら、すぐに対応できるようにしておりますということでございま

す。

また、別の問いについて、不登校というような場合には、担任とか適応教室の先生と

か、そういうような人たちが入れかわり立ちかわり、本人には出会えない場合が多いの

ですが、連絡を常にとっているとのメッセージを流している。そのような対応でやって

います。現在、一般に言う父子家庭、母子家庭が多くなってきているようでございます。

続きまして、地域交流センターについての報告でございましたが、課題としては、セ

ンターの管理運営状況と拡大解釈に向けた取り組みについてということで報告資料をい

ただいております。事業執行状況の報告説明を受けました。特筆すべき質疑等はござい

ませんでした。

公民館について。課題として、生涯学習の拠点としての公民館のあるべき姿について

ということで、事業執行状況の報告説明を受けました。特筆すべき質疑等はありません

でしたが、現実問題として公民館というもの、２つ重複施設ということでございまして、

これから先どのように運営するのかということが深刻な課題としてあるということで、

公民館担当の藤原参事にもいろいろと御意見をさせていただいたというところでござい

ます。

給食センターについて。課題として、食育、メニューの改善、地産地消等の取り組み
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についてであります。また、食材の安全対策、食品添加物、残留農薬などについてでご

ざいまして、給食費の滞納徴収状況についても課題としてあります。これについても、

事業執行状況の報告説明を受けましたが、特筆すべき質疑等はございませんでした。

また、情報センターでございます。課題としては、ケーブルテレビの将来像の検討状

況についてであります。神河町ケーブルテレビアンケート結果報告書として、平成２７

年６月集計の資料により説明を受けました。アンケートについては、配布数が０６７

通、回収数が９２３通、回収率が２ ６９％ということでございます。

事業執行状況の報告説明を受けた後の主な質疑でございますが、１つに要約させてい

ただきましたが、今回の運営方式、いわゆるあるべき姿の検討の手段として住民アンケ

ートをとったのであるが、その回収率が２３％弱ということで、果たして今後の進捗に

ついてどうなるのかというふうな問いでございますが、これについて、情報センターが

欲しかった情報で、自主番組とか告知放送、電話とかいろいろありますが、住民の方々

は自主番組の放送を望んでおられるということがまずわかりました。また、インターネ

ットの速度に関しても、料金との関係もあり、今のままでもよいという結果もわかりま

した。さらに、住民の方々の意見を聞くという意味では、ケーブルテレビ自体の運営に

ついての批判的な意見が少なかったという部分で、自主放送番組の充実という部分につ

いては、今までどおりやっていかなければならないという方向性を出しておりますとの

ことでございます。

また、総務課について、いろいろと質疑等もありましたが、多少時間の都合もあって

要約をさせていただきましたが、課題として、行政経営の仕組み、これは総合人事管理

制度、組織体制強化などの実践とさらなる充実に向けた取り組み状況についての検討で

ございます。

また、行財政改革最重点取り組み項目の進捗状況についての報告であります。長期財

政計画、平成４４年までの財政シミュレーションについての報告でありました。また、

まち⋞ひと⋞しごと創生総合戦略の策定状況についてというふうなことでございまして、

また公共施設等総合管理計画の策定状況についてということでございますが、事業執行

状況の報告説明を受けた後、今後の取り組みへの課題についての質疑がありましたが、

執行部側では、現在まだ体制づくりの段階等ということで、前回にも引き続いてそうい

うお話もありましたので、核心に触れるところの質疑には至っていないので、質疑詳細

報告については割愛をさせていただきます。

１つ質問として、職員の数について、職員数について、行財政改革で合併当時で１８

５名でしたが、１３０名を目指して採用計画も４人やめれば１人採用という形で抑制を

してきたと思いますが、現在、行革とかでの意見で１３０名を１２０名とか１００名と

かにとの御意見もあるようですが、現在の新採用の人数から見て今後どのような考え方

で進められるのかという問いでございました。

総務課長のほうのお話でございますが、お尋ねのとおりで、１８５名から１３０名を
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目指して４人に１人のペースでいこうと進めてきましたが、１３０名に到達した後につ

いては、行革の目標値ですと、さらに１０％程度ということで、１２０名というような

ところがあります。これから先の目標値であるという状況でございます。類似団体につ

いては、さらに人数を落としている状況でありますので、さらに減らす努力が必要であ

るというところでは理解をしております。しかし、今の状況なんでありますが、今の状

況で言いますと、職員の数をこれ以上落とすということになりますと、業務量を落とす

しかないというふうな状態まで実は来ているのだというふうなことをここの２年ぐらい

前から折あるごとに話を出しておられることでございまして、これは私どもも聞いてお

りますので、そういう御答弁でございまして、具体的に削減の試案、例えばどの課をど

うする、どうするという話は、いろいろとお話をされましたが、この場でしゃべるのに

はちょっと都合が悪いので、割愛をさせていただきます。

また、公共施設の総合管理計画の策定に関する質疑、地域創生会議についての質疑、

神河町合併１０周年功労表彰に関する質疑等々ございましたが、特に核心に触れたとこ

に至りませんでしたので、割愛をいたします。

それと、会計課の課題でございますが、資金収支計画と公金の出納管理状況について

でありますが、事業執行状況の報告説明を受けました。特筆すべき質疑等はございませ

んでした。

また、税務課についての課題は、適正⋞公平な課税の実施と収納率向上への取り組み

状況についてでございますが、事業執行状況の報告説明を受けましたが、特筆すべき質

疑等はございませんでした。

１つ、昨今の景気といいますか、そういうことも含めて、差し押さえの件数がだんだ

んふえてくるというふうな課長からのお話もありました。どういう状況になりますか、

これから先非常に経済的に不安が募るというふうなところもありますので、見届けてい

きたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

次に、民生福祉常任委員長にお願いいたします。

松山陽子民生福祉常任委員長。

○民生福祉常任委員会委員長（松山 陽子君） 民生福祉常任委員長の松山でございます。

閉会中の平成２７年８月７日に開催しました民生福祉常任委員会について報告させてい

ただきます。

執行部からは、副町長及び関係課の管理職員の皆様の出席のもと、事務調査を行いま

した。詳細については割愛させていただき、重点調査項目に関する説明内容と主な質疑

応答を中心に報告させていただきます。

まず、公立神崎総合病院所管について報告いたします。

初めに、２７年度６月末までの業務執行状況についての説明を受けました。４月から
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６月末までの累計の入院患者数は９４９人で、前年度に比べ約９００人のプラスです。

外来患者数は２万５３５人で、前年度に比べ約９００人のマイナスとなっています。

入院では主に整形外科と外科がふえ、外来では産婦人科と小児科が少しふえていますが、

その他の診療科が減っているという状況です。

６月末現在の予算執行状況については、事業収益は９億８０万円、事業費用は７億

２２０万円で、その差し引きした純利益は１億８６０万円となっており、昨年の同時

期に比べると３９０万円のプラスとなっています。

次に、医師確保の対策については、宍粟総合病院や高砂市民病院など周辺の公立病院

では、神戸大学による整形外科医師の引き揚げがあったが、神崎総合病院は神戸大学に

リハビリテーション寄附講座をしていることから、安定的に整形外科の医師が派遣され

ている。また、兵庫県が寄附講座をし、地域医療総合学科が設置された大阪医科大学か

らは、内科医を中心に非常勤の医師を派遣していただいているが、新しい学長の考えに

より状況が変わる心配もある。しかし、大阪医科大学では、総合診療医として有名な鈴

木富雄教授が総合診療医を養成しておられ、その鈴木教授とは、ことし２月の地域医療

フォーラムの講演に引き続き、８月には教授の申し出により高校生と医学生の地域医療

体験事業を神崎総合病院で実施することとなっており、これが成功することにより、今

後も連携が深まっていくと思っているとの説明でした。

次に、北館改築について。２９年度末を完成予定とし、今年度は基本構想、基本計画

を策定するため、ワーキンググループ会議と北館検討委員会を開催し、北館の機能、改

築事業費、健全経営についての課題の共有と問題点の調整をしているとの説明でした。

それに関して、スケジュール的にもかなり厳しいように思うので、町と病院とが一体と

なってきっちりとやっていただきたいとの意見に対し、病院からは、病院があることで

の地域医療に安心を与える役割や経済効果、地域のにぎわい効果などを共有し、将来に

向けた取り組みや課題についても役場本庁と病院、そして町民との認識を一つにして進

めていきたいと思っているとの回答でした。

また、神河町から病院への繰入金の財源は、普通交付税や特別交付税のルール分２億

数千万円と特殊事情による特別交付税と一般財源であるとの説明があったが、町民には

理解されにくいものである。町民にお金はかかるが病院があることによって大きなメリ

ットがあることの理解を求めていく必要があり、そのためにも何らかの具体的な数字に

置きかえる事業評価というものをすべきではないかとの意見に対し、副町長からは、役

場内で検討し、考えていきたいとの回答でした。

次に、健康福祉課所管について報告いたします。

地域包括ケアシステム構築の推進状況については、この構築は平成３０年度をめどと

考えていることと、地域包括ケアシステム構築に関する打合会や研修会などの開催状況

等の説明を受けました。これに関しての質問で、健康福祉課として地域包括ケアシステ

ムをつくる上で病院に担ってもらわなければいけない役割があると思うが、施設や整備
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が伴うものがあるのなら、北館改築の基本構想、基本計画に間に合うように早急に決め

ていかないと不都合が生じるのではないかとの意見に対し、健康福祉課としては、病院

内の地域連携室の拡充と認知症カフェや発達障害児等のサロンなどのスペースができれ

ばという希望がある。また、訪問診療、訪問看護等も同じフロアであれば連携がとれる

ことから、今後検討していく考えであるとの回答でした。

その他、障害者施設整備の検討状況については、ニーズ課題に対する関係者相互の認

識を高めるとともに、その課題を先駆的に検討する目的の神崎郡障害者福祉ニーズ検討

会を平成２７年度から２８年度にかけて実施することになったとのこと。また、あやめ

苑に設置されていた高齢者生活支援ハウスは７月３１日をもって廃止となり、そこで生

活しておられた方々は、他の施設や病院に移られたとの報告を受けました。

次に、地域局所管について報告いたします。

地域局と健康福祉課の統合については、町長懇談会で２８年４月に統合する方向の考

えであることを町民の皆さんにお知らせしましたが、今後は内部で詳細について協議を

していくとの報告を受けました。

次に、住民生活課所管について報告いたします。

クリーンセンターの方向性については、６月２日に姫路市と神崎郡３町及び中播北部

クリーンセンターの管理職と関係職員による懇談会を開き、くれさかクリーンセンター

への業務委託について協議を行った。しかし、姫路市からは、くれさか処理場の延命工

事はしないこととなったとの説明と、仮に姫路市が２町、市川、神河のごみ処理委託を

受けるとして、地元説明をするにしても、現状では理解してもらえる説明材料がないと

の指摘もありました。現在も、くれさかクリーンセンターに入れてもらえるかどうかの

正式回答はないが、厳しい状況にあるとの説明を受けました。

次に、防災に関する質問で、事務事業管理シートの中で消防団員の安全装備に関する

県の助成事業を活用し、消防団員の装備基準となっている救命胴衣を購入する計画であ

ったが、事業採択されなかったため減額補正の予定があるとあるが、この救命胴衣、ラ

イフジャケットについては消防団員が訓練に参加したときに、県の指導監から装着して

いないことを指摘された経緯がある。人命にかかわることであるので、不採択となった

理由と購入予定はいつとなるのかとの質問に対し、県からは不採択理由の回答はなかっ

た。今年度においては台風シーズンが終わる時期となってしまったので、２８年度当初

予算に必ず上げていくとの回答でした。

このたびの常任委員会では、病院の北館改築、地域包括ケアシステムの構築、クリー

ンセンターの方向性など大きな課題がある中で、全ての進捗状況に不安を感じる委員会

となりました。町民の皆さんに大きく影響するものであることから、スピードを上げた

取り組みを要請しております。

以上で、民生福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。
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次に、産業建設常任委員長、お願いいたします。

藤原裕和産業建設常任委員長。

○産業建設常任委員会委員長（藤原 裕和君） 産業建設常任委員長の藤原と申します。

６月定例議会以降の委員会の活動の重立った報告をいたします。

まず、７月６日、県道長谷市川線改良促進議会連絡協議会の現地調査及び総会を行い

ました。これは市川町の議会と一緒になって県道の改良を促進しているものであります。

また次に、７月２７日は現地調査、担当の重立ったものの現地調査３カ所を行いまし

た。まず、１カ所は中村の若者向け賃貸住宅の建設地であります。旧の神崎町役場跡地

であります。それから、今回問題がありました農村公園ヨーデルの森の浄化槽へも行き

ました。それからもう１点は、峰山スキー場の計画地であります。この３点については、

資料をいただきながら説明を現場で受けたところであります。

次に、８月４日には、所管をいたします事務調査を行いました。また、８月１０日、

８月２０日には、この両日にはヨーデルの森の浄化槽問題についての継続した審議を行

っています。

まず、地域振興課地域振興係の関係の重立った報告をいたします。

先ほども言いました現地調査をしました関係で、旧神崎町役場跡地利用で今年度計画

をされております神河町地域優良賃貸住宅中村団地１２戸分の建築工事の設計図面並び

にここら辺の説明も現地においても受けており、昨日、８月３１日に入札の準備で、入

札執行されたんですけれども、入札が昨日不調に終わりまして、また再度入札を予定さ

れておるというようなことを聞いておるところでございます。

それから、今年度新規事業ということの住宅取得補助の関係については、前の委員会

でもいろいろ意見も出たんですけれども、やはりいきなり補助制度をということではな

くて、ある程度周知期間というものを置いて進めてほしいというような意見も再度改め

て委員会として出たところであります。

次に、農林業係の関係では、委員よりカドミ対策についての取り組み、それから６次

産業化の取り組みの推進などについての多くの意見も出されたところであります。

次に、商工観光係のスキー場の関係では、雪彦峰山自然公園公園計画の変更について

の、これは県がやられとるんですけども、第１回目の環境審議会自然環境部会というよ

うな部会の環境審議会が８月の１１日第１回目が行われました。この１回目については、

諮問内容の説明や意見聴取がなされたと報告を受けております。この審議会のこれから

の予定としましては、第２回目としては１０月から１１月にかけて現地調査などがなさ

れるようであります。第３回目は、昨年の３月から５月にかけ、調査結果等の報告、答

申案というような報告の予定で県のほうで進められるようであります。これらの関係で

は、副町長よりこの環境審議会の状況というものが大きく左右されるということで、こ

こら辺も踏まえて取り組みを進めたいと説明を受けております。

また、これらスキー場の関係する部分については、多くの委員より、いろいろ多様な
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意見も出されたところであります。不安要素が多くあるということでもあり、担当課と

して、しっかりと取り組むような意見も出されたところであります。

次に、問題がありました農村公園ヨーデルの森の浄化槽の問題については、実はゴー

ルデンウイーク前の４月２８日に期限切れの生クリーム１２７リットルを排水に流した

ということで、これらの浄化槽の処理膜という部分、処理ができなかった。目詰まりを

起こして、４月２９日に白濁した汚水漏れという部分で、そういう発覚がありました。

それ以降、７月１５日のこれも白濁した汚水漏れという未処理水、本来処理施設で処理

されて放流されるべきものが未処理という部分での猪篠川、特にこの支流であります追

上川という川なんですけれども、これに未処理水が放流し続けられていたという事案が

ありました。

神河町議会の観光施設の担当常任委員会なんですけれども、に対して、これらの重要

な部分のこの問題の報告という部分が委員会で何ら受けておらなかったということでは、

大変遺憾なところであります。そして、前回、５月１８日の産業建設常任委員会におい

ても、ここら辺の細かく事務調査を、観光施設なんかの事務調査はしているにもかかわ

らず、肝心のこの部分の汚水の流出という部分での真相の説明がなかったことが残念で

ならないわけであります。担当常任委員会としまして、神河町議会議員として、またヨ

ーデルの森の観光施設の監視機能という部分及び町議会としての役割、チェックとして

の役割という部分が果たせなかったことが猪篠区並びに下流域の住民の皆様におわびを

申し上げるところであります。申しわけございませんでした。

また、前回の６月の議会では、この浄化槽の修理費という部分で補正予算、修繕費

１３４万円と汚水のくみ取り費６０万円、こういう部分の審議についても真相がないま

ま十分できなかった状態で予算を認めたということ。担当常任委員会としての責任も大

きいと感じております。商工観光係の担当からは、これらの浄化槽の問題に追われて、

地元猪篠区や町議会への報告がおくれたとの謝罪はありましたが、汚水の垂れ流しの事

実を隠蔽し、ヨーデルの森そのものが営業し続けたということは大きな問題とも捉えて

おります。

この問題については、７月２７日に現地調査、８月４日、担当常任委員会、８月１０

日、これもこのヨーデルの関係の委員会、８月２０日と再三委員会を継続して調査は進

めておるところであります。地元との、猪篠区との状況も報告はしていただいとるんで

すけれども、担当常任委員会としては管理責任の問題、また危機管理体制の強化、そし

て再発防止策については、大山下水処理区へのこういうつなぎ込みなどの編入問題など、

何らここら辺については委員会としては解決するには至っておりません。

以上、この関係についてはこれぐらいのところであります。

次に、上下水道課の関係では、簡易水道統合整備事業の遠隔監視、ここら辺の提案書

というものを受けまして、第１次、第２次の審査の後、９月１１日、この予定で整備事

業の候補者が決定される予定と聞いております。この遠隔監視システム、ここら辺はク
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ラウド型という遠隔監視システムでありまして、ここら辺の説明も委員会で受けたとこ

ろであります。上下水道課の関係では、その他としてヨーデルの関係の浄化槽の大山処

理場への認可変更、ここら辺についての質疑も取り交わされたところであります。

次に、地籍課の関係では、今行われております山林部調査、再調査、そして公共用地

の登記処理、ここら辺についても予定どおりの進捗が図られているとの課長より報告を

受けております。

次に、最後に建設課の関係では、今回特に報告すべきことはございませんが、平成２

７年度、裏山防災工事予定箇所図、こういう箇所図の図面並びに７月１７日の台風１１

号による災害報告一覧表、この部分の災害状況の報告、ここら辺の資料提示を受けたと

ころであります。

以上、簡単な報告となりましたけれども、産業建設常任委員会の報告とさせていただ

きます。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

ここで、私のほうより報告をさせていただきます。

私のほうからは、６月定例会以降、閉会中の重立った事項を報告いたします。

６月２８日、朝来市市制施行１０周年記念式典が開催され、私が出席しております。

同じく６月２８日、神崎郡消防操法大会が市川町で開催され、藤森副議長と松山民生福

祉常任委員長に出席していただいております。

７月２日から３日、県監査委員協議会臨時総会及び研修会が神戸で開催され、清瀬代

表監査委員、山下監査委員が出席されております。

７月７日、社会を明るくする運動神崎郡民大会が福崎町で開催され、私を含め９名の

議員が出席しております。

７月９日、中播衛生施事務組合議会臨時会が開催され、松山民生福祉常任委員長と私

が出席しております。付議事件は、監査委員の選任についてであり、議会選出の監査委

員には、姫路市議会の駒田かすみ議員が選任されております。

７月１３日から１４日、県町議会議長会評議員会議が神戸で開催され、私が出席して

おります。平成２８年度兵庫県予算及び施策に関する要望事項等について協議しており

ます。引き続き、県町議会議員公務災害補償組合会臨時会が開催され、組合長に佐用町

議会の西岡正議長を選任しております。会議終了後に議長研究会が開催され、「国家戦

略特区 中山間地農業の改革拠点 養父市の挑戦」と題して、養父市議会議長⋞勝地恒

久氏から事例報告を、また「兵庫農業の課題について」と題して、元兵庫県副知事であ

る兵庫県農業会議会長の藤本和広氏から講演を受け、研修を行いました。翌日は、議会

運営の諸問題について意見交換を行いました。

７月１４日、第１０回神河夏まつり運営委員会が開催され、私が出席しております。

７月１５日、神河町地域創生まちづくり講演会が開催され、全議員が出席しておりま

す。同じく７月１５日、中播建物農機具共済推進協議会総会が開催され、藤原裕和産業
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建設常任委員長に出席していただいております。

７月１６日、かみかわ高原ハーフマラソン⋞ウオーキング大会実行委員会が開催され、

私が出席しております。同じく７月１６日、神河町地域創生戦略会議（しごと部会）が

開催され、私が出席しております。

７月２３日、神河町消防審議会が開催され、私と松山民生福祉常任委員長が出席して

おります。同じく７月２３日、多可町議会から全議員が空き校舎の利活用について行政

視察に来町されて、役場において取り組み状況の説明の後、Ｒｅｓｏｒｔ によん ｉ

ｎ 神河を視察されております。当日は、議会からは藤森副議長、松山民生福祉常任委

員長と私が、行政からは山名町長、前田総務課長ほか各担当職員に対応していただきま

した。ありがとうございました。

７月２４日、神崎郡民主化推進協議会総会が神河町役場で開催され、私が出席してお

ります。

７月２６日、市川町町制６０周年記念式典が開催され、私が出席しております。

７月２７日、神河町インバウンド事業、春秋航空⋞春秋国際旅行社歓迎会に藤原裕和

産業建設常任委員長と私が出席しております。

８月１日、第５０回神崎郡人権教育研究大会が市川町において開催され、私が出席し

ております。

８月１０日、神河町議会の全議員視察研修として多可町中央公民館において、多可町

地域包括ネットワークの取り組み状況について、多可赤十字病院の松浦院長ほか関係町

職員から御指導いただき、研修を行いました。

８月１７日、平成２７年度西播磨市町議長会第１回総会が姫路で開催され、私が出席

しております。議事については、平成２６年度事業報告及び収支決算の認定、平成２７

年度事業計画並びに収支予算について、いずれも原案どおり認定、可決しております。

８月２４日、多可町議会、神河町議会合同で全議員研修会を神河町役場において開催

しました。講師に前兵庫県町議会議長会事務局長の長濱秀次郎氏を迎え、「議員の権限

と義務」をテーマに講演を受けた後、質疑と意見交換を行いました。

８月２８日、第４４回播磨中部高原森林基幹道推進協議会総会が神河町で開催され、

藤原裕和産業建設常任委員長と私が出席しております。議事については、平成２６年度

事業報告及び収支決算の承認、平成２７年度事業計画並びに収支予算についてで、いず

れも原案どおり承認、可決されております。同じく８月２８日、社会福祉法人中播福祉

会の障害者支援施設「香翠寮」の納涼盆踊り大会が開催され、松山議員と私が出席して

おります。

８月３１日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開催され、松山民生福祉常

任委員長と私が出席しております。付議事件は、平成２６年度中播衛生施設事務組合一

般会計歳入歳出決算認定についてで、提案説明がありました。採決は、第２日目の１１

月４日に行う予定です。
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なお、各事務組合の議案等につきましては議員控室に閲覧できるようにしております

ので、必要の都度、ごらんいただきたいと思います。

会議規則第１２９条に規定する議員の派遣の件は、お手元に配付のとおり議員派遣を

しておりますので、御了承を願います。

閉会中に陳情書１件を受理しております。対応については、議会運営委員長から報告

があったとおりであります。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、７月１５日に第４

３号を発行し、７月２４日に各区長様に配布しております。

以上で、閉会中の重立った事項について報告を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時３５分といたします。

午前１０時１６分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

これより議案の審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第４ 報告第３号

○議長（安部 重助君） 日程第４、報告第３号、平成２６年度（第１７期）株式会社神

崎フード経営状況報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第３号の提案理由並びに概要説明を申し上げます。

本報告は、第１７期株式会社神崎フードの経営状況報告の件でありまして、地方自治

法第２４３条の３第２項の規定に基づき、報告するものであります。

さて、第１７期の経営状況ですが、売上金額は１２億０２４万０００円でありま

した。前年度は１１億８８９万０００円でありましたので、１ ７％増の１億１

３４万０００円の増加となりました。最終利益では７９２万０００円の黒字とな

りまして、前年度の９０４万円の黒字に引き続き、一昨年の３６８万円の赤字から比

べますと大きく改善することができました。これは売り上げが大きく伸びたことが大き

な要因でありまして、イオンフードサプライ兵庫は４ ９％の増加、マックスバリュも

１ ６％の増加となり、主要な取引先の売り上げは伸びています。

また、電気代やプロパンガス代、包装資材等の経費が高くなりましたが、米の仕入れ

価格が１キロ当たり年間の平均金額で２４ ８円となりまして、前期と比べ５３３万

円の減となった効果が大きかったと思っております。

今後は、さらなる生産性の向上や売り込みの強化などに努めていくとともに、神河町

産米使用の可能性を調査する中で、神河弁当や銀の馬車道弁当だけでなく、神河町の農
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産物をもっと使った商品づくりを進めようとしているところであります。このたび平成

１０年度の創業以来、初めて均等割以外の所得割等の法人税を３１７万円納めることと

なり、ようやく法人としての基盤ができつつあると考えております。

詳しい内容につきまして地域振興課長が御説明申し上げます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。それでは、報告第３

号の内容につきまして御説明申し上げます。

５月２９日に開催されました第１７期定時株主総会で承認されました株式会社神崎フ

ードの決算報告書の詳細について御報告申し上げます。

表紙の次の２ページ目をお願いいたします。平成２７年３月３１日現在の会社の状況

でございますが、株主は神河町とエスアールジャパン株式会社、そして兵庫西農業協同

組合の３者でございます。町の持ち分は８３０株の１５０万円で、４ ７％の筆頭株

主でございます。２６年度の取締役と監査役は、表のとおりでございます。

総会に先立ち開催されました取締役会におきまして、２７年度からの新役員は１０ペ

ージのとおりとなっております。１０ページをお願いします。足立会長と野村取締役が

辞任され、新しくエスアールジャパンの芝原副社長と私、石堂が取締役として就任いた

しました。

２ページにお戻りください。従業員は、役員、社員、パートを合わせまして７０名、

うち町民は５ ７％となっております。

なお、お盆やゴールデンウイーク、年末年始、節分等の繁忙期にはアルバイトや派遣

労働者を雇用いたしまして、１１０名程度の人数で取り組んでおります。

３ページには、営業報告を記載しております。総売上金額が１２億０２４万００

０円で、前期と比べまして１億１３４万０００円増加しました。主な取引先の売り

上げにつきましては、マルアイが１４４万０００円増の２億４６４万円、マックス

バリュが６０１万０００円増の２億４１５万０００円、エスアールジャパンが

０３２万０００円増の２億２１８万０００円等となっております。特にイオンフ

ードサプライ兵庫との取引額が８５３万０００円の大幅な増加となっておりまして、

その要因は記載のとおりでございます。お弁当の取り組みとしまして銀の馬車道弁当、

神河弁当を販売しておりますが、広報活動の成果もありまして、０７０食の販売とな

っております。

次に、４ページの貸借対照表でございます。左側の資産の部の合計欄のみを説明させ

ていただきますが、流動資産の合計で２億０１３万０００円となっております。金

額の大きなものは、現金、預金で１億２９４万０００円、売掛金で１億４６１万

０００円、原材料等の棚卸資産で０８４万０００円、未収入金で２３０万０００

円となっております。
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次に、固定資産合計で０３６万０００円となっております。有形固定資産の内訳

は、建物、附属設備、工具、器具、備品、減価償却等で４９７万０００円、ソフト

ウエア等の無形固定資産で２０６万０００円、投資有価証券等のその他資産で３３

１万０００円となっております。資産の部の合計で３億４９万００７円となってお

ります。

次に、右側の負債の部です。買掛金、短期借入金等の流動負債で２億１８３万０

００円となっておりまして、売掛金で１億７４４万０００円、短期借入金５００万

円、未払い金８１９万０００円、未払い費用６３４万０００円等となっており

ます。固定負債では、長期借入金で１６６万円でして、負債の部合計では２億３４

９万０００円となりました。

次に、純資産の部では、資本金は３５０万円で、利益剰余金でマイナス６４９万

０００円となり、純資産の部合計で７００万０００円となりました。負債、純資

産の部の合計は３億４９万００７円となりました。

次に、５ページの損益計算書を御説明申し上げます。売上高は１２億０２４万０

００円でございますが、この内訳は、スーパー等へのおすしなどの製品売上高が１１億

２０１万０００円、おはぎや赤飯、生米等の物販売り上げが１６９万０００円、

大黒茶屋の売り上げは、弁当、麺、お土産、喫茶売り上げで６５３万０００円とな

りました。

次に、売上原価ですが、期首棚卸高が２５万０００円、物販仕入れ高が０７１万

０００円、大黒茶屋商品仕入れ高が５６２万０００円、マックスバリュ等への集配

センター利用手数料等の販売手数料０４６万０００円で、合計６８１万０００

円となっています。当期製品製造原価は９億４８０万０００円ですが、内訳は６ペ

ージに記載しております。材料費で６億０１３万０００円、労務費で１億００７

万０００円、経費で１億５３０万０００円となりまして、当期総製造費用は９億

５５０万０００円となり、それに棚卸高を差し引きまして９億４８０万０００

円となりまして、５ページの売上原価は１０億１８７万０００円となっております。

期末棚卸高１８万０００円を差し引きまして、売上原価の合計が１０億１６８万

０００円となっています。売り上げから原価を差し引いた売り上げ総利益、いわゆる

粗利は２億８５５万０００円となりました。

次に、販売費及び一般管理費ですが、合計金額が１億２４７万０００円となって

おります。内訳は６ページに記載しています。金額の高いものでは、販売員給与の５

３７万円、事務員給料の１２５万０００円、発送配達費の４６３万０００円、

支払い手数料の７３３万０００円で、大黒茶屋労務費は製造原価に計上してゼロ円と

しております。雑給の６３２万０００円、賞与の０６７万０００円、法定福利費

の７１６万０００円、役員報酬の４３６万円、減価償却費の７９２万０００円、

リース料の４４８万０００円、保険料４３４万０００円等となっております。
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５ページにお戻りいただきます。売り上げ総利益から販売費及び一般管理費を差し引

いた営業利益は６０７万０００円となりました。ハローワークを通じた雇用に係る

補助金や雑収入等の営業外収益で６４５万０００円、支払い利息割引等の営業外費用

で９７万０００円となりまして、営業外を差し引きました経常利益は１５５万０

００円となっております。特別利益はなく、特別損失として固定資産廃棄損４５万０

００円を引き、法人税、住民税及び事業税の３１７万円を引きまして、当期純利益は

７９２万０００円となっております。

７ページは株主資本等変動計算書となっておりまして、累積赤字は６４９万００

０円で、純資産の残高は７００万０００円となっております。この累積赤字は以前

からの赤字でありまして、税務面で黒字との差し引きができないこととなり、２７年度

も順調に売り上げが伸びれば納税額も大きくなると思われます。

８ページには監査報告書を添付しております。

９ページには１８期の営業計画書をつけております。売上高１３億４３０万円で、

５％増の４０５万０００円の増加を目指します。マルアイやマックスバリュ、エス

アールジャパン等との取引は順調に伸ばす計画となっておりますが、取引先の上位６社

との取引が約８５％にもなっておりますので、今後、慎重に営業していく必要があるか

と思われます。１８期の秋ごろには米の価格が１キロ当たり２０円程度値上がりする見

込みと聞いております。円安によります原材料の値上げもあり、商品の改廃による値上

げを検討し、実施していく必要があると思われます。

１０ページには株主総会前の議案書をつけていまして、新しい取締役の名前が記載さ

れ、承認されております。なお、株主総会後の取締役会で代表取締役社長に濱本正弘氏

が引き続いて選任されております。

以上で、報告第３号、平成２６年度（第１７期）株式会社神崎フード経営状況報告を

終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。それでは、７点ほどについて

お伺いをいたしたいと思います。

報告されてる条文なんですけども、自治法の２４３条の３第２項の規定をもって報告

されてるわけなんですけども、第４号の報告につきまして、グリーンエコーにつきまし

ては５１％の出資、この神崎フードにつきましては４ ７％ということで、この規定は

出資比率になっているものかどうか、その条文を教えていただきたいと思います。

それから、４ページに短期借入金なり、それから長期借入金があるんですけども、こ

れは出資比率の変動によって借り入れされてる契約者といわゆる保証人の方はどういう

ふうに変化してるのか、教えていただきたいと思います。
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それから、５ページに大黒茶屋のことがちょっと載っとるんですけども、以前は神崎

フードの本体と、それから大黒茶屋と分けてトータルで報告されていたんですけども、

今は一緒になっとるんですけども、大黒茶屋も一生懸命頑張っておられますので、大黒

茶屋の経営状況はどうなのか、教えていただきたいと思います。

それから、６ページに、先ほどもありましたように、販売員給与なり、それから事務

員給与、また雑給とか賞与、役員報酬等も出とるわけなんですけども、この人数はわか

らないんで、ちょっと教えていただければなと思います。パートも含めて１１０名とい

う人も雇われてますので、どのような比率になってるのかということを教えていただき

たいと思います。

それから、今期の純利益につきましては約８００万程度、昨年がたしか９００万ぐ

らいありましたので、トータル７００万程度一気に改善できたということでございま

す。累積剰余金がマイナスの６００万まで改善しとるわけなんですけども、資本金の

ことも言いますと、トータルまだ１億円上げてこないと、もとに戻ってこないという状

況になってるんですけども、先ほど町長の提案説明の中では、米の単価の下落で３０

０万ほどと言われたのかな、それによって今回は利益が出たということだったんですけ

ども、先ほどの担当課長の説明では、単価も２０円程度上がるということで、今後この

ような状態が続いていけるのかどうかも教えていただければなと思います。

それから、７点目なんですけども、新役員が最後の１０ページに掲げてあるんですけ

ども、社長さんは濱本さん、神崎フードの社員で役になられてる方があるんですけども、

その方の役職を教えていただきたいのと、それから監査役は変更なしでいいんでしょう

か。これちょっと名前が出てないんで、そこら辺も含めて、ちょっと御答弁願えればと

思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） ちょっと質問が多過ぎたんで、全部答えられるかわか

りませんけども、まず出資金のことを言われたと思うんですけど、４ ７％、何でかな

ということなんですけど、初めはフードも５１％の町の出資金がございました。ところ

が、借入金をする場合、５１％の町の会社というんですか、母体が町であるなら、借り

入れについては町のほうから借り入れしなさいよ、民間のほうでは貸し出しできません

よというようなことを言われましたので、その分で５０％を切らねばならないというこ

とで、急遽４ ７％という５０％未満にあわせた経過がございます。

それと、一時借り入れの保証人やったですかね。その金融機関につきましては、但馬

銀行さんのほうで一時借り入れのほうはしております。

それと、大黒茶屋の状況でございます。確かにお客さんが多いときにはいいんですけ

ども、通常、平常時のお客さんはやっぱり少ないです。そして、フードのお弁当等も売

り上げがやはり平日は少ないもんで、ちょっとそこら辺の改善も考えていかねばならな

いかなと思います。
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それで、職員の人数等でございますが、通常は７０名程度でございますけれども、や

っぱりこの前の盆とか年末年始のときには１１０名、アルバイト等を緊急雇用しなけれ

ばならないということもあります。それと、今ちょっと検討されているのが外国からの

労働も考えておられるとも聞いております。そこら辺はどうなるかはわかりませんけど、

そういうことも検討していきたいということでございます。

債務者と連帯保証人につきましては、ちょっと後ほどで御報告させてください。ちょ

っと今わかりません。

それと、６００万の累積の赤字ですけども、今７月の決算でいきますと４０万程度

ですかね、黒字になって、６００万が今やったらチャラというか、消えてしまうぐら

いの状況になってます。ただ、今も言うたとおり、米の価格が１キロ当たり２０円変わ

りますと、大体８００トン使いますので、それだけで６００万の差が出てきますので、

米の値上がりによりまして、その数字がちょっとまた変わってくるかなというような感

じでございます。

○議長（安部 重助君） 代表の濱本さんの件についてと、それから監査委員。

○地域振興課長（石堂 浩一君） ちょっとそこも後ほど説明させてください。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） １番目の自治法の２４３条３第２項の規定というのは、

いわゆる多分出資割合で報告するようになってると思うんですね。多分これ２分の１以

上になってるかなと思うんですけど、一番気にしてるのは出資割合が４ ７ということ

で、株主総会があってなれば、あの施設等も全部町が投資して設備改良してます。それ

で、ややもすれば最悪の場合、いわゆる経営者がかわってしまうという格好になってし

まいますと、町が残存価格も残ってるままで転売されてしまうような格好になってもぐ

あい悪いんで、そこら辺の規定がどうなってるのかなというふうに思います。５０％を

超していれば町しか借り入れできないんやったら、それでいいと思うんですけど、それ

だけでじゃあいいのかどうか。自治法の条項と抵触しないのかということが一つ疑問に

思います。

それから、大黒茶屋につきましては、店長は一生懸命頑張ってくれてます。やはりそ

こはそれとして、表に出る格好でしてあげないとちょっと気の毒かなと思いますので、

そこら辺についてもちょっと教えていただければと思います。

それと、やはりこれフードの人件費の報償費だとか給料関係も全くわからないんです

けど、それぞれで払ってはる人数で割れば、大体１人何ぼほど出てるかなというのがわ

かるんですけども、今の状態では、どれがどうかはっきりわからないですよね、これ。

販売員の部分と、それから事務員の部分、それから役員報酬とかいって、また雑給もあ

ったり、それから賞与もあって、いろいろあるんですけど、それぞれが何人ずつの分を

ここで払ってこの金額になっているのかを教えていただきたかったんです。

それと最後に、一番気になってることは、早くもとの状態、いわゆる健全経営をして
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もらうということで、あと１億円純利益がふえますと、資本金の３５０万ですか、そ

れがいわゆる残る形で、もとの状態に戻るんですけども、早くその状態になってもらう

ために、どういうような形で取り組んでいるのか、決意されてるのか、そこら辺も教え

ていただければと思うんです。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 大黒茶屋につきまして、本当に店長はよく頑張ってお

られます。それは、特に積極的にお客さんの取り込みというんですか、そういうことは

本当にすごいなと感心しております。それで、その辺も今から考えていきたいかと思い

ますので、そこら辺はいいんですけども。５０％を切って、それが地方自治法のほうで

ということですけども、それにつきましてはちょっと調べさせてもらわないと、私のほ

うからは今具体的にはわからない状況でございます。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） また後ほど出資比率の関係については再度確認させていただい

て、担当課長のほうから報告させていただきますが、この出資比率について５０％を切

るという部分について、これまでの議会の中でも質問が出ております。私、記憶してお

るのは、全て法令とか、その辺も含めて調査した上で、この出資比率５０％を切った部

分についても、これは問題ないというところで今進めてるというふうに私は理解してい

るところであります。詳しい部分については再度報告をさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。取締役の改選ということなんですが、

神河町が筆頭株主と言いながら、前回、足立前町長が退任されて、エスアールジャパン

のほうから１名の選任という、こういう形になるんですけれど、果たしてこういう形の

役員選任が後ほど影響が出るのじゃないかと思うんですが、そこらあたりはどういうふ

うに考えておられますか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私が町長に就任するまでは、社長につきましては筆頭株主であ

ります神河町長がしていたというところでございますし、また就任した当時、前町長で

あります足立理秋氏が引き続き社長という任についていただいたという経過がございま

す。その後、この会社の運営につきまして、いわゆる筆頭株主が社長をするという方法

もありますけども、より経営力というんですか、そういったところの専門であります民

間からのそういった役員で選任をしていただいた中で社長についていただくということ

が、実はこういった三セクの会社でありますけども、利益を追求しなければいけないと

いう点については、より専門性が高いというところで、妥当な選任の方法ではないかな

というふうなところも含めて、今のエスアールジャパン出身の濱本氏に社長に就任して

いただいたというところでございますし、また濱本社長が就任していただいた以降は、
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社長みずから現場の隅々まで入っていただきながら、社員とのコミュニケーションをと

っていただく中で、さらに販売網を開拓していく。当時、米の価格が一時上がったとい

うふうなことで、非常に経営のほうも苦しかったんですが、その中で取引先との精査も

含めて、新たに販路を拡大する部分、縮小する部分というところをプロの目で判断をす

る中で、昨年からの、米の価格も少しは安くなったんですけど、利益が出るという状況

に反転したと、よい状況になったというふうなところでございますので、私は、筆頭株

主は神河町でありますけども、代表取締役についてエスアールジャパンから出ていただ

くから、この神崎フードが今後不安定になるとか、そういうふうなことは私は一切思っ

ていないところでございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。濱本社長、一生懸命頑張り、黒字と

いう形に、いい状況になっておるんですけれど、この役員の改選の中で神河町の中の選

出ということになれば、私もある程度今までの理解は得るんですけれど、今回、エスア

ールジャパンのほうからの選任という形で、実質筆頭株主の中での関係とすれば、我々、

町長と地域振興課長、石堂課長の２名で果たしてこういう形の役員の選任でいいかなと、

ちょっとそこらの疑いは感じるんですけど。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私は特に問題ないと思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。５ページの損益計算書並びに

６ページの販売費及び一般管理費の内訳についてちょっとお尋ねをしたいと思います。

売上原価に含まれておる販売手数料０４６万０００円及び販管費に含まれている

支払い手数料７３３万０００円でございますけども、これ前もちょっとお聞きしたか

もしれませんし、今もちょっと石堂課長のほうから簡単な説明があったと思うんですけ

ども、同じ販売手数料で売上原価に含まれている０４６万というのは、これエスアー

ルジャパンとかマックスバリュさんの本部経費に相当するものなのかと想像はしてみる

んです。あと、販売費、一般管理費に入ってくるこの支払い手数料というのは、まさに

販売するための支払い手数料だろうというように思うんですが、この２つの差というの

は一体何なんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 申しわけないです、細かいところはちょっとわからな

いもんで、また後ほどお願いします。済みません。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかにございますか。

廣納議員。
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○議員（６番 廣納 良幸君） ６番、廣納です。まず、２ページの一番下の従業員数で

すね、神河町内在住、これ５ ７％、半分以上を占めとるんですけれども、いわゆる住

民票がこの方々は全員神河町でしょうか。もしその内容がわかれば。

もう１点、続いて。その３ページの売り上げの内容が書いてあるんですけれども、以

前にもありましたけれども、今は順調に４社で８５％ですか、どんと大口をいただいて

いるんですけれども、要するにリスクを減らすためにも、どこかがこれ１社またぐずぐ

ず言い出したりとか、価格下げとか、こっちにもあるんやというのは常ですから、前回

もありましたんでね。そういう意味での営業的な開拓なり、要するに持続してしていた

だけるような、いわゆる営業活動をどういうふうにされてるのか。この２点お願いしま

す。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） この５ ７％は神河町に住んでおられますけども、今

言ったように住民票を移してるか移してないか、それが何％というのはちょっと把握し

ておりません。あくまでも神河町に住んでおられるという数字なんで、それが住民票を

移してるかというところまではちょっと聞いておりませんので、確認します、これは。

それと、確かに企業ですから、品物を持っていったら、その分に対して安くせよとい

うようなことは言われます。それで、そういうトラブルも多少ありました。ですから、

今言ったように、この６つの企業さん、どれ一つにおいても、そういうトラブルがない

ようにするのが、逆に言うたら売り上げを伸ばす方向の一番でございます。ですから、

今現在、会社取締社長を筆頭に取締役３人で会社を回って営業の販路をふやしている状

況なんです。それで、特に今からおいなりさんとか、そういうすし系統が売り上げには

一番高くというんですか、利益が高いもんで、その営業を一生懸命されている状況でご

ざいます。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。濱本社長か

らお聞きしてるのは、ギフトショーですね、そういうとこら辺で、大阪とか東京にある

ギフトショーに出てバイヤーを探すという営業もやられておられます。それと、今まで

は例えばマックスバリュさんなんかの場合は、自前でもってお弁当とか、いろんなのを

つくってたんですけど、そういう方が非常に少なくなっているということで、一時それ

が減ったんですけども、逆に人手が足りなくなって、今それができなくなったので、ま

たそれが復活してるということで、またそれから神河弁当につきましても、もともと薄

利多売で安い商品をいっぱいつくってたんですけども、それではなかなかもうけが得に

くいということで、今回、神河弁当は約１００円、お茶をつけて１００円なんです

けど、そこら辺でもって利益幅の大きい部分について、もっと営業をかけるというふう

にお聞きしています。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかにないようでございますので、質疑を終結します。

また、確認事項については後ほどよろしくお願いします。

報告第３号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いいた

します。

⋞ ⋞

日程第５ 報告第４号

○議長（安部 重助君） 日程第５、報告第４号、平成２６年度（第１９期）株式会社グ

リーンエコー経営状況報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第４号の提案理由並びに概要説明を申し上げます。

本報告は、第１９期株式会社グリーンエコーの経営状況報告の件であり、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定に基づき、報告するものであります。

第１９期の経営状況ですが、政府主導の経済政策により景気は穏やかな回復基調が続

いているものの、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減に加えて、夏の天候不

順によりマイナス影響を及ぼすこととなり、集客を図る上で厳しい年となります。その

結果、年間の入り込み客も１７万６４９人と昨年対比で０００人の減となり、特に

台風等の影響でコテージのキャンセルが続発し、施設利用収入は８５７万０００円、

前年比１５５万０００円の減収となりました。

飲食業務等収入については、ドームでのバーベキューが好調であったため、５４７

万０００円、前年比１４万０００円の微増収となりましたが、全体の営業収益は１

億８７２万、前年比１１６万０００円の減収となっております。

支出におきましては、当期定休日導入で響の湯ボイラー燃料費の節約で前年比８５万

０００円、その他経費節減で販売費及び一般管理費を８３万０００円削減できまし

たが、売上高のマイナスを吸収し切れず、営業収益はマイナス１０４万０００円とな

りました。

今後も、昨年２月に作成しました中期事業戦略案に基づいて、当施設の特徴や改善点

を再認識した上で、お客様本意の魅力的な施設として再生すべく、グラウンドゴルフ場

の新設を初め、さまざまな取り組みを行ってまいります。

詳しい内容につきましては、地域振興課特命参事から御説明申し上げます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。それでは、

株式会社グリーンエコーの第１９期経営状況につきまして、株式会社グリーンエコーか

ら提出された事業報告に基づきまして御報告申し上げます。
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事業報告の１ページをごらんください。政府主導の経済政策により景気は穏やかに回

復し、利用者の増を見込んでおりましたが、一番の入り込みが期待できる夏場に天候の

不順が原因でグリーンエコー笠形を初め、町内のアウトドア施設は大きく入り込み客の

減少となっております。年間の入り込み客は１７万６００人、対前年０００人余り

の減少となりました。そのような中、記述にあるさまざまな増収策で取り組みました。

特に高校生向けのオリエンテーション誘致活動では、１３校の誘致に成功し、平成２７

年度も営業活動を広げ、高校、大学生向けに野球場、体育館を生かした部活動の誘致に

も広げていきたいと考えています。また、大手宿泊予約サイトに新規加入したことも大

きな成果につながっていくと考えております。

２ページには、部門別の営業収益、３ページには利用人数を記載しています。１９期

のいこいの村の営業収益は１億８７２万、対前年１１６万０００円、 ７％の減と

なっております。内訳としまして、施設利用収入は８５７万０００円、対前年１５

５万０００円、 ９％の減です。飲食業務等収入は５４７万０００円、対前年１

４万０００円の ２％の増、その他収入は４６６万０００円、対前年２４万で ４

％の増となりました。

減少の原因は、ハイシーズンの悪天候が大きな要因となっております。利用者の状況

でも、悪天候による宿泊施設のキャンセルが多く、グリーンドームは約０００人弱ふ

えましたが、全体の増にはなっておりませんでした。全体としては厳しい経営状況であ

りましたが、次年度の増収につながる施設改良はできました。

最近の傾向としては、若い子供連れの家族や若者のグループの利用が多くなったよう

に思われます。その根拠としまして、施設料収入が伸びているのに対し、飲食売り上げ

は伸びずに飲食の持ち込みが多くなっております。損益に関しましては、売上高は１１

６万０００円の減額となり、一般管理費を８３万０００円減額することができまし

たが、営業利益は１４０万０００円の赤字となりました。

４ページには、第１６期から１９期までの収支表を記載しています。また、平成２６

年度の状況を振り返った中での経営課題項目を記載しております。１つ目は、「カーミ

ンのみずべ」の本格オープンに伴う広報活動や安全対策に取り組みます。２つ目は、グ

ラウンドゴルフ場開場に伴う誘致活動や施設利用、飲食とのセットメニューの開発に取

り組みます。３つ目は、老朽化した響の湯のリニューアルに伴い、町内及び近隣市町へ

のＰＲを行い、リピーター確保に取り組みます。４つ目は、食堂の新規メニューの開発

を行い、地域ならではのグルメ開発に取り組みます。５つ目は、昨年度に引き続き高校

生向け団体誘致営業活動に取り組みます。以上のような取り組みで黒字経営を目指して

まいります。

４ページの中段から５ページには会社の概要を記載しております。株主の変更はござ

いません。

続きまして、７ページは貸借対照表、８ページは損益計算書でございます。まず、７
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ページの貸借対照表の説明をさせていただきます。左の資産の部ですが、流動資産が

５５７万４５９円、主なものといたしましては、預金、現金の３９１万６１１円、

次に売掛金の１６５万５０２円でございます。次に、固定資産が１８０万５１４円

で、うち建物等の有形固定資産が１６９万３２４円でございます。次に、電話加入権

の無形固定資産が２万０００円、投資、その他資産で９万１９０円となりまして、

資産合計は７３７万９７３円となっております。

次に、右の欄の負債の部では、流動負債が１６１万０８６円で、主なものといた

しましては、０８５万９９７円の未払い金でございまして、その中でも株式会社ホ

ープへの未払い金が８１５万４８４円となっておりまして、負債の部の合計は１６

１万０８６円でございます。

純資産の部では、資本金が０００万円、剰余金がマイナス４２３万１１３円とな

っておりまして、純資産の部合計は５７６万８８７円で、負債⋞純資産の部の合計

額は７３７万９７３円となっております。

次に、８ページの損益計算書でございます。営業収益の合計額は、税抜きで１億８

７２万３２２円でございました。内訳としては、施設利用収入が８５７万７５７円、

飲食業務等収入が５４７万５７２円、その他収入が４６６万９８５円、公益性確

保委託料（指定管理料）が０００万８円となっております。販売費及び一般管理費の

合計は１億０１２万６９７円となっておりまして、主なものといたしましては、人

件費の５９５万８４２円、水道光熱費の１２３万６６９円と諸手数料の１億６

５９万８４９円となっております。

この結果、差し引き営業利益は１４０万３７５円の赤字となりました。そして、営

業外収益は１２万３８６円となりまして、営業費用は２０８円となっております。

経常利益では１２８万１９７円の赤字となりました。税引き前当期利益が１２８万

１９７円の赤字で、法人税等１８万８２３円を差し引いた当期純利益は１４７万０

２０円となりました。

なお、２７年度の事業計画を別紙資料でつけておりますので、ごらんいただきたいと

思います。

以上、報告第４号、平成２６年度の株式会社グリーンエコーの経営状況について御報

告を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。グリーンエコーにつきましては、報告

書によりますと、いわゆる天候の影響で入り込み客数も減ったということのようでござ

います。２６年度の観光入り込み客数の実績からいきますと、グリーンエコーは全体の

２ ２％ぐらいになるのかな。それから、ヨーデルの森で１ ６％ぐらいになってると
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思います。２つ合わせますと４ ８％ということで、町の観光施策のいわゆる基幹的施

設にもなってるものと思います。ちょっと気になるのが２ページのコテージとホワイト

コテージの利用料の減、天候で宿泊数も減ったということなんですけども、これ開村当

時で恐らく改修されてないままの状態です。最近、ホワイトコテージのほうで何かの委

員会で上がったことがあるんですけども、見るからにちょっと壊れそうなほど、よく傷

んでるんですけど、計画によりますと、ホワイトコテージのＩＨ化とかいうようなこと

も書いてあったかと思うんですけども、こういう基幹的施設につきましてのいわゆる改

修計画の案があるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいのと、２点目なんですけど、８ペ

ージに諸手数料があるんですけど、これ全体の８０％ぐらいを占めてるのかな。かなり

大きな金額になっとるんですけど、以前これの多分内訳がついてたと思うんですけど、

今回ついてないんで、この内訳はどないなってるのか、ちょっと教えていただければな

と思うんですけど、その２点お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。ホワイトコ

テージにつきましては、おっしゃるとおり非常に老朽化が激しくなっております。今、

観光施設等利用促進計画の中でも、その部分については触れておりますので、今後、内

容を詳細に検討しながら、先ほど言われましたように、町内の入り込み客数で非常に大

きなウエートを占めてる施設ですので、その分について詳細な検討を今から進めてまい

りたいと思います。

それから、８ページの諸手数料の内訳についてなんですけども、これにつきましては、

ホープとそれから株式会社グリーンエコーで契約がなされています。その部分の中で定

額部分と、それからインセンティブの部分が ５％あります。今回につきましては、ま

ず毎年４月１日に株式会社グリーンエコーと、それからホープとで契約がなされていま

す。それで、通常の場合は定額で月額基本委託料といたしまして９５２万円となってお

ります。その中で、インセンティブとして売り上げの ５％をすると。ただし、売り上

げの２億円を超えて ５億円までは３％、 ５億円を超える部分については４％とする

という規定になっておりまして、なお、ただし、２６年度につきましては、定額なんで

すけども、例えば１０月、１１月、１２月、１月、２月、３月とそれぞれの定額から、

多分売り上げが少なかったからだと思うんですけども、定額料金を減額しております。

数字を申し上げますと、２６年の１０月につきましては８５２万円、それから２６年の

１１月につきましても８５２万円、それから１２月につきましては５５２万円、それか

ら１月も５５２万円、それから２月につきましては４５２万円、それから３月につきま

しては４５２万円、それ以外につきましては基本金額どおりです。それにプラスそれぞ

れの毎月の部分の売り上げについて ５％ということで、数字については非常に難しい

んですけども、今聞いているレベルの中のお話で言いますと、これらの定額プラス手数

料でもって、先ほど言いました１億０００万のお金が委託料として支払われていると
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いうことでございます。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。先ほども言いましたように、全体の８

割を占めてて、あと２割しか報告ないのもおかしな話だと思います。多分以前もこれ資

料としてついてたと思うんですけど、やっぱりつけるべきじゃなかろうかと思うんです

けど、そうしないと全然わからないんでね。ほとんどのものが隠れてしまってるような

格好になりますので、必要じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） そしたら、計算表をつけまして、

後日提出させていただきます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 廣納です。２ページの部門別概況に話もありましたとお

り、持ち込み料というのがあるんですけれども、これの範囲ですね、何を持ち込んで、

どういうものがどういうお金、要するに何を持ち込んだら幾らとか、１人幾らとか、ち

ょっと単位はわかりませんけども。それと範囲ですね、レストランでもええのか、日本

間でもええのか、宿泊施設でもええのか、ドームですね。そこら辺の範囲があるのかど

うか、これをお願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 基本的に施設内は、旅館内はだ

めだと思うんですけども、それ以外の屋外施設についてはほとんど持ち込みは可という

ふうに聞いておるんですけども、詳細についてはまた後で御報告申し上げます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。１ページの事業報告の中ごろなんで

すが、増収策として高校生向けのということを積極的にという形で、高校が１３校です

か、あったんですけれど、一つ例でいきますと、私、たまたまこの２月の終わりごろに

レストランで広島の高校が泊まりで来ておられました。ちょうど監督とも心安く、いろ

いろお話をする中で、いろいろＰＲをしたんですけれど、残念ながらふと横を見れば、

学生が夕食の終わりというか、御飯が足らんのですわ。それで、聞けば、もうそれで終

わりですということで、レストランへ行って、あれどないなっとるんや、高校生は１杯

なんか足らんのだから、そういう形のおもてなしとか、そういうものをするべきと違う

んかと言うたんやけれど、プラスアルファのお金をもろたらしますという従業員の態度

であって、そして、あと責任者がいないので、どうこうできませんということなんで、

じゃあ明くる日また話をするか、なかったら私、お金を払うから十分食べさせてやって

くれということで、監督さんとも話ししてということで、子供はわんさと飯を２杯も３
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杯もおかわりをしました。

そういう形で、明くる日、私もじきに行って、話をしようと思って行ったんですけど、

監督から支払いをいただきましたという従業員の話で、何や僕が払うって話しておった

んでしょうというて言うたんですけれど、そういう形で監督さんが支払っておられまし

た。非常に残念というか、おもてなし、また高校生、恐らくどんどん食べますから、そ

ういうメニューのものをしっかりとやっぱりつくっておくべきであろうと。となれば、

後々ＰＲなり宣伝なり、どんどん来ていただけると思うんですけれど、朝食ではおかわ

りは十分なんですけど、夕食はありませんということなんですが、そこら辺あたりが改

善されたかされないのかわかりませんけれど、やはりしっかり今からそういう形をすれ

ば、もっとどんどんどんどん高校生が利用してくれるし、それがＰＲになっていくと思

いますので、そういう指導のほうもよろしくお願いをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） ちなみになんですけども、今回、

利用していただいている学校で言いますと、西脇工業、それから八鹿高校、姫路飾西高

校、高砂南、福知山、明石北、姫路西、豊中、大冠、長尾、それから刀根山、千里、明

石と、本当に多くの学校がグリーンエコーを使っていただいてます。その中で、今言わ

れましたように、一番食べどきなのに御飯が足りないというのは本当にちょっとつらい

部分なんで、それについては十分な改善を図っていきたいというふうに思います。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。よろしくお願いします。市川高校と

練習試合されて泊まるということで、広島の広高です、１泊やったと思いますけれど、

来ておられました。そのときのお話でございますので、またそういう形のメニューとい

うものをつくっておけば、そういうこともないし、またＰＲになると思います。よろし

くお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。１点だけ教えてもらいたいと思います。

５ページで従業員の状況ということで、合計で３２名上がってますが、これは株式会社

グリーンエコーと株式会社ホープの従業員さんの合計だと思うんですが、その中で、純

粋にグリーンエコーの従業員さんですね、その人数だけを教えてもらいたいと思います。

その方がこの区分の中のどこにおられるのかを教えてもらいたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 先ほど言いました諸手数料の中

で見ている部分について、人件費を２人分見ている。それはホープの会社の人間だとい

うふうに聞いてるんですけど、それ以外は全員グリーンエコーの職員だというふうに聞

いています。
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○議長（安部 重助君） よろしいですか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。ちょっと私がこのような質問をさせて

もらったのは、８ページの損益計算書の中で人件費として上がってるのが５９５万８

４２円ということですので、これは多分１人分か２人分の人件費かなと思いましたので、

じゃあグリーンエコーの従業員さんは何人おられるかということで、この表で説明を求

めたところです。以上です。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 済みません、山下です。再度調

べまして御報告します。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。藤原資広議員から申し出があったんで

すけども、この８ページの諸手数料ですね、これはホープのほうに委託金みたいな形で

支払われるんだと思うんですが、ここの収支が見えないんで、余分なことを聞かんとあ

かんのんですが、もともとグリーンエコー笠形ですね、第三セクターは、そんな説明を

受けたんじゃないんですけど、私の思い込みかもわかりませんが、赤字は出さないと。

これ税金のけて１２８万０００円の赤字ですわね。原因はようわかっとるんですけど

も、それはそれとして。やはりここは収支を限りなくゼロに近づけて、諸手数料で調整

するというのが本来の考えやないかと思うんですが、そのために指定管理料として０

００万円出しとるわけですからね。いわゆるここの第三セクターは収支をゼロにすると

いうことを見込んで、０００万円の指定管理料を出しとるわけですからね。その辺は

どういう見解なんでしょうかね。基本的なところを教えていただきたいんですが。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） その０００万については、公

益性確保の部分でありまして、環境改善センター部分と、それからもう一つは社会体育

施設というふうになって、それについては収益を生まないということを前提にされてい

ると思います。なので、その指定管理料については、例えば直接教育委員会等が管理す

る場合も含めまして、それよりも株式会社グリーンエコーに預けたほうがより効率的な

運営ができるという判断のもとに、そういうシステムができ上がったなのかというふう

に考えています。

それとあわせて、株式会社グリーンエコーと、それからホープとのこういう取り決め

については、もう少し過去にさかのぼらないとちょっと私、十分なそこまでの理解はで

きていません。ただ、運営ノウハウとして、やっぱり第三セクターにはそういう十分な

人材がいないということで、その分野に熟知されたホープさんが入られて運営をやられ

てきたのかなというふうに思っております。
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○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） 山下です。後でよろしいんですけども、私は単純な疑問

なんですね。やはりホープさんのほうも経営努力されているという前提で、この１億

６００万円余りもらっても、支払いしても、その会社も今収支がわかりませんので、ひ

ょっとしたら赤字かもわかりません。それから、多分間違いないと思うんですけども、

上のいわゆるグラウンドゴルフ場を整備されましたね。そういったお金も要っておりま

すので、これ１億６００万円たくさん払うとるがえと言うたとしても、ホープさんも

収支が赤字かもわかりませんけどね。しかし、私は、やっぱり第三セクターのほうは収

支をゼロにして、そしてあとホープさんに経営してもらうんだというように思い込んど

るんですけど、それは違うとったら、次の機会でよろしいですから、しっかりと教えて

いただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。その点につ

きましては、以前から監査委員のほうからも何回か指摘がございました。非常に株式会

社グリーンエコーという第三セクターがありながら、ホープという会社が実質全部やっ

てるじゃないかという部分があるんです。その部分については、非常にわかりにくいね

という話があって、通常一般的に考えますと、ホープさんが指定管理を全部受けられた

ほうが自然ではないかなという思いがあります。ただ、そこら辺については過去の経緯

等をもう少し十分調べさせていただきまして、また今後、御回答させていただきたいな

というふうに思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

報告第４号については、以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いい

たします。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第５号

○議長（安部 重助君） 日程第６、報告第５号、健全化判断比率及び資金不足比率の報

告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第５号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告の件につ

いて、報告理由及び内容を御説明申し上げます。

本報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条

第１項の規定により、平成２６年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率

を報告するものでございます。
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まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率でございます。普通会計及び特別会計と公

営企業会計それぞれに赤字はなく、これら会計を連結しての赤字もないので、該当ござ

いません。実質公債費比率は１ １％、将来負担比率は４ ７％で、いずれも早期健全

化基準未満の比率であります。また、公営企業会計に係る資金不足比率は、資金不足が

生じていないので、該当はありません。

以上、監査委員の審査意見書を付して報告いたします。

詳しい内容につきましては、総務課財政特命参事から説明いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課の児島でございます。それでは、

報告第５号、健全化判断比率及び資金不足比率について詳細説明をいたします。

表紙をめくっていただきまして、健全化判断比率及び資金不足比率の報告書をお願い

いたします。実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、それぞれ町長から先

ほど説明がありましたように、赤字はございませんので、ハイフンで表示をいたしてお

ります。続きまして、実質公債費比率でございます。１ １％でございまして、２５年

度決算を受けての比率が１ ９％でございましたので、比率は ８％改善をいたしてお

ります。それから、将来負担比率につきましては４ ７％で、２５年度決算を受けての

比率が４ １％でございましたので、 ４％の改善となっております。これらは右側の

欄にございます早期健全化基準でございます実質公債費比率２ ０％及び将来負担比率

３５ ０％の基準未満といずれもなっております。

この実質公債費比率につきましては、平成１８年度に公債費負担適正化計画を策定し、

投資的事業を抑制しながら合併特例債を中心に辺地債など有利な交付税算入のある起債

を充当してきたことに加え、繰り上げ償還を実施してきたことを踏まえまして、確実に

元利償還金が減少した結果、着実に計画のとおり改善をしてきました。今後も、引き続

き公債費の適正な管理に努め、比率の改善を図りたいと考えております。

また、将来負担比率につきましては、普通会計等の地方債の現在高を含めた将来負担

額の増加よりも財政調整基金を含めた充当可能基金等の充当可能財源が増加のほうが上

回っておるために、結果として比率は改善をいたしております。今後も、引き続き町全

体の地方債残高を含めた将来負担の縮小を図ってまいりたいと、このように考えており

ます。

続きまして、資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業会計、公立神

崎総合病院事業会計、土地開発事業特別会計それぞれに資金不足をいたしておりません

ので、ハイフンで表示をいたしております。

３枚めくっていただきますと、資料として１ページから５ページまでをつけておりま

す。

それでは、５ページに算出の方法を記載をいたしておりますので、５ページをお開き
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ください。まず、実質赤字比率でございます。これにつきましては、普通会計の赤字比

率ということでございまして、算出方法につきましては、標準財政規模分の一般会計等

の実質赤字額ということで算出をされます。まず、標準財政規模につきましては５３億

４２４万円でございます。これにつきましては、少し戻っていただいて３ページをお

開きください。３ページの中段の⑮標準税収入等２２億５７１万０００円と⑯普通

交付税額２７億８７４万０００円、それと⑰臨時財政対策債発行可能額３億９７

８万０００円、この３つを足した合計が標準財政規模となっております。

続いて、５ページに戻っていただいて、分子に当たります一般会計等の実質赤字額マ

イナス１億１０６万０００円でございます。これにつきましては、２ページをお開

きください。２ページの左上段の一般会計等という欄がございます。一般会計から長谷

地区振興基金特別会計までの実質収支の合計額でございまして、１億１０６万００

０円という数字がここに上がってきまして、いずれも黒字というところで、算出につい

てはマイナス表示をいたしておりまして、黒字でございますので、赤字比率は出てこな

いということで、結果的にハイフン表示となるものでございます。

続きまして、連結実質赤字比率でございます。分母が標準財政規模で、分子につきま

しては連結実質赤字額となってございます。標準財政規模は、先ほど申しました５３億

４２４万円でございます。分子につきましては１０億８５４万０００円でござい

まして、２ページの先ほど申しました一般会計等の合計に、その下、国民健康保険事業

特別会計の実質収支額から右下の土地開発事業特別会計の数字全てを足した合計が１０

億８５４万０００円ということで分子に上がってきます。その部分につきましては

赤字はございませんので、マイナス表示で実質赤字の比率は出てこないということで、

最終的にハイフン表示で表示をしているというところでございます。

続きまして、５ページに戻っていただいて、実質公債費比率の算出方法でございます。

まず、標準財政規模から元利償還金及び純元利金に係る基準財政需要額の算入額を差し

引いたものを分母といたしまして、分子につきましては、地方債の元利償還金と純元利

償還金、これにつきましては、普通会計の元利償還金と企業会計等の償還金を合わせた

合計から特定財源を引きまして、なおかつ元利償還金、純元利償還金に係る基準財政需

要額に算入された部分を差し引いて計算することとなっております。

まず、分母でございます。標準財政規模５３億２４０万円から基準財政需要額の算

入額１１億６８９万円を差し引きます。この１１億６８９万０００円につきまし

ては、３ページをお開きください。３ページの上段、⑨から中段の左から２番目、⑭ま

での平成２６年度の数字の合計額となっておりまして、この数字が交付税の基準財政需

要額に算入された公債費の元利償還金となっております。それを差し引いて分母として

おります。

続いて、５ページの部分で、分子の部分でございます。地方債の元利償還金と純元利

償還金の１８億５００万０００円でございます。それと差し引き特定財源と元利償
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還金、純元利償還金の部分でございまして、１２億０７２万円ということで、これに

つきましても、３ページをお開きください。３ページで、①から⑦、これを足したもの

が地方債の純元利金の合計となります。続いて、差し引く⑧が特定財源の額、それと⑨

から⑭が交付税算入の額、それぞれその数字を当てはめて分子を出してきます。それに

よって出てきた平成２６年度の単年度の実質公債費比率は１ ７８８６４％という数字

が出てきます。これを３カ年平均するということで、平成２４年度、２５年度、２６年

度のそれぞれの単年度の数字を足して３で割った数字が２６年度の決算における実質公

債費比率１ １％ということで出てくるということでございます。

続いて、将来負担比率でございます。分母につきましては、先ほど説明しました実質

公債費比率の分母と同じでございます。分子につきましては、将来負担額から、それぞ

れ充当可能基金の額、それと特定財源見込み額、それと地方債現在高に係る基準財政需

要額の算入見込み額をそれぞれ引いたものが分子になってございます。将来負担額につ

きましては１７５億４６７万０００円、それと差し引く充当可能財源につきまして

は１５６億２８１万０００円ということで計算をしていきます。

それにつきましては、１ページ戻っていただいて、４ページをお開きください。将来

負担額につきましては上段、地方債の現在高から退職手当負担見込み額の合計がその下

段の将来負担額Ａという欄に入ってきます。続いて、充当可能財源等ということで、中

段にあります３つの歳入を合計したものが充当可能財源等ということでＢの欄に入って

きます。これをそれぞれ計算をいたしますと、２６年度の将来負担比率４ ７という数

字が出てくるということでございます。

続きまして、５ページに戻っていただきまして、最後の資金不足比率でございます。

これにつきましては、企業会計における資金不足額が発生しておりますと、資金不足の

比率が出てくるというところでございますが、資金不足はそれぞれございませんので、

ハイフンで表示をしているということでございます。

以上、詳細説明を終わります。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

報告第５号については、以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いい

たします。

⋞ ⋞

日程第７ 報告第６号

○議長（安部 重助君） 日程第７、報告第６号、平成２６年度教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価の結果報告の件を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第６号、平成２６年度教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価の結果報告の件について、報告理由及び内容を御説明申し上げます。

本報告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に規定する教育に関す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施いたしましたので、別紙のとおり報

告書を提出し、公表するものでございます。

詳しい内容につきましては、教育長と教育課長から御説明いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。平成２６年度の神河町の教育ですが、町では、教

育基本法や学習指導要領、ひょうご教育創造プランなどを踏まえ、平成２３年４月に生

きる力を育むための神河町教育基本１０カ年計画、「かみかわ教育創造プラン」を策定

しています。そして、これらをもとに毎年、「神河町の教育」という指導書をつくり、

学校教育、社会教育の推進に努めています。

学校教育では、「学びあい 支えあい 育みあい」をスローガンに、子供たちが夢を

持ち、その可能性に挑戦できるよう、社会を主体的に生きる力と創造性豊かな人間性を

培う教育の実現に努めました。基本的には、学校が楽しい、友達と一緒にいるのが楽し

いという学校⋞園づくりと、安全⋞安心な教育環境の中で確かな学力、豊かな心、健や

かな体を持った子供たちの育成を進めてきました。平成２６年度は、特に１つ、笑顔、

挨拶から始めよう、２つ、やる気、テレビ、ゲームの時間を短くから始めよう、３、確

かな学力、学習の跡が残るノートづくりから始めようという３つの具体的な行動目標を

示し、地域、家庭、学校が連携した取り組みを進めたところです。

また、社会教育、社会体育では、「触れあい 認めあい 高めあい」をスローガンに、

家庭、地域を支える教育として、子供を持つ親の就労支援や親と子の交流事業を行った

り、誰もが生き生きと暮らせる町を目指すため、人権啓発活動やスポーツ⋞文化を中心

とする多くのイベントや体験活動を実施してきました。これら１年間の教育活動につい

て外部評価を受けましたので、その実施方法や点検及び評価結果について課長から報告

いたします。

○議長（安部 重助君） ここで、昼食のために暫時休憩いたします。

なお、課長の説明を午後からさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

再開を１３時ちょうどといたします。

午後０時００分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、午前中に引き続きまして、報告第６号についての報告をお聞きいたします。
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次に、教育課長、説明してください。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。それでは、私のほうから報告

第６号の内容について御説明をいたします。

報告６の２枚目の資料、表紙が教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定

に基づく教育委員会の点検⋞評価（平成２６年度対象）となっているページの裏側のペ

ージをごらんいただきたいと思います。

これは今回の報告につきまして教育委員会が規定しております点検及び評価の実施方

針でございます。これにつきましては、昨年度と同様でございますので、詳細の内容は

説明は省略させていただきますが、概要としましては、毎年１回点検、評価を行い、そ

の結果に関する報告書を作成し、議会に報告するとともに、公表することにより町民へ

の説明責任を果たし、町民に信頼される教育行政を推進することを狙いとしております。

今年度の評価につきましては、例年と同じく外部評価委員として５名の方を委嘱し、

７月６日と７月２７日に委員会を開きました。１回目の委員会では、神河町の教育の取

り組み状況や事業の概要を説明し、２回目の委員会では、教育事務局職員による自己評

価及び学校教職員や児童⋞生徒、ＰＴＡ役員へのアンケート等をもとにした内部評価の

観点等の説明を行い、質疑を受けたところでございます。

その後、評価委員としての点検、評価を文書で御提出いただき、事務局でまとめたも

のを８月２０日に開催いたしました教育委員会において報告し、点検、確認いただいた

上、本日の報告書として取りまとめたものでございます。その報告書が次ページの資料、

神河町教育委員会、平成２６年度神河町の教育施策評価シートで、本日、議会への報告

をさせていただき、これを受け、簡潔にまとめたものを１０月上旬にホームページで公

表する予定にしております。

それでは、評価シートの説明に移ります。おあけいただいて、１ページをごらんいた

だきたいと思います。まず、表の一番左側、評価の分野でございますが、これにつきま

しては４分野で、１ページ目に教育委員会の活動、同じく１ページから３ページに学校

教育の分野、３ページから５ページに社会教育の分野、５ページと６ページが事務及び

施設設備の分野となっております。

１ページごらんいただきまして、次の列でございますが、評価項目につきましては、

教育委員会の運営や の神河町の教育重点７項目など９つの項目に分け、さらにそれを

２５の評価内容に分け、それぞれの内部評価と外部評価をＡからＥまでの５段階で評価

いただいているところでございます。

また、教育委員会事務局の内部評価と外部評価委員さんの皆様からの主な意見と改善

点につきましては、７ページから９ページに総合所見として掲載をしております。

１ページにお戻りいただきたいと思います。まず、一番上に書いておりますが、評価

の基準につきましては、Ａの評価、十分に達成されているからＥの評価、達成が困難で

あるの５段階で評価いただいております。外部評価の委員の５段階評価につきましては、

－４６－



評価委員さん５名それぞれの評価を点数化し、トータルの評価としております。５名の

委員のうち３名以上がＡ評価をいただいた場合にはＡ、またＡからＥの評価を５点から

１点と点数化して、その平均点が４点以上であればＢ評価、 ９点以下でＣ評価として

おります。

次に、一番右側の外部評価委員の評価の結果ですが、一番右側の列をごらんいただい

たら、外部評価につきましては、２５項目の評価のうちＡの十分に達成されているの評

価が６項目ございます。Ｂのほぼ達成しているが１９項目となっております。今年度は

Ｃ以下の評価項目はございません。

次に、表中央右側の教育委員会教育課の内部評価と比べますと、外部評価につきまし

ても同じ評価となっているところですが、評価委員の皆様により、それぞれ違った評価

をいただいております。ただ、平均しますと同じような評価になったということでござ

います。

次に、主な評価の内容でございますが、まず１ページ目の学校教育分野の評価項目の

①基礎基本の教育の徹底と学習の充実の部分では、その右の評価内容に記載しておりま

すように、各学校において家庭学習の手引を作成し、児童⋞生徒や保護者への啓発、指

導を行い、予習、復習を中心とした家庭学習に力を入れたことや、教室においては複数

教員による指導や子供の取り出し等による少人数指導等を取り入れ、小規模校において

も国語、算数等はできるだけ複式の授業を解消するなど、個々に応じたきめ細やかな指

導を行ったこと。また、これらの効果の一つとして、町内小⋞中学校の全国学力状況調

査結果として国語、算数、数学のＡ⋞Ｂ問題とも全国平均を全体に上回ったことなどに

ついて、外部委員さんに報告をいたしました。

７ページの総合所見の欄の中段をごらんいただきたいと思います。外部評価委員さん

からは、ここにも記載しておりますように、全国学力⋞学習状況調査の結果はすばらし

い。また、家庭学習の手引が作成され、学校、家庭が一体となって取り組んでいること

がよくわかるなどの意見をいただき、評価としてＡの評価を受けたところでございます。

１ページにお戻りいただきたいと思います。次の欄の学校教育の②命と人権を大切に

した心の教育の推進の評価項目では、各校とも人権教育指導計画を立て、全領域で自他

を大切にした人権意識や人権感覚の高揚に努めたことや、報告として、いじめ、問題行

動等の意識調査では、多くの子供がいじめはいけないことだとしっかりと捉えているこ

と。また、平成２６年度いじめ⋞暴力行為等については、ささいなけんかやトラブル等

はあったものの、新聞報道に出ておるような大きな問題はなかったという報告をいたし

ました。それによりまして評価をいただいておるところでございます。

少し端折りますが、３ページからの社会教育、生涯学習分野では、一番上の段の子育

て支援として子育て学習センターや学童保育クラブについて、保護者ニーズに応える運

営に努めたこと。また、次の下段の人権啓発事業では、毎月１１日の人権を確かめる日

のチラシやのぼり旗の掲揚など地道な活動が定着し、地域の力を感じること。
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次、４ページ目の２段目でございますが、スポーツ活動では、７年間継続して取り組

んできたチャレンジデーの充実に努め、参加率もアップし、その後の告知放送によるラ

ジオ体操も定着するなど住民の健康意識の向上が図れたこと。また、下段の学校給食に

おいても、安心⋞安全な給食の提供ができ、アレルギー対応や食育の推進も学校と連携

して取り組めたことを報告し、今申し上げました子育て支援事業、人権啓発事業、スポ

ーツ活動、学校給食、それぞれの項目でＡの評価を受けました。

７ページをごらんいただきたいと思います。しかし、総合所見の下段、外部評価委員

の欄の中ほどをごらんいただいたらと思います。ここに記載がありますように、適応教

室の成果が出ているが、不登校の生徒を減らすという目先のことではなく、それぞれの

個性を伸ばし、社会に出たときに対応できる子供を育てる取り組みや、その下でござい

ますが、情報社会において情報モラルについて継続的な研修等の取り組みが必要である

等の御意見もいただいております。

また、このページの一番下には、バス通学児童の体力面の検証、また８ページ、９ペ

ージには、通学路の危険箇所の早急な整備、安心⋞安全な給食提供のための地産地消の

推進、少子化が進む中で、今後の学童保育や山村留学の取り組みの課題等々貴重な提案、

提言をたくさんいただいたところでございます。

今後、評価と所見を十分に理解、尊重しながら、神河町の教育をより充実したものと

して推進していきたいと考えております。

以上、端折った説明ではありますが、詳細内容につきましては、シートをそれぞれ御

確認いただくこととさせていただきまして、平成２６年度の神河町の教育施策評価シー

トの説明を終わらせていただきます。以上です。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございますので、質疑を終結します。

報告第６号については、以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いい

たします。

ここで、私のほうから発言をさせていただきます。

諸報告の常任委員長報告の中で、産業建設常任委員長から浄化槽の件につきまして、

「未処理水を追上川に放流し続けられた事案」との発言がございました。この間、バキ

ュームカーとかくみ出しや設備の点検、調整や修繕等について、町担当課、指定管理者、

浄化槽管理委託会社が対応を検討し、対処していたことについて報告がありませんでし

たので、ここで補足させていただきます。

また、総務文教常任委員長の報告の中で、総務課所管におきまして「ここで報告する

とぐあいが悪いので」との発言がございました。今後、このような発言がないように注

意をしておきました。以上でございます。
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⋞ ⋞

日程第８ 第８２号議案

○議長（安部 重助君） 次に、日程第８、第８２号議案、神河町個人情報保護条例の一

部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案の提案理由及び内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定の件でございます。行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号利

用法といいます。が制定され、全ての国民に個人番号が付番されることとなりました。

個人番号は、個人情報に該当し、神河町個人情報保護条例の規定が適用されますが、番

号利用法では、個人番号をその内容に含む個人情報である固定個人情報及び固定個人情

報の情報連携を行った際の情報照会者及び提供者の名称並びに照会及び提供された特定

個人情報の項目等の記録である情報提供等記録について、より厳格な保護措置を講じる

こととしており、全ての地方公共団体に対し、番号利用法の規定の趣旨を踏まえた必要

な措置を講ずることを求めています。これを受け、特定個人情報の取り扱いについて、

番号利用法が求める必要な措置を定めるため、神河町個人情報保護条例を改正するもの

でございます。

なお、本議案の条例改正に伴い、神河町個人情報保護条例施行規則につきましても、

改めるものでございます。

以上が提案の理由及び内容でございます。

詳細につきましては総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。第８２号議案の詳細について御説明を

申し上げます。

本条例の一部改正は、上位法であります番号利用法第３１条に規定されている特定個

人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を実施するため必要な改正を行

おうとするもので、本改正により住民の皆様に不利益になったり負担増を求めるという

ものではありません。

まず、本改正条例は、施行日にあわせ３条に分けて改正をしております。本文４ペー

ジの附則をごらんください。附則第１項で、次の各号に規定するもの以外は、番号利用

法の施行日、平成２７年１０月５日ですが、第１号で、改正条例第１条中、神河町個人

情報保護条例第２条、定義及び第３２条第１項、審査会の設置の改正規定は、公布の日、

本年９月中を予定しております。
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第２号で、第２条の規定は、番号利用法附則第１条第４号に規定する規定の施行日、

これは平成２８年１月１日を指しております。

第３号で、第３条の規定は、番号利用法附則第１条第５号に規定する規定の日、これ

は平成２９年１月予定という状況であります。

それでは、新旧対照表をごらんください。まず、第１条による改正として、第１条、

目的に「利用停止」を追加し、個人情報並びに特定個人情報の利用停止、削除及び提供

の停止請求を可能とする改正をしようとするものであります。

次に、第２条第１項第２号に「特定個人情報以外の個人に関する情報にあっては、」

を追加し、個人番号を含む個人事業者情報等を個人情報に加えるためで定義をいたしま

す。

次に、第２条第１項第３号を新設し、特定個人情報について新たに定義するものです。

次に、第２条第１項第４号は、第３号を新設したために１号繰り下げるものでありま

す。

次に、第６条第２項において、個人情報の後に「（特定個人情報を除く。以下この項、

次項、次条及び第８条において同じ。）」を追加し、特定個人情報に関する情報収集の

制限を別のものとするものです。

次に、同じく第６条に第４項を新設し、特定個人情報に関する情報収集を番号法第２

０条に該当する場合にのみ限定するものです。

次に、第１４条第２項において、法定代理人の後に「（特定個人情報にあっては、未

成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）」を追加し、

その他の個人情報とは別に、特定個人情報を開示請求等できる代理人に任意代理人を追

加する規定をするものです。

次に、第２３条第１項において、「（追加及び削除を含む。）」を削り、別途御説明

いたします利用停止請求の規定を追加することで、開示、訂正、利用停止の請求につい

て個人情報保護法及び番号利用法が求める規定に整理をいたしました。

次に、２６条の２では、利用停止請求について、第２６条の３では、その手続につい

て、２６条の４では、利用停止請求に対する決定等について、２６条の５では、利用停

止の実施について、いずれも新設するものです。

次に、２７条、不服申し立てがあった場合の手続に「利用停止請求決定」を加えるも

のです。

次に、２８条、諮問をした旨の通知に「利用停止請求者」を加えるものです。

次に、第３１条、費用の負担、第１項に「利用停止請求」を加え、第２項は、番号利

用法の求めにより特定個人情報の写しの交付及び送付に要する費用について減免または

免除できることを規定するものです。

次に、３２条、審査会の設置に関して「番号利用法第２７条第１項に規定する評価書

に記載されている特定個人情報ファイルの取り扱いに関する事項」を加えるものです。
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次に、３４条、他制度との調整に関して、第３項に「利用停止」を加え、第４項に特

定個人情報の開示については、他の法令等と重複して開示しないこととする個人情報か

ら特定個人情報を除外する規定を設けるものです。

次に、第２条による改正として、第７条、利用及び提供の制限、第２項以降に個人情

報保護とは別に特定個人情報に関する利用及び提供の制限を規定するものです。

次に、第１２条の２では、業務委託の場合の措置について、個人番号利用事務等を委

託する場合は、番号利用法による措置を行うこととなるため、適用除外の規定を設ける

ものです。

次に、第３条による改正として、第２条第１項第４号を新設し、情報提供等記録につ

いて新たに定義するものです。

次に、第２条第１項第５号は、第４号を新設したために１号繰り下げるものでありま

す。

次に、第７条第３項に「情報提供等記録を除く。以下、この項及び次項において同

じ。」を追加し、情報提供等記録の目的外利用の禁止を規定するものです。

次に、２５条第１項に「情報提供等記録を除く。」を追加し、情報提供等記録の訂正

請求者については、決定等の通知方法を別途規定を設けるため、適用除外の規定をする

ものです。

次に、第２５条第３項を新設し、情報提供等記録の訂正請求者に対する決定等通知方

法を提供するものです。

次に、第２６条の６については、情報提供等記録については、その他個人情報と違い、

利用停止請求を禁止しているため、適用除外の規定をするものであります。

なお、規則につきましては、これに関して必要なところの改正を行ったという状況で

あります。以上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。条例は、上位法の改正によっ

てされてるもので、何もないんですけど、例えば新旧対照表の６ページ、７条と２５条

で新旧対照表でしてあるんですけど、例えば７条の第３項で、新旧で書いてあるこのや

り方と、２５条のところ、個人情報で括弧書きがふえたところ、意味わかるかな。６ペ

ージ、新旧対照表、第７条、見てもらいますと、「困難であるときは、特定個人情報」

で、要は括弧書きだけふえてるんですよ、多分。２５条にしてみますと、個人情報のこ

の括弧書きがふえたという格好になっとるんですけど、新旧対照表のつくり方が各条項

によってばらばらなんですよ。多分これ「じょうれいくん」でつくられてると思うんで

すけど、それを統一してほしいんですよ、ちょっとばらばらなんで。全体的に見ますと、

やっぱりそれを統一した同じやり方をしてもらわんと、例えば７条でしたら、括弧書き
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のところだけがふえることでいいと思うんですけど、ちょっとわかってもらえましたか

ね。そういう意味で、ちょっと注意してしてもらいたいと思います。以上だけです。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。御存じのとおり、今、御質問のとおり

です。「じょうれいくん」という改正システムを使いましてこの新旧対照表もつくられ

ます。そのときにアンダーラインが引かれる場所のところを今御指摘いただいたのかな

と思います。そういうふうに一見見えるというふうに思いますが、機械的に例えば括弧

だけを指定しますと、括弧の位置がどこに行くかということがわかりづらい。何の言葉

の後についているのかということもわかるようにという意味合いで、その前の文章から、

わかるところから引っ張ってくると。例えば句読点から引っ張ってくる場合もあります

し、前の単語から引っ張ってくる場合もあります。個々に状況が、それぞれその条文の

内容によってアンダーラインが引かれる長さが違うということだというふうに理解をし

ております。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。これ全体的にそういうところが見受け

られるので、ちょっとそこら辺だけ確認してもらえたらなと思うんです。以上だけなん

です。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。全国的に使われてるシステムですが、

今お話しのとおり、見た目でそういうふうに見えますので、どういう基本的な設計にな

ってるかということについてはきちんと把握をさせていただきます。ありがとうござい

ます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。３ページのこの第３４条に新たに４項

をつけ加える部分の件なんですが、これは新たな４項につきましては、特定個人情報に

ついては法令等に個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例に

よる開示を行うものとするということがあるんですが、通常法律については上位法が優

先されるという考え方があるんですが、この条文を見ますと、この条例のほうを優先し

ますよというふうな解釈にとれるんですが、この第４項がどういう事象を想定してこの

条文がつくられたのか、ちょっと私自身把握が、理解ができない部分ですが、そのよう

な考え方でいいのかどうか、その点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。改正の第３条のところという御質問か

なと思います。情報提供等記録に記載された特定情報ということでありますが、御指摘

のとおりです。ちょっと具体的な事象というところまでの御説明ができませんけれども、
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上位法の中でこの特定個人情報、情報提供等記録に関する取り扱いというものが番号法

のほうにも規定がありますが、当町の個人情報のほうでそれを縛らないようにといいま

すか、逆にそっちのほうの意味合いを生かすというふうな捉え方で書かれているのかな

というふうに見ております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 松山です。６ページの比較のところの第７条の３項なん

ですけれども、ここでは、それの２行目から３行目にかけてですが、「本人の同意があ

り、または本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報の利用をすること

ができる」というふうに書いてあるんですが、この「本人の同意があり」と「同意を得

ることが困難である」というところのとり方というか、表現の仕方がこれでいいのか。

もしくはその困難という意味が本人の判断能力がある中で否定されている場合であって

も、人命にかかわるとか、そういったときは、そういった個人情報を利用することがで

きるというのか、もしくは心身的に事情があって同意を得られないというところに特定

するものなのかどうなのかによったら、そこの表現がこれでいいのかどうなのか、ちょ

っとそこらのところの判断を教えていただきたいなというふうに思うんですけれども。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。この中で、今御質問のところというの

は２種類確かにあろうかと思います。例えば災害等が発生し、本人の災害給付金の支給

であるとか、いろいろなところで届け出ができるできないという困難な状況、本人の同

意をとることができないという状況もありますし、もう一つは、後半おっしゃってた判

断能力といったところもあろうかと思います。いずれの場合も同意を得ることが困難な

ケースというところの規定というのが別途、うろ覚えで申しわけありません、規定があ

りまして、同意がとれなくても何でもやるということではなくて、こういうケースには

構わないというふうな規定があったと思います。特に本人の判断ができない場合、後見

人制度に基づいた形での手続といったところの規定もあったように思います。ちょっと

うろ覚えで申しわけありませんが、両方あるのかなというふうに思っております。以上

です。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８２号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛成
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の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８２号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第９ 第８３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第８３号議案、神河町ケーブルテレビネットワーク

設置条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、地域創生総合戦略事業の一環として神河町ケーブルテレビネットワーク設

置条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。

神河町では、現在、人口減少対策を行い、持続可能で快適な地域づくりを目指すため、

短期⋞中期⋞長期的展望に立ちながら、神河町地域創生総合戦略づくりを進めておりま

す。総合戦略では、地方人口ビジョンを踏まえた、まち⋞ひと⋞しごと総合戦略、とり

わけ定住促進と仕事づくりを最大のテーマとして取り組みを進めております。

本年度は、上乗せ交付金事業を活用し、空き家バンクへの登録を促進するために、家

財の整理に助成を行う空き家おかたづけ支援事業、移住にかかる引っ越し費用に対する

助成を行うＵ⋞Ｊ⋞Ｉターン促進支援事業、さらには町内における仕事づくりを目指す

起業家への創業支援事業にも取り組むことに加え、さらにこれらの事業をより効果的に

進めるため、後に提案させていただきますが、本ケーブルテレビとあわせて水道及び下

水道の加入負担金の減額または免除適用のための一部条例改正を提案させていただくも

のです。

なお、議案については、ケーブルテレビの新規加入時の加入負担金を免除することに

より、移住、定住がしやすい環境の整備と転入者が増加することによる人口増を図るた

めに、総合戦略期間中について加入負担金の免除を実施することとあわせ、端末機器に

ついて町が貸し出しをしなくなったホームターミナル、ＣＡＴＶ電話機、ファクス及び

パソコンに係る文言削除と、それに伴う条文の整備をあわせて行うものでございます。

なお、既存加入者との公正性と町民への十分な周知期間を置く必要性を勘案し、本条

例は議決をいただいた後、公布を行った日から施行することしておりますが、附則にて

加入負担金の免除に係る部分の施行期間等を定めております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては情報センター所長から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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情報センター所長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） 情報センター、藤原でございます。それでは、８

３号議案の提案について詳細説明を申し上げます。

本議案は、町長が申しましたように、人口増対策の一環として行うものでございまし

て、ケーブルテレビ新規加入時の負担金１０万円を総合戦略期間中において免除をする

という部分と、あわせて本来であれば期間が終わっております部分を字句の訂正といい

ますか、改正をしておくべきものがちょっと抜けておりましたので、その訂正をあわせ

て行うものでございます。

新旧対照表をごらんください。まず、本則の改正なんですが、端末機器につきまして

は、地上デジタルの本格実施等にあわせまして、町のほうからホームターミナル、ＣＡ

ＴＶ電話機、ファクス及びパソコン等を旧神崎のときは配備をしておったんですが、そ

れを全て配備をしておりませんので、その部分の文言の削除と、旧大河内地域の光敷設

の際に設けておりました工事期間中における特例の期間等の文言の削除を行ってるもの

でございます。附則において、その部分の別表の改正と、あと町長が申しましたように、

ケーブルテレビ加入時の加入負担の免除に係る部分の経過措置の条文を設けております。

議案に戻っていただきまして、加入負担金の免除に係る部分の経過措置の具体的な内

容なんですが、平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に自己が居住す

る住宅等を新築、購入し、ケーブルテレビの加入の申し込みをされた方につきましては、

その負担金を免除しようということにいたしております。ただし若干の制限を設けてお

ります。制限といたしましては、新築または購入した住宅のほうに当該住宅が完成した

日から１カ月以内に住民票を移していただくということにしております。これにつきま

しては、転入に限らず町内の移転、新宅をされるとかいう部分についても適用する方向

で検討いたしております。続きまして、加入申込書を提出した日において加入申込者が

６５歳未満であること、これにつきましては、先ほど町長が申しましたＵＩＪターンの

促進支援事業の対象者と年齢を合わせております。あと、法人その他の団体でないこと、

それと税等を世帯員、本人ともに滞納してないこと、それと暴力団等による不当な行為

の防止等に関する法律に該当しない者であることといたしております。

なお、２６年度の状況なんですが、２６年度では２６件の方の加入申し込みがござい

ます。２６０万でございますが、そのうち１８名の方が転入で、あとの８名の方が新築

になっておりますので、この条例が通りますと、２６０万、２６件分については収入が

ないという形になります。本年度では既に８月末で４件の方が申し込みがございます。

そのうち１件が町内移転、あとの３件は事業所等の加入でございます。

そういう形もありますので、本条例の施行日につきましては、公布の日から直ちに施

行いたしますが、今申しました減免、免除に関する部分につきましては来年の４月１日

から施行という形での経過措置を設けておりますので、よろしくお願いいたします。

詳細につきましては以上のとおりでございます。よろしくお願いします。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。一つだけ確認なんですが、先ほどの説

明では端末機の定義の中で、それぞれ貸与するもののみを端末機として定義するという

ことだと思いますんで、今回このケーブルテレビ電話機を、この条文から外れてますん

で、ややもしますと無料電話がなくなるというような理解をされる心配があるんですが、

その分については今回の条例とは一切関係ないという、そのような理解でよろしいでし

ょうか。

○議長（安部 重助君） 情報センター所長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） その考え方で結構でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

藤原日順議員。

○議員（２番 藤原 日順君） ２番、藤原でございます。加入負担金の免除に関する経

過措置の中で、その免除要件として、新築または購入した住宅の所在地番に住宅が完成

した日から一月を経過する日までに住民票を作成するというのが条件になっております

けども、例えば子供さんがおられて、住民票を移すのが、例えば夏休みとか冬休みとか

いう、そういったときまでは以前のとこにおって、休みを利用して引っ越しをして住民

票を移すということも考えられると思うんですけども、その場合はどうなるわけでしょ

うか。それを考えた場合は一月というのはちょっと短いのかなという気がするんですけ

ども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 情報センター所長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） 藤原でございます。今申された部分に関しては十

分考えられることでございまして、若者住宅の取得の部分についても同じような、一月

ということではないんですが、住民票を移さなければならないという部分もございまし

たので、経過措置といいますか、一月という部分での考え方は生かしておりますが、十

分話を聞いて対応ができるようであれば対応する方向で考えていくべきものではないか

なとは思っております。

○議長（安部 重助君） この件について、大変重要なとこなんですけど、総務課長、何

かこういう件についてお考えありましたらどうぞ。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。この１カ月というのは今所長がお話し

したとおりですが、ケースとしては、日順議員さんおっしゃるとおりで、いろんなケー

スがあろうかと思います。こういう規定にしておりまして、表現が悪いですが、不正じ

ゃないですけれども、不正に減免を受けようとする方を幾らか制限かけたいというとこ

ろがありまして、取得から１カ月というふうなことで、住民票を必ず移してくださいよ
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みたいなイメージをつくるためにこうしてるんですが、一方で、今お話しの家庭の事情、

お子さんの事情とか、いろんな事情で住民票を移すタイミングがずれてくるということ

に関しましては、あらかじめケーブルテレビなり町のほうに御相談をいただきまして、

逆にいつの日を取得日というふうにするかとか、そういった御相談で御助言ができれば

いいなというふうに思ってます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。年齢要件なんですけど、去年、２６年

度では２６組の方が加入申し込みあったように聞いたんですけど、新野の若者住宅以外

で、除いた方で、年齢でこれ以内におさまってる方ってあるんですか。

○議長（安部 重助君） 情報センター所長。

○情報センター所長（藤原 秀洋君） ２６件につきましては、若者住宅いいますか、新

野住宅の加入申込者は入っておりません。実際に家を建てられた方ばかりでございまし

て、６５歳以上の方もいらっしゃいません。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いたし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第８３号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１０ 第８４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第８４号議案、神河町手数料条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案の提案理由及び内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番

号利用法といいます、の施行に伴い、住民票を有する全ての個人に１２桁の個人番号が

割り振られますが、平成２７年１０月以降、個人番号をお知らせするための通知カード

及び申請者には住民番号カードが配付されます。配付された通知カード及び住民番号カ

ードを紛失され再発行を希望される場合、再交付がやむを得ないと認められる場合を除

き、その発行手数料は国庫補助の対象とならない予定です。これを受け、通知カード及
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び住民番号カードの再発行手数料について、平成２７年４月１７日付、各都道府県社会

保障⋞税番号制度担当課、市区長村担当課宛て総務省自治行政局住民制度課事務連絡の

示す基準額に準じ、神河町手数料条例の一部を改正するものでございます。

なお、個人番号カードが発行されるに伴い、住民基本台帳カードにつきましては新規

発行及び再発行されることがなくなりますので、その発行手数料及び再発行、再発行手

数料につきましては削除をいたします。

以上が提案の理由及び内容でございます。

詳細につきまして、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。第８４号議案の詳細について御説明を

申し上げます。

本条例の一部改正は、上位法であります番号利用法に関する個人番号通知カードと個

人番号カードの再交付時の手数料を定めるため改正を行おうとするもので、本改正によ

り住民の皆様には適正かつ必要な負担を求めようとするものであります。

まず、本改正条例は、施行日に合わせ２条に分けて改正しております。

本文２ページの附則をごらんください。第１条として規定しようとする個人番号通知

カードの再交付に関する手数料の新設については平成２７年１０月５日から、第２条と

して規定しようとする住民基本台帳カードの交付と住民基本台帳カードの再交付に関す

る手数料の廃止及び個人番号カードの再交付に関する手数料の新設については２８年１

月１日施行とするものであります。

それでは、新旧対照表をごらんください。

まず、第１条による改正として、別表に個人番号通知カードの再交付１枚５００円を

新たに追加するものであります。

次に、第２条による改正として、別表から住民基本台帳カードの交付及び住民基本台

帳カードの再交付１枚５００円を削除し、個人番号カードの再交付１枚８００円を新た

に追加するものです。

以上、詳細説明といたします。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。この個人番号カードが、もしくは通知

カードが配付されることによって、住民基本台帳カード、これはなくなるというか、そ

の必要性がなくなるのでその条文を削るということですね。ですので、今、現に持って

いる住民基本台帳カード、これについては２８年１月１日以降は使えなくなるという解
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釈なのか、それとも従来どおりまだ使えるんですよという、その点についてお尋ねした

いと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。既に発行された住基カードの使用期間、

有効期間は発行から１０年というふうになっておりまして、発行から１０年の間は有効

であると。番号カードを取得されるときに住基カードを返さなければいけないというふ

うになりますので、番号カードを取得するときにその役目を終わるというふうな流れに

なります。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。手数料条例からちょっと外れるかもわ

かりませんが、前のときにお尋ねしとったらよかったんかもわかりませんのですが、こ

の具体的な事務ですね、町民の皆さんに、前の条例については町民の皆さん全然関係な

いんですよというような総務課長のお話だったんですが、関係ないより影響ないという

ようなことだったんですね。しかし、こういう形で具体的に出てきますと、再交付とい

うようなことが出てきますと、当然それまでに何かのアクションいうんか行動があると

思うんですね。この際、その辺をちょっと教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。具体的な状況でいいますと、まず個人

番号通知カードといいまして、紙ベースの案内が各世帯ごとにおうちに届くということ

になります。おうちに届きましたら、やり方が２種類ありまして、申請をする段階で役

場のほうにお見えになって申請しますというふうなやり方ですね。そうしますと、役場

のほうで必要な手続をとって、全国で委託、運営してます機構、実際にカードをつくり

まして、役場からお宅のほうに郵便でお送りするという方法が一つです。もう一つは、

おうちのほうに届きましたはがきを、申請したいということで郵便で申請をされる方法

があります。郵便で申請されますと、必要な手続を踏んで作成されたものを役場までと

りに来ていただくというふうな形になります。いずにしましても一度役場のほうにお見

えになるという形で交付をしていこうという流れになってます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） よくわかりました。そういうことですけれども、いわゆ

る時系列いうたらおかしいけど、例えば１０月５日というようなことが書いてあります

ね。そういうような時点から２８年１月１日までにはその事務いうんかそういう手続が

完了すると、そういう受けとめ方したらよろしいんでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。今聞いてる範囲でいいますと、１０月
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の５日から法が適用になっていくというか施行されるんですが、案内そのものは全国的

に一斉に届くということはないんではないかというふうに言われてます。順次行くので

ずれていくと。１月１日に全ての方が取得ができるというか、その状況に恐らく全国的

にはならないと、当町においても同じであろうというふうに思ってます。以上です。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 少し総務課長の補足をさせていただきます。一つ、窓

口は住民生活課と地域局が窓口になります。その際に、あと一つ忘れてましたけども、

スマホ、パソコンからの個人番号カードの申請もできます。それは国の外郭団体、英語

でいうとＪ－ＬＩＳ、地方公共団体情報サービス管理機構やったと思うんですけど、横

文字でいうとＪ－ＬＩＳいうとこへ個人がパソコンでやりとりをして、画像で自分の写

真も撮って送ると、このやり方がございます。写真の辺が非常に微妙な話でありまして、

例えばお年寄りの二人暮らしのお方ができるかというと非常に厳しいと。写真について

は、窓口へ来られたら地域局、住民生活課職員が写真をお撮りし、特に文書とか書きに

くいお年寄りの方には私どもの職員が指導して申請書に書いて封筒に入れてＪ－ＬＩＳ

に送ってくださいねというふうに段取りをしようと思ってます。以上、補足であります。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。町民の方で要は１回は役場に来てくだ

さいねということなんですけど、当然動けない方もあるんですけど、そういう方はどな

いなるんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。具体的なことは、ちょっと手続のほう

は住民生活課長のほうが詳しいかとは思いますが、任意の代理人といいますか、代理人

が選べたんではないかなと思うんですが、本人確認の厳密さと任意の代理人というとこ

ろの取り扱いについて少し私は不十分なので、よければ住民生活課長のほうから説明が

できたらなと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民課の吉岡です。代理人申請という方法があります

ので、代理の方で受け付けをしてお渡しすると、もうちょっと詳しく言うと、Ｊ－ＬＩ

Ｓからでき上がった個人番号カードが来て、役場から届きましたんでとりに来てくださ

いというふうに通知をします。そのときに、まだちょっと詳細は詰めておりませんが、

委任状を入れるとかして段取りを進めていくのかなというところでございます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。
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これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８４号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８４号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１１ 第８５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第８５号議案、神河町神崎いこいの村条例の一部

を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件についてでござ

います。

昨年度工事実施され、ことし４月に株式会社グリーンエコーから寄附を受けた多目的

ドームについて、インターロッキング舗装を実施した関係で１区画が明確になり、利用

単位も全面、半面から１区画に変更し、利用料金を０６０円、利用時間を３時間に変

更いたします。また、今週オープン予定のグラウンドゴルフ場の利用料金について、利

用料金１日５００円と制定し、あわせてテニスコート、クロッケーゴルフの項目を削除

するものでございます。

なお、コテージ等の定員についても平成８年に神崎町から株式会社グリーンエコーに

管理者変更した時点で旅館業許可申請を再申請しておりますが、その時点の基準に合わ

せるよう中播磨健康福祉事務所から指導があり、今回改正するものでございます。

以上が提案の理由及び内容でございます。

詳細につきましては、観光振興特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課観光振興特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。それでは、

神河町神崎いこいの村条例の一部を改正する条例制定の件の詳細説明をいたします。

このたびの条例改正については、多目的ドームの改良とテニスコートをグラウンドゴ

ルフ場に改良したことによる料金及び利用時間、保健所指導によるコテージの定員数の
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修正を行うものです。

多目的ドームの改良工事としてインターロッキング設置と舞台設置を行い、平成２７

年４月１日に株式会社ホープより寄附を受けています。そして、工事完了後、バーベキ

ューの１区画が明確になり、運用単位を全面、半面から１区画に変更しました。グラウ

ンドゴルフ場については、平成２７年３月末に工事完了し、天然芝の育成状況を見なが

ら使用開始を想定しており、仮オープンし、芝生の育成状況に問題がなければ続けてフ

ルオープンとしたいと考えています。

コテージの定員の修正につきましては、７月に保健所の現地調査があり、平成８年に

管理者が神河町から株式会社グリーンエコーに変更になった時点で旅館業許可申請を再

申請しておりますが、その時点の基準でコテージ（大）定員を９人に、ホワイトコテー

ジ定員８人に変更申請して許可されています。現在の定員はグリーンエコーオープン時

から変更されておらず、再申請の時点では建物の変更があったわけではないので、運用

定員変更なしでも保健所からの指導はございませんでした。ただ、今回保健所の再度の

協議によりまして指導に従い修正するものです。これらの理由によりまして、新旧対照

表にお示しいたしておりますとおり、別表、整理番号１の施設名等、定員１０人を定員

９人に、整理番号３の施設名等を定員９人を定員８人に、別表、整理番号等の施設名、

テニスコートをグラウンドゴルフ場に、区分、全天候を括弧空白に、単位１コートを１

人に、料金を５４０を５００に、備考、１時間につきを１日に、別表、整理番号１０

のクロッケーゴルフ欄を削除するものです。

以上が８５号議案の詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。２点についてお尋ねをしたいと思いま

す。

まず、１点目ですが、新旧対照表の２ページの９番目にグラウンドゴルフ場で今回新

たに設けられるということで、利用料が１人１日につき５００円という改正をされると

なってますが、このいこいの村全体の利用料の分を見ますと、３時間とか割合細かい時

間単位で定めてあるんですが、このグラウンドゴルフ場については１日につきという大

きな決め方をしてあると思うんです。現実問題として、このグラウンドゴルフ場で半日

で済むような場合も出てくるんじゃないかと思うんですが、そのようなときに半日であ

ろうと１日分の５００円をいただきますというような形になるときの、後々支障が出て

こないかという部分のお尋ねが一つと、それからドームについては、今の話ですともう

既にバーベキューコーナーをつくって１区画当たりの利用を認められているような感じ

にも伺えたんですが、この条例の公布の日がまだ定まってないというのが、この条例い

つから施行するのかというのがまだ定まってないと思うんですね。その場合、条例の施
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行日以前に例えばドームの申し込みがあった場合、どちらの料金を取るのかというよう

なことが出てきますので、その辺についての考え方を示していただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。グラウンド

ゴルフ場の利用時間のことについてなんですけども、一日できるだけゆっくりしていた

だくということがメーンでございまして、そういう半日の利用もあろうかと思うんです

けども、現在のところ、わかりやすく５００円というふうにしているわけでございます。

また、それからもう一つの部分ですけど、施行日についてですけども、言われるとお

り、いきなり料金を変更等すると混乱が生じますので、それについては現場と十分調整

しながら周知期間等を設けながら進めていきたいなというふうに考えています。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。各施設の料金のことなんですけど、昭

和５７年にできて、当時は消費税がなくて、消費税も３％、５％、今８％、順番に上が

って、そのときに多分調整して上がってると思うんですけど、１００円どめになってる

単位もありゃ１０円単位もあって、いろいろあるんですけど、昔のことちょっと忘れて

しもうたんですけど、どういう形で料金決まっとるか御存じでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 詳細については、議員さん言わ

れるとおりなかなか把握できてない部分があります。なので、今回はわかりやすい金額

で５００円というふうにしたように聞いております。その詳細について、過去の経緯は

どうだったかというのはなかなかここではすぐにお答えできない状況にありますので、

また調べまして御回答したいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。結局新しいやつはまだわかりやすいん

ですけど、既存の部分の改定になってない部分がかなり１０円単位でごちゃごちゃして

ますんで、もうちょっとわかりやすい数字のほうがいいんかなという気がしましたんで

ちょっと意見言うただけのことなんです。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。先ほどの件で、グラウンドゴルフの

使用料が一日ゆっくりしていただくためにという答弁でしたんですけれど、この一日を

どういう形のゆっくりという解釈をすればいいのかということでまた問題があると思う

んですけど、ある程度そこらの時間帯なり、そういうものを絞っていかなければ問題が

あるんじゃないかと思うんですけどね。この一日いうのは２４時間の一日。どういう形

にとったらいいんですか。
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○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） のべつ幕なくいいとかという問

題ではなく、開園時間内にということを考えております。それとあわせまして、食事も

されますでしょうし、いろんな意味で、そこにいていただく時間が長ければ、その他の

消費についてもできるだけ稼げるというふうな面もありまして、そういう時間設定にさ

せていただいております。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。あそこはナイター設備は、仮に冬場

とか、そういうふうに時間帯が遅うなったりとか、そういう形もあろうと思いますし、

それと例えば予約制で何組入れるのか、そこらによっても、ある程度、時間帯の予約、

入り込みをふやすとなればそこらあたりも時間的に制限しておく必要があるんじゃない

かと思うんですけどね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 私、グラウンドゴルフはやった

ことはないんですけども、通常ゴルフとかという部分でいいますと、なかなか団体数に

よって時間を特定できないというふうに思うんです。なので、例えば早く終わる組もあ

ればすごく時間がかかる組もあるということで、そこら辺についてはなかなかこの時間

帯というふうに決めるのは難しいかなというふうに思います。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。ということは、当然あいておれば当

日なり、予約という形なるんですけど、そこらあたりの予約は、日に１組なら１組、２

組という形の予約という形になるんですか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） それは今後状況を見ながら、仮

オープンもやる予定でございますので、順次詰めていきたいなというふうに思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。グラウンドゴルフ場の関係ですけど、

これ５００円、時間的な問題もいろいろあるんでしょうけど、要は１人５００円ですね。

どういったところを対象にされてるかということなんですけども、やっぱりグリーンエ

コー笠形いうのは一つの観光施設ですね。観光を兼ねて、そこでグラウンドゴルフでも

して時間を費やすという人と、やっぱりグラウンドゴルフ、物すごくはやってますんで、

例えばどっかの老人クラブがそこを利用するとか、いろんなケースを想定されとると思

うんですけども、やはりこの５００円と定められた根拠いうたらおかしいけど、どうい

った、例えば観光地のグラウンドゴルフ施設は大体４時間やったら４時間、半日ぐらい

が５００円ぐらいですということで１回５００円にされたんかなと思うんですけど、そ

－６４－



の辺のところはどうかいうことと、それからこれは野外です。けれども、ここには入村

料がありますね。そういったものが加算されるのか、その辺のところ、運営上の問題で

すけど、余り細かいこと言わんほうがええんかもわかりませんけども、そうなってくる

と７１０円になると。グラウンドゴルフ、練習なんかされてるお年寄り、私もその一員

ですけれども、すばらしい芝生のところだから５００円が７００円になってもいいです

よというように、そういったところにターゲットを絞っとるとしたらなかなかお客さん

行ってないやないか思うんやね。ここで話しとってもあかんので、５００円の根拠と、

それからいわゆる入村料がプラスになるのかどうか、その辺ちょっと教えてください。

○議長（安部 重助君） 地域振興課観光特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） 山下でございます。まず、入村

料がカウントされるのかという部分についてですけども、入村料は施設を利用される場

合はカウントしません。ですので、５００円ということです。

それから、５００円の部分について、近隣の施設を参考にされたというふうには聞い

ております。どの施設というのは詳しくは聞いておりませんけれども、その額がほとん

ど、そういう一定の額でいきますと５００円ぐらいが妥当じゃないかなというふうなこ

とでさせていただいております。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結し、これより討

論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８５号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８５号議案は、原案の

とおり可決しました。

ここで暫時休憩いたします。再開を２時３０分といたします。

午後２時１３分休憩

午後２時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

⋞ ⋞

日程第１２ 第８６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第８６号議案、神河町消防団条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。
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上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件であります。

改正の理由は、消防組織体制、報酬、出動手当等につきまして、本年７月２３日に行

われました神河町消防審議会において審議され答申を受けたことに伴い、神河町消防団

条例の一部を改正するものでございます。

以上が提案の理由及び内容でございます。

なお、詳細説明を住民生活課防災特命参事が行いますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。そ

れでは、神河町消防団条例の一部を改正する条例の詳細につきまして説明させていただ

きます。

まず、新旧対照表をごらんください。この改正条例のポイントは大きく２つございま

す。まず１つ目は、第５条関係でございますが、消防団の組織体制改編に伴う内容でご

ざいます。２つ目は、第９条、第１０条関係でございます。団員報酬の引き上げ及び出

動手当の制定という消防団員の処遇改善でございます。

まず、１つ目の消防団の組織体制改編についてですが、現在、入団者数の減少傾向と、

それに伴う団員数の確保対策が困難でございます。また、もう一つ、非常時の昼間の発

生時に団員が集まりにくいという課題がございます。以上の点を踏まえまして、現在の

７ブロック３２分団制から７分団３２部制へ消防団組織体制を改編することで、１つ目

としまして、団員の定数管理を現在のブロック単位、改正後につきましては分団となり

ます、に改めることで、団員確保の難しい部においても同じ分団内のほかの部で団員が

入団すれば分団として団員を確保できたということになります。つまり一つの部におい

て団員が不足の場合、同じ分団内のほかの部で団員を助け合うことで定数または定数に

近い団員数を確保、維持することを狙いとしております。また、２つ目として、特に昼

間の非常時において出動する場合は２人以上いなければ出動できませんが、組織体制改

編後につきましては、ほかの部の団員と協力して１人でも出動できるというスケールメ

リットがございます。同じ分団内のほかの部の団員と連絡をとり合い、現地で集合して

４人なり５人で初期消火に当たるというようなことでございます。今後、自動車ポンプ

軽四積載車について、ほかの部の機械を操作できるよう毎月のサイレン吹鳴と機械点検

時におきまして合同で訓練するなど、操作技術の習得の場づくりについて徹底するよう

確認を分団長会議などで周知、指導してまいります。
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続いて、組織体制改編について、これまでの経過を説明させていただきます。平成２

４年１月１８日開催の消防審議会におきまして、組織改編について諮問したところでご

ざいます。２月１７日に諮問どおりの内容で答申を受けております。その内容は、合併

後１０年をめどにいたしました平成２８年度の組織改編に向け、消防団員初め地域の皆

様に十分説明して浸透に向け努力すること、また改編後のメリットが生かせるようブロ

ック内における分団間の協力をより進め、有事に強い消防団を目指し活動を進めていく

ということでございました。この答申を受けて以降、平成２５年度から２６年度にかけ

ましてブロック長会議及び本部会議での意見交換を行ってきたところでございます。さ

らに、全ブロックを回り意見交換会を７回行いまして、本部会議で協議を進めてきまし

た。そして、本年２月２３日開催の消防審議会において諮問し、２６日に答申を受けて

おります。答申内容につきましては、平成２８年度から７分団３２部制に組織改編する

ということの了解をいただいております。このように組織改編することで地域の安全⋞

安心のまちづくりのために消防力の低下を防ぐことを目的としております。

次に、第９条、第１０条関係の消防団員の手当等の引き上げ、処遇改善についてでご

ざいます。平成２５年１２月１３日に消防団員の処遇改善などを目的とした消防団を中

核とした地域防災力の充実強化に関する法律、上位法が改正、施行されております。こ

のことによりまして、国は報酬、手当の条例単価が低い市町村に積極的な単価引き上げ

など適正化を求めているところでございます。また、県の消防課からも低い町に宛てま

して、団員には最低でも１万円以上の報酬を支給するよう要請がございました。さらに、

出動手当につきましても、これまで支給しておりませんでしたが、消防団員の処遇の改

善を図る観点から新たに制定を考えているものでございます。この団員報酬の引き上げ

及び出動手当の制定という消防団員の処遇改善につきましても本年２月２３日開催の消

防審議会において諮問いたしましたところ、諮問した内容どおりの答申を受けておりま

す。さらに、本年７月２３日開催の消防審議会におきまして、組織改編にのっとったこ

のたびの提案の神河町消防団条例、また関連する施行規則の改正について諮問し、７月

２９日に諮問した内容で答申を受けているところでございます。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。新旧対照表の第８条、分団長に事故あ

るときに、副分団長がその任務に当たるということですけど、今度、副分団長はかなり、

複数出てこられると思うんですけど、これ緊急時の場合は優先順位つけとかないと押し

合いへし合いになっておかしくなると思うんですけど、どの時点で優先順位を決められ

るかちょっと教えていただきたいんですけど。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。
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○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。この優先順位に

つきましては、その発生した分団の中で部長がそのほかのこれまでの旧の単位でござい

ます分団を把握するために、現実的には部の平素の指揮監督は副分団長が担うことにな

りますので、その事故、災害が発生したときに発生する、スタートするものと考えてお

ります。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。事故あるということは、もし分団長が

指揮とれないようになった場合、副分団長が当たられる形になるんですけど、副分団長

は、部制敷かれてますので、その部の数だけおられるということなんですけど、あんた

がしいやと押し合いになってもぐあい悪いんで、その優先順位を決めとかなあかんと思

うんですけど、それはいつ決められるんですかとお尋ねしたんですけども。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 組織改編後につきましては、これま

でのブロックが分団となりますので、分団が７分団になります。したがいまして、副分

団長につきましても７名ということで、１つの分団に１名となりますので、その事故あ

るときにつきましては、その分団の中の副分団長という捉え方としております。以上で

す。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。副分団長、７名じゃないでしょう。各

部に１人ずつ、副分団長おられるんじゃないですか。そういうことでしょう。１分団に

１人の分団長がおられて、副分団長は部の数だけおられるんでしょう。だから、たくさ

んおられるんで、その優先順位を決めとかんとうまくいかないんじゃないですかという

質問なんですけど。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 申しわけありません。勘違いしてお

りました。おっしゃるとおりです。運用の中で、今後、本団会議の中とかで優先順位を

確認してまいります。

○議長（安部 重助君） 資広議員、よろしいですか。

廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ６番、廣納です。要するに、今度改編すると、３９あっ

たものについては、粟賀北ブロックとすると根宇野部長ができるわけ、部やから。そう

じゃなしに、これは副団長いうことになるんか。名前はあれなんやけど、そのときに、

要するに一旦有事あるときは、そのときに分団長、７ブロックのその当たる長がいない

場合は誰が指揮をとるのかということを決めておかないと混乱を来すと、命令系統がば

らばらになるということなんで、極端に言えば、多い順にやるのか、機関のポンプ７台、

私は構想として同じメーカーのやつを７台新品にして配備すればええと思っとんやけど、
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誰が行っても操作できるいう意味でね。だからそういう場合の、本当に動き出した場合

の要するに副となる者はその中の誰なんかいうことやな。北ブロックやったら４人やな。

４人の中で、そのときに誰が副で長の次に担うのはどうして決めるんや。そのときに、

おまえやれおまえやれでは収拾がつかんので、ある程度、おる中で、要するに来てなか

ったらそれはあかんけど、そういう場合にどないすんのかいうことですわ。わかります。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。災害とか火災と

か起きた、その分団の副分団長が指揮をとる。そこの部の所属する部長、副分団長です

ね。部には人的には、副分団長はもうその所属する複数の部の副分団長として所属しま

すので、発生した、これまでの広域でいうブロックの固まりの中で捉えるということで

ございます。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 要するに７ブロックつくって、副分団長は７人いうこと

やな。各部があるんやろ。その何か言い方が、何か副分団長がもう一人ずつおって、そ

の人が見る。その人がおれへんかったらどないするんや。そういう意味のこと言うわけ

や。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。このたび組織改

編後につきましては、班のあり方につきましても少し見直しをいたします。それで、庶

務班という班を新設いたします。その庶務班長を筆頭班長として位置づけておりますの

で、その庶務班長が指揮をとることといたします。

○議長（安部 重助君） 答弁できる。（「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり）

暫時休憩します。

午後２時４５分休憩

午後２時５１分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

先ほどの件につきまして答弁をいただきます。

住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。失礼します。非

常時におきまして、お尋ねのように分団長、副分団長が不在の場合、どの班長を指示、

指定するのかという質問につきまして、本団からどなたかが必ず出動しますので、その

中で、現場で分団の該当する部の班長を指揮して活動いたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ３回目やろ。３回目ね。

○議長（安部 重助君） はい。
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○議員（６番 廣納 良幸君） 要するにそれは来てくれるわけや、本団は。中播も来る

がな。そのときになったら中播がもう自分らでやるがな。ちゅうのが、その本団の方も

遠くにおられるとか二、三人しかおられん場合、来るまでの時間の中で５分、１０分い

うのがごっつう大切なわけや、初期消火が。それで後は中播が来たらすぐかわって交通

整理なりなんなり、回るんやけど、その５分、１０分の間、本団が来てくれる間、極端

に言えば、まあ言うたら一番古参のもんがやるとか、そういうこともある程度決めとか

んとどこを何してええかどうかわからんと。誰が交通整理に回って水利確保してみたい

な感じでどぎまぎし出しら何にもできひんから、そういう場合のときを、最悪のときを

考えてされたらどうですかという提案もあるわね。１０分、１５分で早ければ北部から

飛んできてくれるわ。新田とか作畑とか町長の川上とか、それやったらもっと時間がか

かるけど、そのためにも初期消火いうのが一番やから、そういうときの実践のためにど

うするかも、どうするんやとはもう言いませんわ。どうしたらええか今後きっちりまと

まってから答弁してください。お願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。今の提言を受け

とめまして、改めて本団会議、分団長会議で対応させていただきます。以上です。

○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） 消防の組織改編に当たりましては、これまでの３２分団制から

７分団３２部制になったということで、そして今、それぞれの分団長が不在の場合、そ

の対象となる災害が発生した対象部の副分団長が対応する、そしてその副分団長もいな

い場合どうするんだということで、先ほど防災特命参事のほうからは、本団の副団長が

必ず現場に複数名来るので、その副団長がそういった場合は指揮をとるということであ

ります。それまでの到達するまで、到着するまでの間どうするんだということでありま

す。これは今回の組織改編に限らず現状も同じことが言えるわけでございます。今は３

２分団でありますので、対象となる分団が直接対応するということで、分団長、また副

分団長いないときは部長なり、そういった分団員が対応するということになりますので、

実際としてはそういった形になろうかと思いますが、当然新しい７分団になっておりま

すので、そのほかの対象となる部ですね、その部の副分団長も現地に到着しますから、

それぞれがその場で臨機応変に対応するという形に実際はなるだろうというふうには思

いますが、先ほど参事が申し上げましたように、その部分については確認も含めて早急

に本団会議の中で具体的に調整をしていきたいというふうに考えます。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員、廣納議員、それでよろしいですか。

○議員（５番 藤原 資広君） 私はよろしいです。

○議員（６番 廣納 良幸君） 一応結構です。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

山下議員。
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○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。条例ですのでわかりにくいとこはお尋

ねするという意味合いで尋ねたいと思います。新旧対照表のほうで見とるんですけども、

４がありますね。４番のところにずっと書いてあって、新しく線が引いてあります。

「また、上司の指揮監督を受け、各班長を掌握し、その業務に従事する」と。現在のこ

の条例、現行条例ですね、見ますと、どっか出とるのかもわかりませんけど、団員に次

の区分により、これは報酬のところですけども、その班長、各分団の中でのことなんか

もわからへんのんですけども、その班長ですね。何かいろんな班が各分団であるんです

けれども、そういうことが仮にあるとしたらもうちょっと条例ですのでわかりやすく書

いてもらうほうがいいやないか思うんですけど、ちょっと現行の消防団条例と改正され

てるところの班長という位置づけについてちょっと説明をしてください。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。先ほど少し触れ

ましたが、組織改編に当たりまして、部長という職をなくします。この分団の中で、今

後の部の中での役割を軽減するということでございます。その中で、新たに庶務班を設

けますが、その庶務班長がその部の会計をあわせ持つこととあわせまして、これまでと

若干班体制が変わりますので、そこをこのたびの条例で改めて文言を整理させていただ

いたところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員、よろしいですか。

山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） ３番、山下です。ということは、この今、条例ですけど

ね、施行規則みたいなものをセットでつくっておられるんですか。それがここへ出てな

い、そういうことですかね。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。あ

わせまして施行規則も改正いたしておりますので、それぞれ該当する箇所について改正

を図る計画でございます。用意をいたしております。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（３番 山下 皓司君） もう用意されとるんやったら、セットで配ってもうたら

余分な質問せんでも自信持って賛成いうて言えるんやったんですけどね。あれば、議長、

もしよかったら配っていただけませんでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 今、即配れますか、参事。

防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 今日中には出せるようにさせて……。

○議長（安部 重助君） 今日中じゃなしに、これ採決せなあかんのんで。すぐ出せるん

ですか。今出せるようなこと、用意しとる言いよったから。

ここで、もう一回暫時休憩いたします。
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午後３時０１分休憩

午後３時２０分再開

○議長（安部 重助君） 再開いたします。

先ほどの質疑につきまして、住民生活課防災特命参事より再度説明をいただきます。

住民生活課特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 失礼します。今お手元にお配りした

資料の一番最後のページ、Ａ３の大きい紙を、最後のページですね、ごらんいただけま

すでしょうか。この資料は、上半分が現行の組織図でございます。下半分が改編後の組

織図であらわしております。それぞれ団長の下に副団長がおられて、その下に現行はブ

ロック制ということでそれぞれ地域名のブロックがございます。その下に分団がそれぞ

れ入っておりますが、この体制を、下のほうの改編後の表を見ていただきましたように、

現在のブロック名の名称を新しい分団の名称とすることと、それから現在の分団名をそ

れぞれ新しい体制の部といたしております。それから、各分団には分団長がおられます

が、従来３２分団がございましたが、それが７部になるということで、分団長が７人、

それぞれ各分団におられます。それから、従来の分団が新体制では部と名称変更いたし

ます。それの中に、現場での従来の分団を管轄する責任者として副分団長をそれぞれ１

名ずつ配置いたしております。それから、班長の名称でございますが、現行では副分団

長の下に部長がいまして、その下に班長の組織図となっておりますが、新しい体制では

副分団長の下に、部長は廃止しまして、先ほど申しましたように庶務班、機械班、水利

班、予防連絡班、それから警備⋞警防班という名称に変更させていただいて、体制、分

団の、部の運営を図っていくということでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 山下議員、よろしいですか。

○議員（３番 山下 皓司君） はい、よくわかりました。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。そもそもこの消防団の再編が定数対策

だったと思うんです。今お配りいただいた、この規則の改編のやつなんですけれども、

まず定数が７６９名から７４８名に２１名減ってるみたいなんですけれども、この減っ

た理由というのと、あと今後そのポンプ車両等の配備計画がかなり変わってくるのかな

と思うんです。それが今現状でしたら分団に１台、ポンプもしくは軽四積載車を配備さ

れてるんですけれども、それが今後はどういう配備になっていくのかというのをあわせ

て教えていただければと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。お答えさせてい

ただきます。
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まず、定数が減ったことについてでございますが、この新組織体制の施行につきまし

ては平成２８年４月１日からを予定しておりますが、それにあわせまして、人口減少で

の団員数の割り当て、国の整備指針に基づく人数の見直し、また居住面積の見直しを行

いまして、その結果２１名の定数減の計算となっております。それから配備計画につき

ましては……。申しわけございません。平成２４年に車両の配備計画を策定いたしまし

て、それに基づいて、耐用年数を過ぎた場合でも使える場合はそのまま使っていただい

て、修理が必要になった場合はこの計画に基づいて整備を更新いたしております。ちな

みに平成２７年度におきましては、消防ポンプ自動車の更新を福本分団と寺前分団、そ

れから軽四積載車につきましては柏尾分団と川上分団を計画いたしております。以降、

この計画に基づいて順次対応させていただきます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。３点ほどお聞きしたいと思います。

まず１点目は、先ほどの指揮の関係の話で、もう一つ、私理解がいかないので説明お

願いしたいと思います。先ほどは各分団の分団長、また副分団長がいない場合、その災

害が発生したところの地域の副分団長がいない場合、その場合等については班長が指揮

をとるという話でしたが、それ以外のその一つの分団に属する他の地域の副分団長がお

られる場合、その場合どうなるのかということなんですね。いうのが、この条例では副

分団長は分団長の職務を代理するということがありますので、災害が発生している地域

以外の副分団長がおられるのにそこの班長が指揮をとるということになれば条例と合わ

ないので、その辺の考え方をもう１点はっきりしていただきたいと思います。

それから２つ目は、新旧対照表の中で、今回新たに団員の処遇の向上ということで、

出動手当ですか、出勤手当ですか、が設けられましたが、これ見ますと、条文になりま

すと、出動手当を支給することができるという非常に消極的な条文になってますので、

当然これは支給すべきだと思いますので、表現としてはこうなっているが、基本的には

どのように考えてるかということですね。積極的に支給をしていく、そういうような方

針であるかどうかということをお尋ねしたいと思います。

それから３点目は、新旧対照表の３ページです。２２条の中で、消防の設備資材を装

備するということになってます。この分団の消防の組織の再編の中で今まであった３２

分団が７分団の３２部になるということになれば、当然今ある設備資材等についてはそ

のまま引き継がれていくかと思うんですが、ここに書いてありますように、団旗とか標

旗ですね。これについては現行の分団名が入ってますわね。そのようなものを使ってい

くのは構わないとは思うんですが、当然このような再編をする中で、来年４月の再編に

向けて、このような団旗なり標旗等についての設備資材を整備していくというのが妥当

じゃないかと思うんですが、その辺の取り組み状況について、どのようにされているか、

この３点についてお尋ねします。
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○議長（安部 重助君） 住民生活課防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 田中でございます。まず、３点のう

ち出動手当の関係からお答えさせていただきます。支給することができるとうたってお

りますが、これにつきましては、報酬についても支給することができるという文言の関

係上、同じように表記させていただいておりますが、積極的に手当を出していきたいと

思います。

それから、第２２条の設備資材についてでございますが、これにつきましては、今後

の補正予算対応で認めていただけましたら、新年度、平成２８年度の初出式とかに間に

合うような形で整備ができればと考えております。

それから、１点目の発生現場の部の副分団長がいなくてほかの先輩の副分団長とかが

いる場合の対応についてでございますが、先ほども運用の形で、班長とか、その役割の

順位づけの話とも関連いたしますので、今後の本団会議、また分団長会議とかでしっか

り取り決めさせていきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかに質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８６号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８６号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１３ 第８７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第８７号議案、神河町水道事業の設置に関する条

例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定の件につい

てでございます。

内容については、附則第２において、第２条第３項の規定にかかわらず、当分の間、

上小田簡易水道、大河内簡易水道、川上簡易水道及び渕特設水道の事業には法の規定を
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適用しないと規定いたしておりますが、平成１９年４月１日より法適用を行っているた

め、法適用の特例を削除するものでございます。

次に、しんこうタウン区の追加についてでございます。しんこうタウン区につきまし

ては、平成２６年３月に設置されており、手続がおくれておりましたが、このたびの改

正により、第２条第２項に示されている別表の神崎水道の給水区域にしんこうタウンを

追加するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８７号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８７号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１４ 第８８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第８８号議案、神河町水道給水条例の一部を改正

する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。

このたびの条例改正は、第８３号議案で御説明させていただきましたとおり、人口減

少対策としての定住促進と仕事づくりのための施策をより効果的に進めるために、地域

創生総合戦略事業の一環として、ケーブルテレビ、下水道の加入負担金とあわせての減

額または免除適用のための一部条例改正を提案させていただくものです。

内容につきましては、水道加入金８万０００円を減免することにより移住、定住が

しやすい環境を整備し、転入者が増加することによる人口増を図るために、地域創生総

合戦略期間中について減免しようとするものであります。

以上が提案の理由並びに内容でございます。
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詳細につきましては、上下水道課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議お

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。第８８号議案につい

て詳細を説明させていただきます。

町長の提案説明にもありましたように、このたびの条例改正は地域創生総合戦略事業

の人口減対策として行うものです。加入金の減免に関する経過措置については、附則第

５項、平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に住宅を新築または購入

して給水装置の新設の申し込みをした方が対象になります。ただし、 から までの要

件を全て満たす方が対象となります。減免額の金額は、附則の６項にありますように上

限は８万０００円でございます。加入金については、メーターの口径により金額が異

なっております。１３ミリは８万０００円、２０ミリは２１万円、２５ミリは２８万

円と、口径が大きくなると加入金が高くなっております。通常の一般住宅では口径が１

３ミリで十分賄われますので、１３ミリの加入金が８万０００円となっていますので、

この金額を上限として減免するものでございます。事情により２０ミリを設置された場

合は加入金が２１万円となりますが、２１万円から８万０００円を減じて加入金を納

入していただきます。同じく２５ミリ、３０ミリ、４０ミリと口径が大きくなることで

加入金もふえていきますが、８万０００円を減じて加入金を納入していただくという

ことになります。

次に、附則第７項です。加入金の減免を受けた者が要件を満たしていないと判明した

ときは、当該減免を取り消すことができるとなっています。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

ここで、お諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第８８号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１５ 第８９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第８９号議案、神河町下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。
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上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件に

ついてでございます。先ほどの８７号議案と同様、手続がおくれておりましたが、この

たびの改正により、第２条第２項第１号の排水区域にしんこうタウンを追加するもので

す。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第８９号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第８９号議案は、原案の

とおり可決することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１６ 第９０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第９０号議案、神河町生活排水処理施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定の件についてでございます。

このたびの条例改正は、第８３号議案で御説明させていただきましたとおり、人口減

少対策としての定住促進と仕事づくりのための施策をより効果的に進めるために、地域

創生総合戦略事業の一環として、ケーブルテレビ、水道の加入負担金とあわせての減額

または免除適用のための一部条例改正を提案させていただくものです。

内容につきましては、下水道加入金３５万円を免除することにより移住、定住がしや
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すい環境を整備し、転入者が増加することによる人口増を図るために地域創生総合戦略

期間中について免除しようとするものであります。

次に、しんこうタウン区の追加であります。先ほどの第８７号議案、第８９号議案と

同様、手続がおくれておりましたが、このたびの改正により、第２条関係、別表第１、

粟賀南部浄化センターの処理区にしんこうタウンを追加するものでございます。

以上が提案の理由でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。第９０号議案について詳細を

説明させていただきます。

町長の提案説明にもありましたように、このたびの条例改正は、地域創生総合戦略事

業の人口減対策として行うものです。

内容については、先ほどの第８８号議案、神河町水道給水条例の一部を改正する条例

制定の件と同じになっております。違うところは、加入金の免除の金額になります。下

水道加入金は３５万円となっています。平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日

までの間に工事申し込みをされた方で、かつ から の要件を全て満たした方は加入金

３５万円を免除いたしますというものです。あとは先ほどの神河町水道給水条例の改正

と同じになります。

次に、第２条の処理区の変更になります。先ほどの条例改正と同じで、しんこうタウ

ン区が新たに設置されたことにより、粟賀南部浄化センターの処理区にしんこうタウン

区を追加するものでございます。

次に、合併浄化槽の補助金の関係でございます。合併浄化槽は条例ではなく要綱で行

っておりますので、資料等はございません。先ほど３５万円の下水道加入分担金の説明

をさせていただきましたが、町内では、集合型の下水処理を行っていない集落について

は合併浄化槽の設置補助を行い、町内の均衡を図っています。地域創生総合戦略事業の

人口減対策として、要件を全て満たしている方について、今行っている補助金に３５万

円の補助金の加算を行うものでございます。ただし、加算後の補助金額が浄化槽設置工

事費を上回る場合は、浄化槽設置工事費を上限として、１万円未満の端数がある場合は

それを切り捨てるということといたします。この神河町浄化槽整備事業補助金交付要綱

については、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例に関連しますので、条例が議会において承認、可決後の公布日と同日で行いたいと思

っております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここで、お諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第９０号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

⋞ ⋞

日程第１７ 第９１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第９１号議案、神河町立学校通学費等の支給に関

する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９１号議案の提案理由並びに内容につきまして御説明申し上

げます。

本議案は、神河町立学校通学費等の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の件

についてでございます。

先ほどの第８７号議案、第８９号議案、第９０号議案と同様、手続がおくれておりま

したが、このたびの改正により、第３条及び第５条に示されている別表第１、神河中学

校の通学方法の自転車欄にしんこうタウン区を追加するものであります。

以上が提案の理由であります。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論を終結いたします。

第９１号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第９１号議案は、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞
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日程第１８ 第９２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第９２号議案、神河町医師修学資金貸与条例の一

部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９２号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。

自治体病院を取り巻く環境は非常に厳しい状況でありますが、その中でも最も重要な

課題が医師の確保対策と言えます。このような社会情勢において、神河町では平成２１

年度から医師修学資金貸与制度を施行しているところでありますが、これまで２名に貸

与しております。うち１名は既に医師となり、現在初期研修中です。もう１名は現在、

大学６年生で、今年度卒業予定となります。

今後一人でも多く応募していただき、当院に勤務していただくために、今回、返還債

務の免除について、卒後臨床研修終了後、医師として当院で１０年の勤務期間に達した

ときに全額免除する規定を勤務期間が修学資金を受けた期間に達したとき、ただし貸与

を受けた期間が４年未満の場合は４年に改めるものでございます。

また、第６条及び第７条第１項において文言整理をさせていただいております。

医師の確保につきましては本当に厳しい状況であります。特に内科医師の不足は２４

時間救急を目指す当院にとっては最大の課題であります。今や病院だけの問題ではなく

地域住民に大きな影響を及ぼす課題であることから、神河町として地域医療の充実を図

る施策であると認識しており、今回返還債務の免除勤務期間を緩和いたすものでござい

ます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第９２号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第９２号議案は、原案の
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とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第１９ 第９３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第９３号議案、神河町看護師修学資金貸与条例の

一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。

自治体病院を取り巻く環境は非常に厳しい状況でありますが、その中でも最も重要な

課題が、医師はもちろんのこと、看護師の確保対策と言えます。このような社会情勢に

おいて、平成２４年度から看護師修学資金貸与制度を施行しているところですが、これ

まで３名に貸与しております。うち１名は既に当院で勤務しております。残り２名は現

在、在学中であります。

毎年当初予算において５名の貸与枠を設けており、今後一人でも多く応募していただ

き、当院に勤務していただくために、今回、返還債務の免除について、卒後、看護師と

して当院で５年の勤務期間に達したときに全額免除する規定を勤務期間が修学資金を受

けた期間に達したとき、ただし貸与を受けた期間が３年未満の場合は３年に改めるもの

でございます。

看護師の確保につきましては、先ほどの医師修学資金貸与条例の一部改正と同様に地

域住民に大きな影響を及ぼす課題であり、神河町として地域医療の充実を図る施策であ

ることから、今回、返還債務の免除勤務期間を緩和いたすものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結し、これより討論

に入ります。討論ございませんか。

〔討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第９３号議案を採決いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第９３号議案は、原案の
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とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第２０ 第９４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第９４号議案、平成２７年度神河町一般会計補正

予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２７年度神河町一般会計補正予算（第４号）でございまして、補正予

算（第３号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、地方債補正において、臨時財政対策債の確定による増額及び災害

復旧事業債の増額、普通交付税の算定結果による普通交付税及び地方特別交付金の増額、

平成２６年度決算確定による前年度繰越金の増額及び財政調整基金積立金、公共施設維

持管理基金積立金の増額、一般管理費、保健衛生費の時間外勤務手当等の増額、社会保

障⋞税番号制度に係る個人番号カードの窓口交付に対応するための専用端末の購入費等

の増額、ふるさとづくり応援寄附金に係る一括代行経費等の増額、集落支援員、地域お

こし協力隊に係る補正、地方創生に係る地域住民生活等緊急支援交付金事業の増額、Ｃ

ＡＴＶ管理運営費の支障電柱施設がえに係る修繕料の増額、交通安全施設整備工事費の

増額、個人番号カード交付事務に係る国庫補助金及び事務費の増額、有害鳥獣対策事業、

環境保全型農業直接支払い交付金事業の増額、地籍調査事業において当初町営で予定し

ていた新規地区が県営事業で採択されたことによる歳入の補正、県単独補助治山事業の

事業採択による補正、町単独の治山治水工事補助金の増額、ホテルモンテ⋞ローザの修

繕料の増額、峰山高原ホテル屋外トイレの防寒対策改修工事、駐車場街路灯修繕、峰山

高原ホテルの冬季初のフルオープン実施に伴う設備等のふぐあい発生等に対処するため

の修繕料の増額、道路橋梁維持工事費、河川改修工事費の増額、地域優良賃貸住宅整備

に伴う敷地内雨水排水に係る既設水路等の改修工事費の増額、若者世帯向け家賃補助金

の増額、文化庁歴史文化基本構想策定支援事業の採択による委託料等の増額、学校給食

センターの浄化槽設備の故障修繕が完了したことによる汚水処理施設管理委託料の減額、

台風１１号豪雨による災害復旧事業費の増額、今回の補正における財源調整として財政

調整基金繰入金の減額等でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２４２万００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９０億４８６万０００円と

するものでございます。

なお、詳細につきまして、総務課財政特命参事から説明いたしますので、よろしく御

審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

詳細説明をいたします。

まず、６ページをお願いいたします。６ページ、第２表、地方債補正、１、地方債の

変更でございます。１、臨時財政対策債、普通交付税の算定結果によりまして、６６５

万０００円増額の限度額を３億９６５万０００円とするものでございます。続き

まして、１４、林業施設災害復旧事業につきましては、７月１７日の台風１１号豪雨に

より発生しました林道東山２号線の事業に係る分の起債でございまして、３０万増額の

限度額３０万円とするものでございます。続きまして、公共土木施設災害復旧事業につ

きましては、町道３路線、２河川につきまして起債を発行するものでございまして、９

９０万円増額の限度額を９９０万円にするものでございます。これによりまして、限度

額は６８５万０００円増額の１４億５５５万０００円となっております。

続きまして、歳入歳出予算事項別明細書で説明をいたします。

まず、歳入、９ページをお願いいたします。９款地方特例交付金、１項減収補填特例

交付金、１目減収補填特例交付金でございます。住宅借入金等特別控除税額控除減収補

填分６５万０００円の増額でございまして、これにつきましては、普通交付税の算定

結果により今回増額をするものでございます。

１０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税でございます。まず、普通交付

税２１６万０００円の増額でございます。普通交付税の算定結果により、当初予算

より増額をいたすものでございます。算定結果につきましては、基準財政需要額につき

ましては４４億３７６万０００円、基準財政収入額につきましては１７億９５１

万０００円でございまして、平成２７年度の交付基準額につきましては２７億４２

５万０００円でございます。これにつきまして、調整額ということで５０９万００

０円を差し引いた残りの２７億９１６万０００円が今回の交付額ということで、当

初予算に比べて２１６万０００円増額ということでございます。続いて、特別交付

税でございます。３５０万円の増額、これにつきましては、集落支援員を長谷地区に配

置するための経費に充当するということで、特別交付税を申請するということで３５０

万円の増額でございまして、トータルで特別交付税は３億０００万円となっておりま

す。

続きまして、１２款分担金及び負担金、１項分担金、２目農業費分担金でございます。

県単独補助治山事業受益者分担金１８８万０００円の増額でございます。これにつき

ましては、宮野裏山の治山事業がこのたび事業採択をされたための増額でございまして、

補助対象事業費８４９万円の９分の２でございます。

続きまして、４目災害復旧費分担金でございます。林業施設災害復旧事業受益者分担

金５０万円の増額でございます。これにつきましては、台風１１号豪雨により発生しま
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した猪篠の林道東山田２号線の路肩崩壊を復旧するための受益者分担金を増額をするも

のでございまして、事業費１００万円の２分の１でございます。

１３款使用料及び手数料、１項使用料、４目教育使用料でございます。地域交流セン

ター使用料８２万０００円の減額でございます。これにつきましては、長期山村留学

生が当初１２名で予算計上をしておりましたが、６名ということで確定をしております

ので、その分の減額でございます。

続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で１１２万

０００円の増額でございます。これらにつきましては、平成２６年度のそれぞれの事

業の実績報告書に基づき今回追加交付をされるものを増額をするものでございます。

同じく２項国庫補助金、２目衛生費国庫補助金でございます。循環型社会形成推進交

付金４４万０００円の増額、これにつきましては、合併浄化槽設置につきまして５人

槽３基の要望追加があったために今回交付申請をし、増額をするものでございまして、

５人槽につきましては補助単価４４万０００円の３基分の３分の１ということで計上

をいたしております。

続いて、１０ページをお願いいたします。５目教育費国庫補助金でございます。文化

芸術振興費補助金３９３万０００円の増額でございます。これにつきましては、文化

庁補助事業であります歴史文化基本構想策定支援事業につきまして補助申請をいたして

おりましたところ、採択をされたために、今回増額するものでございます。

総務費国庫補助金でございます。まず、個人番号カード交付事務補助金３８万００

０円の増額でございます。このたび個人番号カード交付事務に係る事務費につきまして

補助金交付されるということになりましたために今回増額するものでございます。続き

まして、地域住民生活等緊急支援交付金上乗せ交付金０００万円の増額でございます。

これにつきましては、地域創生に係るものでございまして、総合戦略の計画に基づいて

実施する事業に要する経費について交付金を新たに追加し申請し、補助を受けるために

増額をするものでございます。内容につきましては歳出のところで説明をさせていただ

きたいと思います。

続きまして、１５款県支出金、県負担金、民生費県負担金で２０万０００円の増額

でございます。これにつきましても、平成２６年度実績報告に基づき追加交付されるも

のを増額するものでございます。

続きまして、２項県補助金、２目民生費県補助金でございまして、医療費助成補助金

１３３万０００円の増額、これにつきましても、平成２６年度の実績報告に基づき追

加交付をされるものでございます。

４目農林業費県補助金でございまして、まず農業費補助金、地籍調査事業補助金６

１５万円の減額でございます。これにつきましては、歳入のところで申し上げましたよ

うに、このたび新規事業について県営事業として採択をされたために、予算の区分を補

助金から委託料のほうに変更するために補助金を減額するものでございます。
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環境保全型農業直接支払い補助金１０８万０００円の増額でございます。これにつ

きましては、ひょうご安心ブランドの認定を受けた米を作付をしている株式会社山田営

農、農事組合法人の吉冨営農の取り組みに対する補助金を増額をするものでございます。

続いて、林業費補助金でございます。県単独治山補助事業補助金５６６万円の増額で

ございます。これにつきましては、宮野裏山治山事業が今回事業採択をされたために増

額をするものでございまして、補助対象事業費８４９万円の３分の２でございます。

３項県委託金、１目総務費県委託金でございます。総務費委託金で３３６万０００

円の減額でございます。これにつきましては、県議会議員の選挙の精算による減額でご

ざいます。

３節統計調査費委託金２２万０００円の減額、これにつきましては、それぞれの統

計事務に対して県からの交付金が変更になっておりますので、それに対応するための増

減でございます。

７目農林業費県委託金でございます。地籍調査事業委託金５８０万円の増額、これ

につきましては、先ほど説明をいたしましたように、県営事業になったために委託金の

歳入を増額するものでございます。

続いて、１１ページをお願いいたします。１７款寄附金、１項寄附金、２目指定寄附

金でございます。神河ふるさとづくり応援寄附金１５０万円の増額でございます。これ

につきましては、新たなふるさと納税の推進の取り組みといたしまして、インターネッ

ト上で民間企業が提供しておりますふるさと納税の仲介サービスを新たに活用しながら

寄附金の受領から返礼品の送付までの業務を一括し委託したいと考えておりまして、そ

うすることによって、クレジットカード決済による寄附など、より寄附が簡単にしやす

いような環境をつくっていこうということで今回取り組みをさせていただきまして、同

時に神河町のＰＲサイトを立ち上げまして、それを全国発信することで少しでも寄附金

を増額したいということで取り組みをしておりまして、今回１５０万円を増額し、３０

０万円の寄附金の目標を立てておりまして、そのために増額をするものでございます。

１８款繰入金、２項基金繰入金、６目財政調整基金繰入金でございます。６５０万

０００円の減額でございます。今回の補正における財源調整として減額をするもので

ございまして、この９月補正後における基金の残高見込みにつきましては１８億３３

４万０００円でございます。

続きまして、３項財産区繰入金、１目財産区繰入金でございます。大山財産区繰入金

１２０万０００円の減額でございます。これにつきましては、大山財産区の議会議員

の選挙の精算による減額でございます。

１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でございまして、前年度繰越金１億８１５

万０００円の増額でございます。平成２６年度決算確定による増額でございます。

続きまして、２０款諸収入、５項雑入、２目雑入でございます。まず、２節生活支援

ハウス利用負担金１２万円の減額につきましては、７月３１日で生活支援ハウスを閉所

－８５－



したことに伴います８月以降の部分について減額をするものでございます。９節雑入で

ございます。山村留学事業参加費４３８万０００円の減額、これにつきましては、山

村留学生、当初１２名で計上しておりましたが、６名で確定したということで減額をす

るものでございます。

２１款町債につきましては、先ほど第２表地方債補正で説明をしたとおりでございま

す。

続いて、歳出、１２ページをお願いをいたします。歳出全般におきまして、人件費に

つきましては、６月補正以降に異動のあった職員手当等、それとそれに伴います共済組

合の負担金等をそれぞれ増減をいたしております。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。まず、３節職員手当等

でございまして、時間外勤務手当１５０万円の増額でございます。当初予算積算に予定

をしておらなかった事業の増加というところで、地域創生の業務、５月２８日に受検を

いたしました会計検査の業務、それと職員が１名ふえましたことによる時間外手当がふ

えたところで、今回その部分の増額を補正をするものでございます。

続きまして、ふるさと納税推進事業でございます。先ほど寄附金の歳入のところで申

しましたように、インターネットを利用した仲介サービスを今回利用し、寄附金の受領

から返礼品の送付までの業務を一括して代行するという経費盛り込み、増額をいたすも

のでございます。まず、８節報償費、記念品１３２万円の増額でございます。これにつ

きましては、寄附金を３００万円に上げておりますので、その分の返戻品の増額でござ

います。１２節役務費、宅配便代２８万０００円の増額、これにつきましても、返礼

品の送付用の宅配便代の増額ということです。続きまして、１３節委託料の一番下、ふ

るさと納税一括代行業務委託料３６万０００円の増額でございまして、ふるさと納税

の寄附金に対して、ある一定の割合で委託料を支払うというところで増額をいたしてお

ります。

続いて、個人番号カードの窓口交付に係る補正増でございます。まず最初に、１８節

備品購入費でございます。一般備品購入費９７万円でございます。個人番号カードの窓

口交付に対応するものでございまして、専用端末機、タッチパネル、プリンター、それ

ぞれ役場本庁と支庁舎にそれぞれ２カ所に備品を購入する部分の増額でございます。１

３節委託料、コンピューター保守点検委託料６０万０００円の増額でございます。こ

れにつきましては、先ほど備品購入で申しました部分の備品についての保守点検料とい

うところでございまして、初年度費用としてセットアップ料を含めた形の保守料という

ことで６０万０００円の増額でございます。続いて、システム改修委託料８１万円の

増額でございます。これにつきましては、給与システムの改修ということで、個人番号

に係るものの改修ということで増額をするものでございます。続きまして、ネットワー

ク設定作業委託料８６万０００円の増額、これにつきましては、個人番号カードに係

るもので、全国ネットワーク通信を行うためにネットワークスイッチの変更が必要にな

－８６－



ってくるというところで増額をするものでございます。

続きまして、２目文書管理費でございます。町広報印刷等７万０００円の増額でご

ざいます。これにつきましては、契約業者から紙等の原材料の高騰による単価の引き上

げというところで申し出がございまして、総務課とヒアリングをした結果、７万００

０円の増額ということで今回増額するものでございます。

４目財産管理費でございます。積立金、まず財政調整基金積立金９０７万０００

円の増額でございます。これにつきましては、平成２６年度の決算を受けて実質収支額

が確定をいたしましたので、その２分の１を積み立てるものでございます。神河ふるさ

とづくり応援基金積立金１５０万円につきましては、歳入の寄附金を１５０万ふやしま

したので、ここで積み立てをするという増額でございます。公共施設維持管理基金積立

金５８０万円の増額、これにつきましても、実質収支額の１割相当額を積み立てると

いう中で増額をするものでございます。

５目交通対策費、１５節工事請負費４２５万円の増額でございます。これにつきまし

ては、交通安全施設整備工事費でございまして、山田区の町道稲川原線のガードレール

の工事、それと東柏尾地内の町道粟賀⋞柏尾⋞貝野線の視線誘導標の設置に係る工事費

でございます。

６目企画費６７０万０００円の増額でございます。この増額につきましては、３

つの事業の補正が入っております。まず１つ目に、集落支援員を長谷地区に設置するた

めの経費を増額をいたしておりまして、３５１万０００円の増額でございます。続き

まして、地域おこし協力隊につきまして、当初予算では委託事業としておりましたが、

今回町での直接雇用というところでの変更に伴う予算の組み替えというところで補正を

いたしておりまして、１２１万円の減額でございます。３つ目といたしましては、地域

創生に係る地域住民生活等緊急支援交付金上乗せ交付金に係る事業についての増額でご

ざいまして、４４０万円の増額でございます。これら３つの合計が６７０万００

０円ということで増額をするものでございます。

内容につきましては、４節共済費１０２万０００円の増額でございます。これにつ

きましては、集落支援員に係るものが３４万０００円の増額、地域おこし協力隊が６

８万円でございます。７節賃金６４７万０００円の増額でございまして、集落支援員

につきましては２１５万０００円で２名の雇用、地域おこし協力隊につきましては４

３２万円の増額で４人の雇用でございます。８節報償費１９万円の増額、これにつきま

しては、集落支援員が１３万、地域おこし協力隊が６万。９節旅費１１万の増額につい

ては、全て集落支援員の増額。１１節需用費９３万０００円の増額につきましては、

集落支援員が２７万０００円の増額、地域おこし協力隊が６５万０００円の増額。

続いて、１３ページでございます。１２節役務費１２万０００円の増額で、集落支援

員が５万０００円の増額、地域おこし協力隊が７万０００円の増額でございます。

委託料９００万円の減額は、全て地域おこし協力隊の委託料を減額するものでございま
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す。１４節使用料及び賃借料２１７万０００円の増額につきましては、集落支援員が

３７万０００円の増額、地域おこし協力隊が１８０万円の増額。続きまして、１６節

原材料費２０万円の増額につきましては、集落支援員が５万円の増額、地域おこし協力

隊が１５万円の増額でございます。１９節負担金、補助及び交付金４４７万円の増額

につきましては、集落支援員が２万円の増額、地域おこし協力隊が５万円の増額、そし

て上乗せ交付金に係る部分について４４０万円の増額でございます。

この４４０万円の増額の内容につきましては、まず、創業促進事業補助金１００

万円の増額でございまして、今回新たに町独自として経済産業省に採択をされなかった

部分の創業に係る支援制度というところで上限２００万円を基準に補助をしようとする

ものでございまして、なお２０代から３０代の女性起業家については補助金を１割増し

するという中で、２２０万円の５名分の１００万円を増額するものでございます。続

きまして、空き家おかたづけ支援事業補助金１４０万円の増額でございます。これにつ

きましては、空き家バンクへの登録をしやすいようにするために、空き家に残っている

家財等の処分に対する支援というところで、２０万円を上限といたしまして７件分を予

算の増額をするものでございます。続きまして、ＵＪＩターン促進支援事業補助金２０

０万円でございます。転入者に対する移住に係る支援をしていくという中で、費用の２

分の１を目途に上限５万円を限度として支援をしていくというところで、４０世帯の２

００万円を予定しておりまして、増額するものでございます。

７目ケーブルテレビ管理運営費でございます。修繕料といたしまして、２９４万円の

増額でございます。これにつきましては、現在、ＮＴＴ、関西電力の電柱に共架してい

るケーブルの布設がえの修繕料でございまして、今回、ことし電柱の移転が非常に多く

ございまして、現在当初予算で組んでいる予算をほぼ使い切った状況になっておりまし

て、１０月以降に行われる予定の電柱移設に係る費用がどうしても不足してくるという

中で、今回４２本の電柱移設に係る部分の修繕料を増額するものでございます。

８目諸費、償還金利子及び割引料１８６万０００円の増額でございます。これにつ

きましては、平成２６年度のそれぞれの事業の実績報告に基づきまして過大に受け取っ

ておりました国県補助金を返還するものでございまして、それを増額補正をいたしてお

ります。

続きまして、１４ページをお願いいたします。３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住

民基本台帳費３８万０００円でございます。これにつきましては、先ほど国庫補助金

のところで申し上げましたように、個人番号カードの交付に係る事務費が国庫補助金の

対象となっておりますので、その事務費を増額するものでございます。

続きまして、４項選挙費、２目県議会議員選挙費２６３万０００円の減額でござい

ます。これにつきましては、歳入で申しましたように、精算による減額でございます。

５目大山財産区議会議員選挙費１２０万０００円の減額、これにつきましても同様、

精算に伴う減額でございます。
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続きまして、１５ページをお願いいたします。５項統計調査費でございます。それぞ

れの統計調査について県の市町交付金が変更になっておりますので、それに対応するた

めの補正でございます。

続きまして、１６ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費でございます。介護保険事業特別会計繰出金１９１万０００円の減額で

ございます。これにつきましては、まず職員給与費に係る部分が９６万０００円の増

額、地域支援事業に係る繰り出しが２８７万０００円の減額でございまして、トータ

ル１９１万０００円の減額でございます。

続いて、２目老人福祉費、報償費２万０００円の減額、委託料４００万円の減額に

つきましては、７月３１日で閉所したことに伴います減額をするものでございます。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の職員手当等でございます。時間

外勤務手当１５９万円の増額でございます。これにつきましては、産休職員の業務を各

職員で割り振りをしながら業務をしているというところの業務量の増加と、新たな事業

の実施に伴う業務量の増額というところを合わせまして１５９万円の増額をしておるも

のでございます。

続きまして、３項清掃費、２目し尿処理費、合併浄化槽設置補助金１７４万円の増額

でございます。これにつきましては、歳入で申しましたように、５人槽３基の追加があ

ったために増額するものでございまして、５８万円の３基分でございます。

５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費でございます。まず、委託料、捕獲

おり設置委託料５万０００円の増額でございます。現在、猿のおりを設置しておりま

すが、そのおりを今回移動するための経費を計上するものでございます。

１９節負担金、補助及び交付金、環境保全型農業直接支払い交付金１４８万０００

円の増額につきましても、歳入で申しましたように、株式会社山田営農、農事組合法人

吉冨営農に対しての直接支払い交付金の増額でございます。

続いて、１７ページをお願いをいたします。２項林業費、２目林業振興費でございま

す。まず、需用費１万円の増、工事請負費８４９万円の増、これにつきましては、宮野

裏山治山事業の採択により増額補正をするものでございます。

１９節負担金、補助及び交付金、治山治水工事補助金９４６万０００円の増額でご

ざいまして、今回県単独補助治山事業の補助対象とならない２００万円までの工事の部

分で町独自で補助要綱を設けておりますので、区要望の追加によりまして、今回７区で

７カ所の補助金を増額するものでございます。

６款商工費、１項商工費、２目観光振興費でございます。需用費、修繕料１７０万円

の増額でございます。これにつきましては、ホテルモンテ⋞ローザの部分の設備の修繕

でございまして、ホテルとしての快適性、安全性を確保するために現在故障をしている

箇所の修繕を行うことといたしておりまして、内容につきましては、風呂のブロアーポ

ンプ、ジェットポンプの故障の修繕、廊下に設置しております消防用誘導灯の故障の修
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繕、厨房機器のスチームコンベクションの故障の修繕、それと電気設備の修繕で１７０

万円の増額でございます。

続きまして、３目大河内高原整備費でございます。需用費、修繕料１８０万円の増額

につきましては、ホテル正面の駐車場の街路灯の修繕、それと峰山高原ホテルを今回新

たに冬季にオープンをするというところで、初のフルオープンというところで、設備の

ふぐあいに緊急的に対処するための修繕料を含めて増額を今回させていただいておりま

す。

１５節工事請負費、附帯施設維持工事費で１２０万円の増額、これにつきましては、

屋外トイレの改修でございまして、現在、冬季期間については閉鎖をしているところで

すが、今回冬季フルオープンに向けて、トイレにつきましても冬場中に開放していくと

いう中で、防寒対策の改修工事が必要になってくるという中で、今回増額をするもので

ございます。

続きまして、７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございます。道路

橋梁維持工事費６５５万円の増額でございます。これにつきましては、岩屋区の町道茶

ノ木原線の取り合い階段工の工事、町道比延小田原川線の舗装修繕の工事でございます。

続きまして、３項河川費、１目河川費の河川改修工事費７００万円の増額でございま

す。これにつきましては、福本区の中茶屋川の護岸整備の工事でございます。

続きまして、５項住宅費、１目住宅管理費でございます。若者世帯向け家賃補助金１

０４万０００円の増額でございます。当初予算におきまして新規として３件を予定を

して予算を組んでおりましたけども、今現在で８件の新規申請がございまして、既に５

件オーバーをしている状況でございます。さらに今後の見込みとして４件分程度はふえ

るだろうという見込みの中で、今回１０４万０００円を増額をするものでございます。

続きまして、１８ページをごらんください。２目住宅建設費、１５節工事請負費でご

ざいまして、地域優良賃貸住宅整備工事費９７７万０００円の増額でございます。こ

れにつきましては、敷地内の雨水の排水の工事につきまして、既設の回りの水路に排水

をするということで、既設水路の改修が必要な箇所の工事費を今回追加をしております。

続きまして、９款教育費、５項社会教育費、社会教育総務費４１１万０００円の増

額でございます。これにつきましては、２つの事業の補正というところでございます。

まず１つ目は、文化庁の補助事業で歴史文化基本構想策定事業の新たな採択によりまし

て今回増額をするもので、４１１万０００円の増額でございます。続きまして、県の

補助事業でございます県ふるさとづくり推進事業におきまして、播磨風土記編さん１３

００年記念事業について、今回県補助金のヒアリングを受け、補助内容が確定をいたし

ましたので、それに伴います予算の組み替えを行っております。

内容につきましては、７節賃金４９万０００円の増額でございます。これにつきま

しては、文化庁の基本構想の賃金でございます。８節報償費６８万円の増額につきまし

ては、文化庁基本構想が６０万０００円の増額、ふるさとづくり推進事業が７万０
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００円の増額、９節旅費５０万円の増額につきましては、文化庁基本構想が５６万０

００円の増額、ふるさとづくり推進事業が６万０００円の減額でございます。１１節

需用費８万円の増額につきましては、文化庁基本構想が５２万０００円の増額、ふる

さとづくり推進事業が４４万０００円の減額でございます。１２節役務費１万００

０円の増額につきましては、全て文化庁基本構想の増額でございます。１３節委託料２

３４万０００円の増額につきましては、まず文化財説明案内作成委託料１１万００

０円の増額につきましては、ふるさとづくり推進事業の増額でございます。調査委託料

９１万０００円の増額につきましては、文化庁の基本構想に係る部分の増額でござい

ます。文化財展示パネル等製作委託料９９万０００円の増額につきましては、基本構

想に係る部分の増額でございます。樹木伐採委託料４３万０００円の増額につきまし

ては、ふるさとづくり推進事業の増額でございます。神河町歴史文化基本構想策定委託

料１１万０００円の減額につきましては、ふるさとづくり推進事業の減額でございま

す。

続きまして、３目社会教育施設運営費２７４万０００円の減額でございます。これ

につきましては、山村留学生の確定に伴いますところの減額でございます。

続きまして、６項保健体育費、３目学校給食費でございまして、委託料１３７万０

００円の減額でございます。これにつきましては、学校給食センターの浄化槽設備の故

障修繕に伴いますところの処理委託料の減額でございます。

続きまして、１９ページをお願いいたします。１３款災害復旧費でございまして、７

月１７日の台風１１号豪雨により発生しました災害の復旧事業費について追加をするも

のでございます。

１目農業施設災害復旧費でございまして、町単独土地改良災害復旧費補助金９０万円

の増額でございます。作畑の石風呂農道、栗の原野水路の災害復旧工事に係る補助金で

ございまして、事業費の５０％補助でございます。

２目林業施設災害復旧費でございまして、まず工事請負費、林業施設災害復旧工事請

負費１００万円の増額でございます。これにつきましては、猪篠の林道東山田２号線の

災害復旧工事でございます。続きまして、町単独作業道災害復旧費補助金５０万円の増

額でございます。大畑の作業道南山線の補助金でございます。事業費の５０％補助でご

ざいます。

続きまして、２項公共土木施設災害復旧費でございます。１５節工事請負費でござい

まして、９９５万円の増額でございます。これにつきましては、町道が３路線、岩屋区

の種林線、高坂線、それと大畑区の岸野谷線、それと河川が２カ所でございます。岩屋

区の高坂川、中村区の東山谷川の災害復旧に係る工事費の増額でございます。

続きまして、２０ページをお開きください。２０ページ以降につきましては、それぞ

れ特別職、一般職の給与費の増減の明細書となっております。

以上、詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。１２ページの５款の交通対策費、こ

れ山田の稲川原線改良工事という説明でしたんですけれど、場所はどこですかね。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（真弓 俊英君） 建設課、真弓でございます。先ほどの藤森議員さんの御質

問の稲川原線でございますけども、平成２５年度であったかと思うんですけども、県が

川の護岸を整備していただいたところのガードレール設置の協議が調いましたので、そ

の部分の工事ということで上げさせていただいております。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。この件については、河川の改修工事

のあった時点からガードレール等については区からの要望があり、また去年度の町長懇

談会のときにもどないなっとんやいう質問がありました。それで、あのときは前向きに

やるという返事がそれぞれ区長になされ、また１年たってそのままでしたから今回の町

長懇談会でも同じ質問が出ました。早急にやります、やるという返事を区長はそこでい

ただいております。だけど、いつまでたってもできないということで、区長なり地元の

人は大変怒っておられます。それが、何で今ここで一般財源を使って上げてこなあかん

のか。ずっとやりますやりますと、何で今になったんですか。それぞれ町長も知っとら

れると思います。町長懇談会のときにはっきりと去年もことしも質問があったでしょう。

あのときの返事は、もう早うに既にやっとらなあかん、できますという返事だったのに

今回ここで補正で上がってくること自体が、私、どないしとってんか、何じゃと思うん

ですけども、どう思われますか、その答弁、返事と今回補正で上げてくる、この時期的

なこと、どういう考えでおられますか。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（真弓 俊英君） 真弓です。この部分に関しましては県の工事の関係もござ

いまして、工事後５年間はちょっとさわれないという事情がございました。その中で、

県のほうと調整いたしまして、当初の予算の中では、視線誘導標といいまして、反射板

になるんですけども、その部分の設置であれば何とか県のほうも了解であるということ

で当初しておったんですけども、その後、協議が調って、今回の補正で対応させていた

だくようになりました。地元区からの要望はよくわかっておるんですが、県の占用も一

応書類的には予算が通るまでに一応協議を済ませておりますので、その辺を御理解お願

いいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（11番 藤森 正晴君） １１番、藤森です。そもそも改修工事があるときに、あ

のときに既にあそこにはガードレールがあったんですよ、今まで。あって、撤去された
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ような現状で、なかったという解釈をされて、県のほうにそういう申請なり工事図面が

出たから改修工事の最終的にはガードレールがついてなかった。本当はあれば県が既に

改修工事のときにガードレールをつけてまでの工事で完了と思うんです。それがしてな

かったために、ガードレールをつけないままで河川工事を終わった。それで県が工事し

たら５年間はいらわれません、５年間工事できませんいうてほったらかすんかいうこと

で、地元の区長なり、そういう要望があったと思うんです。いろいろ検討して、それじ

ゃあ県のほうに無理言いましてつけるという許可的なもの出ましたからやりますでした

んですよ。去年、もっと前からそういう返事を聞いております。その返事が、今ここで

その補正を上げてくる自体が、どういうふうに町民の方に、地元の方に返事してええか

わかりません。そこらあたり、建設課もそうなんですけど、町長初め副町長、総務課長

もそういう内容の返事を、するいう、区長さんに聞かれたときにされたと思うんですけ

ども、どういうふうに受け取っておられるんですか。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。当初、グリーンエコーができるときにガ

ードレールが邪魔ということで取り外されたというようなことを昔の件で聞いておりま

す。そういう中で、それからガードレールが設置されておりませんで、その周りには木

が茂っていて、見た目は危なくないような状況が続いておりました。今回その堤防の護

岸の改修によりましてきっちりと県のほうが改修しましたので、そういう中で木なんか

も切り取り外されて、そういう中で危ないという状況で、区からは要望を聞いておりま

した。そういう中で、県との協議の中で、そういう工事をした中で、５年間はガードレ

ールが設置できないというようなことの中で進んでおりましたので、こちらとしまして

は今、建設課長が言いましたように、反射板ですね、誘導標の反射板をつけるべく、そ

ういうような話を進めておりまして、その予算は計上していたのですけども、やはり今

後においてはガードレールの設置が必要であろうということで県のほうへ、町長も県と

協議いたしまして、そういう中でどうしても、今まであった状況であるのに、それがな

くなっているという昔の事情もお話しされて、そういう中で、そしたら占用許可をとっ

てするならば認めましょうというような話が成立したということでございまして、その

間につきましては、今までの前の区長さん、そして現在の区長さんにおいてやりますよ

という返事をしていたんですけども、やはりきっちりとしたガードレールが設置される

ということで占用許可をもらわないといけないということと、予算が足らないので補正

を上げるということで待っていただきたいということで区長さんとの調整をした中で、

そういうことができるなら待ちましょうという話で今来ております。そういう中で今回

補正を上げさせていただいて、きっちりしたガードレールをつけようということでござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） ここで、お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合に

より、あらかじめこれを延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決定しました。

ほかに質疑ある方、どうぞ。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。私もちょっと早口で申しわけ

ないんですけども、財政担当参事のほうから細かに説明を受けました。ちょっと内容が

あちこち飛びながらの説明やったんでなかなか全部書き記すことができないんで、ちょ

っとわかるように何かまとめた説明資料をいただけないでしょうかということと、もう

１点ですけども、修繕料の取り扱い方がちょっとわからない部分があります。例えばケ

ーブルテレビで、ＮＴＴの電柱だとか関電柱の移設に伴ってケーブル施設の移転という

ことですけど、これ本来は工事請負費で対応すべきものじゃないんでしょうか。形を変

えなくて中のいわゆる機器の調整をするものじゃないんで、場所を変えてするものにな

りますと、当然工事請負費で移設工事費として計上すべきだろうと思います。

それから、観光施設のほうでも修繕料１７０万、１８０万、また附帯工事１２０万等

々あるんですけども、例えば修繕料につきましても内容によれば工事請負費で対応すべ

きものもあるかもしれませんし、そのようなことがわからないんでちょっとまとめたも

のの説明資料をいただけたらありがたいんですけども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。まず最初に、

修繕料の件でございますけども、修繕料の件につきましては全くそのとおりでございま

して、予算の中で工事請負費に入る部分も修繕料の中で予算をしておる部分がございま

す。これにつきましては、平成２８年度の予算組みの中できちっとした形の中で整理を

していきたいと、このように考えております。

それと、補正予算の内容の詳細の資料でございますけども、私どもも説明をする上で

非常に事業が重なっておりまして、事業の部分で一つ二つの事業が一つの費用の増額と

いうことで、その内訳等が見えにくい部分が確かにございますので、今回多少詳しくは

説明をさせていただいたところですけれども、なお不足があるようでございましたら、

どの部分がわからないのか言っていただければ、その辺の内訳等について簡単に作成を

いたして渡したいと、このように考えます。以上です。

○議長（安部 重助君） 資広議員、そういうことで、資料の提供につきましては、ここ

の部分、部分的なもので、全体的いうことは今かなり詳細に説明があったように思いま

すので、もし必要なところがあれば聞いてください。どうぞ。

資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。地域創生絡みで何かかなりしていた分

があると思います。それからＵＩＪターン、それから空き家だとか、あれの関係の部分、
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かなり幅広くわたって入れかえされてる部分があったと思います。あの部分と、それと

教育委員会で文化庁のされた部分、あれでもたくさん言われてたんで、あれをちょっと

わかりやすいようにしていただきたいのと、あと修繕料の関係、観光施設があったと思

いますけども、あれにつきましてもどういうことでどうなるのかという、故障の原因だ

とか、わかる部分についてちょっと説明をいただけたらと思うんですけど、いかがでし

ょうか。

○議長（安部 重助君） 財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 今言っていただきました地方創生に係る

部分の上乗せ交付金に係る部分の事業の内訳、それと教育委員会に係る文化庁の関係、

それと修繕料のそれぞれの補正の中身につきまして、資料をつくらせていただきまして

お示しをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。ちょっと私もよく聞き取れなかったも

んで確認させていただきたいんですけども、１２ページの企画費、賃金の中の６４７万

０００円の内訳なんですけれども、２１５万０００円が集落支援員２名分で残りが

地域おこし協力隊４名分でよろしかったですかね。集落支援員と地域おこし協力隊とい

うのはもう決まってらっしゃるのかというのと、あと私よくわからないんですけども、

一体どう違うのかという説明を少ししていただけたら助かります。

○議長（安部 重助君） 総務課特命参事。

○総務課副課長兼地域創生特命参事（藤原登志幸君） 総務課、藤原でございます。まず、

賃金の関係につきましては、今議員さんが数字を申し上げられたとおりでございます。

それから、集落支援員、地域おこし協力隊につきましては、集落支援員については、

このたび新たに補正で全額を上げさせていただいている事業でございますので、補正が

通りましてからの募集という形になってまいります。一方の地域おこし協力隊につきま

しては、当初予算のほうに計上させていただいておった分ということがございますので、

既に地域振興課のほうで募集にかかっておるという状況でございます。

それから、集落支援員と地域おこし協力隊の違いということになりますけれども、簡

単に申し上げますと、私どもの整理の仕方としては、地域の課題の部分を発掘をしてい

くような部分を集落支援員、そしてその課題を解決をしていくという部分が地域おこし

協力隊、実際のところは重なり合う部分も当然ございますけれども、そういった整理の

仕方がわかりやすいのかなというふうに考えております。それぞれの制度の中身につい

ては、どちらも特別交付税等で経費が見ていただけるという部分もございまして、この

たび地域課題のある部分の解決に向けてということでそれぞれ計上させていただいてお

るところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。
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○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。よくわかりました。ありがとうござい

ます。

もう１点、１７ページの商工費の大河内高原の修繕料のところですね。街路灯の修繕

と、冬季オープン用にどうたらこうたらと何かちょっとにごされるか、はっきり聞き取

れなかったんですけども、それはその冬季の間に何か故障したとき用の予備費的なもの

として置いとかれるという意味合いでよろしいんですかね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課特命参事。

○地域振興課参事兼観光振興特命参事（山下 和久君） そうです。一つは街路灯が冬季

に壊れております。これにつきましては、今回指定管理者が変更になったというか、こ

の年、非常に雪が多かったんですけども、それでもって駐車場の部分に折れ曲がった街

路灯があります。あの部分について、要は原因を追及してたんですけども、壊した方を

特定できないということで、要は保険適用ができないんです。その分について修理をし

たいということと、もう一つにつきましては、先ほど来説明しましたように、ことしリ

ーディングプロジェクトで、今までは冬季については予約があった方のみお客さんを入

れてたんですけども、ことしは冬についてもフルオープンするということで、まずトイ

レについての暖房をしなければならないということとあわせまして、各設備が本当にフ

ルオープンして使ったことがないので、今回それに対して予備費としてお金を置きたい

ということでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。１８ページの９款教育費の中の１３

の委託料の中で樹木伐採委託料４３万０００円と上がってるんですが、これがどこの

樹木かいうことを具体的に知りたいのと、それからもう一つ下の賄い材料費が８３万

０００円減額されてるんですけども、これは何か大きなイベントをされるんだろうと思

うんですけども、もともと何ぼのやつを８３万０００円も減額するのかいうことを教

えてほしいと思います。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課、松田です。まず、１点目の樹木伐採委託料につき

ましては、今回の追加分につきましては福本遺跡の樹木でございます。あわせまして日

吉神社につきましては、当初の予算の中で動く予定にしております。先ほどわかりにく

いという部分がありましたが、当初からふるさとづくりの補助金につきましては県のほ

うから予定があった分でございまして、それにあわせて国の歴史文化基本構想分の追加

の補助金がありました。それに伴いまして県のふるさとづくりの予算を組み替えている

というような状況でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 教育課参事。

○教育課参事兼センター所長（坂田 英之君） 教育課参事、坂田でございます。先ほど
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の食事の賄いの件ですが、これにつきましても長期留学生１２名が６名で確定したとい

うことの減額でございます。もともとの数としましては、１人当たり３２０円ほどの単

価で１７２食を見込んでおりましたが、その分が６名分が減るということで、およそ

５８０食、単価３２０円で８３万０００円の減ということでございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（７番 小寺 俊輔君） ７番、小寺です。１６ページの４款衛生費の職員手当の

中の時間外勤務手当の説明のところで産休職員が出たことによる業務量増加という説明

やったと思うんですけれども、これまた産休いうことで、恐らくこの後、育休も続くと

思うんです。そうすれば残られた職員の方らの非常に仕事の負担がふえる期間が長いと

思うんですけども、臨時職員なりなんなりの手当てをされる予定はありますか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課の大中です。この産休、育休の

職員の代理としまして、６月補正で地域包括の職員としてケアマネジャーを雇用すると

いうことで予算化させていただきまして、無事ケアマネジャーが見つかりまして、今、

８月１日から雇用しております。ですから、平常の状態に今戻ってます。どうもありが

とうございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここで、お諮りいたします。本案については、総務文教常任委員会に審査を付託いた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第９４号議案は、総務文教常任委員会

に審査を付託することに決定しました。

ここで、トイレ休憩のため暫時休憩をいたします。再開を５時１０分といたします。

午後５時０４分休憩

午後５時１５分再開

○議長（安部 重助君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第２１ 第９５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第９５号議案、平成２７年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２７年度神河町介護療育支援事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。

補正の内容は、歳入におきまして前年度繰越金６４０万円を、歳出では同額を予備費

に計上いたしております。これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６４

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７１万０００円とする

ものであります。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２２ 第９６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第９６号議案、平成２７年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２７年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では平成２６年度の繰越金確定により２５５万０００円を増

額し、計上しております。歳出でも平成２６年度決算額確定によるものなどを計上して

おります。

内容としましては、諸支出金のうちの平成２６年度療養給付費等負担金などの確定に

よる国庫支出金返納金２５６万０００円の増額、療養給付費交付金返還金３７４万

０００円の増額、県支出金返納金１３万０００円の増額、今回歳入歳出補正額の相

殺額を財政調整基金積立金として６１０万０００円の増額でございます。これらに

より、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５５万０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億４０９万０００円とするものであります。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２３ 第９７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第９７号議案、平成２７年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２７年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）でご

ざいまして、補正予算（第１号）以降、補正要因が生じたものについて補正するもので

ございます。

補正の内容は、歳入では平成２６年度決算額確定によるものを計上しております。内

容としましては、繰越金では前年度繰越金１０８万０００円の増額でございます。歳

出でも平成２６年度決算額確定によるものを計上しております。内容としましては、前

年度繰越金確定分を広域連合保険料負担金として計上すべく１０８万０００円の増額

でございます。これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０８万００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３５１万０００円とす

るものです。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２４ 第９８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第９８号議案、平成２７年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は平成２７年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でございまし

て、第１号補正予算以降、補正要因が生じたものについて補正をいたしております。

歳入につきましては、平成２６年度決算による繰越金の増額補正が主なものでござい

ます。歳出につきましては、平成２６年度決算による国県負担金等の精算に伴う償還の

増額補正と地域包括介護支援センター職員の育休及び産休に伴う人件費等の減が主なも

のでございます。これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８７１

万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億２９７万０

００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、健康福祉課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第９８号

議案の詳細について御説明申し上げます。事項別明細書以下で説明させていただきます

ので、３ページをごらんください。

歳入でございます。８款１項２目職員給与費等繰入金の一般会計からの繰入金９６万

０００円の増額です。これは職員の住居手当、通勤手当、時間外勤務手当の増加に伴

う増額でございます。２節事務費繰入金２８７万０００円の減は、主に産休⋞育休職

員に係る人件費に係る繰入金の減額でございます。

９款繰越金０６２万０００円は、前年度繰越金でございます。

続きまして、歳出でございます。５ページをごらんください。

１款１項１目職員手当については、これは職員の住居⋞通勤⋞時間外勤務手当９３万

０００円の増額でございます。２目職員手当については、職員の時間外勤務手当２万

０００円の増額でございます。

３款２項１目については、産休⋞育休職員に係る給料等、人件費及び共済費等に係る

合計３４２万０００円の減額並びに時間外勤務手当４８万０００円の増額、介護報

酬をインターネットを利用して請求するためのＩＤ、パスワードの発行手数料が１万

０００円、介護保険法改正に伴う専門員研修参加回数増加に係る費用５万円の増額でご

ざいます。

５款１項２目償還金９４９万０００円の増額、内容は、２６年度実績に伴う国⋞県

負担金の償還金でございまして、国庫が４３６万０００円、県費が３０３万０００

円、支払い基金が２０８万０００円の総額９４９万０００円でございます。

６款１項１目介護保険準備基金積立金１８万０００円の増額、決算に伴う調整金で

ございます。

７款予備費９５万０００円の増額でございます。
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以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。一般会計の衛生費で１６０万

ほど超過勤務手当が増額されてるんですけど、これも１１０万ほどふえております。理

由も産休絡みということで同じような理由なんですけど、この中身、どういう意味でど

うなってるのか教えていただけないでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。まず、産

休、育休の部分もありますし、平成２６年度の介護保険法による事務の増加でございま

して、例えば負担割合がこれまで全員１割でしたんですけども、年金をたくさんもらっ

ている方につきましては負担割合が２割となることになりまして、そういった事務や負

担限度額の認定変更による事務手続の増加、それと平成２９年から始まる介護予防日常

生活総合事業の準備のための時間外勤務がふえました。以上が時間外勤務手当の増加と

なる理由でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。そしたらちょっと小分けなんですけど

も、産休に係る分はどのぐらいの金額になってるんでしょうか。産休にかかってる部分。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 少々お待ちください。約４００時間ぐらい

は産休職員による、４００から４５０時間ぐらいはその産休職員の部分の者がやってい

た仕事を他の職員が実施したというぐらいになると思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。４００か４５０時間言われても額もわ

からないんで、額で言うてもらわないとちょっとわからないんですけど。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中です。ですから、仮に単

価５００円ぐらいの職員です。それに４５０時間を掛けますと１１２万０００円、

それがその産休、育休に係る職員の分として必要な時間外勤務と考えていただきたいと

思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか、よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞
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日程第２５ 第９９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第９９号議案、平成２７年度神河町土地開発事業

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２７年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第１号）でございま

して、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の理由は、平成２６年度決算額の確定により繰越金が確定したことに伴うもので、

歳入歳出とも１９０万０００円の増額でございます。歳出は予備費の科目で調整して

おります。これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９０万０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７８万０００円とするもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２６ 第１００号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第１００号議案、平成２７年度神河町老人訪問看

護事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１００号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２７年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第２号）でござ

います。

歳入では、財政調整基金繰入金において５００万円を増額、また前年度繰越金を２０

０万０００円減額しております。歳出では介護保険システムの更新に伴う通話料を１

０万０００円増額しておりまして、これら差し引き額２８９万円を予備費に計上いた

しております。これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９９万００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４２７万０００円とす

るものでございます。
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詳細につきまして、病院総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきます。

４ページをお願いいたします。１項１目の財政調整基金繰入金の５００万円でござい

ますが、これは財政調整基金を取り崩し繰り入れするものでございまして、この会計に

つきましては、単独の通帳で運用しておりますので、資金繰りのために取り崩すもので

ございます。

また、４款の繰越金につきましては、２６年度の決算の確定によるものでございます。

続きまして、５ページでございますが、歳出では、１款業務費の１目業務費の１２節

役務費でございますけども、これにつきましては、介護保険のシステムを更新いたしま

した。その際に通話回線を用いて行うシステムに決定いたしましたので、その通話料と

しまして１０万０００円を増額するものでございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。２点ほどお尋ねをしたいと思います。

先ほどの説明ですと、財政調整基金の繰入金は資金繰りのために取り崩しましたとい

う話なのですが、資金繰りの部分と予算に出てくる部分とは特に影響がないんじゃない

かと思うんですけど、その辺の仕組みが、確かにここで歳入を計上したものですから、

予備費を計上せな歳入歳出がゼロにならないんでこのような予算になってるんかなと思

うんですが、その辺の資金繰りのために基金を取り崩すという、そのシステムというん

ですか、その内容を１点教えていただきたいと思います。

それから、次に、これは決算の部分で質問すればいいかもしれないんですが、当初予

算は繰越金を２００万円を見込んどったわけなんですが、結果としては９９９万０

００円と、約２００万円ほどの減額になってます。ということは、当初予算を立てる段

階での２６年度の決算見込みから約２００万円ほどの差が出てきてますということにな

るわけなんですが、その要因は何かということ、この２点をお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。まず、繰越金の

ほうからでございますけども、繰越金につきましては、前年度の下期の、当初は予算ど

おりの収入ということでございましたけども、下期におきまして若干訪問回数、件数と

もに減少しておりまして、その影響によりまして収入減、支出に見合う収入の減という
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ことで、トータルで繰越金が減ったというような状況でございます。それに伴いまして、

繰越金が減りましたので、今度資金繰りが厳しくなりまして、財政調整基金を取り崩し

たという状況でございます。なお、訪問看護のシステムというか、仕組みとしまして、

収入が２カ月おくれ、訪問に行った以降２カ月おくれで収入が入ってまいりますので、

その関係で資金が必要という状況になります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２７ 第１０１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２７、第１０１号議案、平成２７年度神河町産業廃棄物

処理事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２７年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、歳入では、平成２６年度決算額確定によるものを計上しております。

内容としましては、前年度繰越金の２０８万０００円の増額でございます。歳出では、

歳入の前年度繰越金を予備費に２０８万０００円増額するものでございます。これら

により、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０８万０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８２万０００円とするものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２８ 第１０２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２８、第１０２号議案、平成２７年度神河町寺前地区振

興基金特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第１０２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２７年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第１号）でござ

いまして、当初予算以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正予算の内容としましては、歳入では、各地区からの申請によりまして振興基金繰

入金を３８８万円、基金運用における国債購入⋞譲渡収益によりまして利子及び配当金

を２７６万０００円増額いたします。その増額分を歳出、振興基金費積立金に２７６

万０００円増額し、基金を積み立てます。また、地域振興費負担金、補助及び交付金

に３８８万円増額し、各地区の施設整備事業に補助いたします。これらにより、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６４万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２００万０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。４ページの歳出の地域振興費で補助金

が出とるんですけど、この内訳を教えていただけないでしょうか。３８８万円の分。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。上岩の集落から生活

環境基盤整備事業として５２万２００円上がっております。そして、上小田区から集

落集会施設整備事業として３３５万円上がっております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２９ 第１０３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２９、第１０３号議案、平成２７年度公立神崎総合病院

事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２７年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）でございます。

補正の内容としましては、医業費用の材料費において医療消耗備品の購入がふえてお

り、６０万円を増額し、予備費を同額減額しております。
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以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきます。

２ページをお願いいたします。２ページでございます。材料費の医療消耗備品費で６

０万円の増額でございます。これにつきましては、手術室にございます滅菌装置、オー

トクレーブと申しますが、それに手術機材を入れて滅菌するステンレス製の容器、かご

でございますが、それが傷んでおりまして、更新する必要が生じたことから予算計上さ

せていただいております。これは１個が２万円から１０万円までのかごでございまして、

公営企業会計制度では備品に該当しないことから、この材料費で購入するものでござい

ます。財源としましては、予備費を同額減額いたしております。以上でございます。よ

ろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） ここで、お諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議は

これで延会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。本日はこれで延会とすることに決

定しました。

次の本会議は、あす９月２日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後５時４５分延会
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